
【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

51 

８．会議の経過 

 令和７年３月１７日（月）午前１０時０１分開議 

○委員長（甲斐俊光君） ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

 議案第２６号、令和７年度我孫子市一般会計予算について審査いたします。 

 これより歳出等に対する質疑を許しますが、質疑は款別に行います。また、市政に対する質問に

ついては各款別審査に含めて発言を許します。 

 なお、議会費につきましては議会運営委員会におきまして十分に議論しておりますので、審査を

省略いたします。 

 これより歳出のうち総務費に対する質疑を許します。 

○委員（内田美恵子君） 総務費というよりも歳出の全般にわたる質問をさせていただきたいので、

冒頭に質問させていただきます。 

 説明資料の１ページ、令和７年度予算の概要というところを見ていただければと思います。 

 ２０２５年度一般会計予算４９３億９，０００万円の予算規模について、まず、お尋ねしたいと

思います。 

 一般会計予算は対前年度比５．６％増の４９３億９，０００万円、予算編成方針では経常事業

でさえ約９億円の赤字であり、中期財政計画で見込んだ全ての事業を実施するとすれば約１９億

５，０００万円の財源不足と言われていた中で、一般会計の規模が前年度より２６億３，０００万

円も増大した主な理由をお聞かせください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時０３分休憩 

─────── 
午前１０時０５分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○財政課長（加藤靖男君） 昨年度の当初予算と比較しまして２６億円ほど伸びている要因になり

ますけれども、予算の区分で申し上げますと経常予算のほうの増加という形になります。 

 内訳といたしましては、児童手当の対象拡大の通年化に伴うものですとか、また、保育職員等の

処遇改善等に伴う私立保育園委託料等、また、高齢者新型コロナワクチンの予防接種、帯状疱疹ワ

クチン接種の通年化、それから介護保険への繰出金、また、小・中学校ＩＣＴ教育について、こち

らは昨年度も政策予算であったんですけれども、こちらが経常予算のほうに移行していることなど、

これらが増額の要因となっております。 

○委員（内田美恵子君） 今、御答弁で経常的事業の経常経費が伸びたということなんですけれど

も、予算編成の段階で経常経費、９億円の財源不足だと言われた中で、皆さん、一生懸命経常経費
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の収支を合わせようということで、経常的事業の中で９億円を削減してというふうな方針を立てら

れて一生懸命取り組まれてきましたけれども、実際、そこではどのぐらい削減されていましたか。 

○財政課長（加藤靖男君） 収支見通しとの最終予算との比較という形になりますけれども、歳出

予算につきましては、結果としては少し増えている形となっております。一方で歳入のほうについ

て見込みを大分上回った部分がございました。ですので、結果として収支の差額が少し圧縮してい

るような形にはなっているのですけれども、今回の令和７年度当初予算編成の短い時間の中での実

際の歳出の削減というのは、それをやったからこれで済んでいるというのはあるんですけれども、

実際、結果として見ると収支見通しよりは少し増えているというような状況です。 

○委員（内田美恵子君） それで、財調なんかを取り崩したり市債を発行したということだと思う

んですけれども、結局、いわゆる一生懸命削減した部分、それから歳入が少し増えた部分というよ

うなことを全て絡めて政策的事業もそれにプラスしてやったわけですから、最終的には市の財源不

足というのはどういう状況から、この予算を組まれているのですか。 

 いわゆる経常経費のところでも９億円は削減できなかった。それで、それプラス政策的事業を実

施したわけですよね。それで、結局、予算を組むときに市の財源不足というのはどのぐらいになっ

ていたんですか。 

○財政課長（加藤靖男君） 今回、経常予算で申しますと、財政調整基金を約４億円、繰入れして

おります。政策費も含めますと約１５億円弱、繰入れのほうを行っております。これがすなわち財

源不足という形になります。 

○委員（内田美恵子君） それで、全体でそうなんですか。 

○財政課長（加藤靖男君） 経常予算と政策予算を合わせまして、最終的に財政調整基金を約１５

億円弱、入れておりますので、こちらが収支を均衡させるために必要だったお金という形になりま

す。 

○委員（内田美恵子君） それはどういうふうに財源を担保したんですか、不足分の財源はどのよ

うに担保したんですか、市債発行とか。 

○財政課長（加藤靖男君） こちらは財政調整基金になりますので、今回、３月議会のほうで収支

のバランスの中から財政調整基金を増額しておりますけれども、そちらを活用した形となっており

ます。 

○委員（内田美恵子君） もちろん、市債も財源不足のために発行したということもありますよね。

市債はない。経常を言っているんじゃないですか、全体の中で。 

○財政課長（加藤靖男君） 地方財政法上、赤字を埋めるための市債の発行というのはありません

ので、そこの収支を埋めるために必要だから起債したということはございません。 

○委員（内田美恵子君） 私が言っているのは赤字を埋めるためということじゃなくて、いわゆる
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政策なんかで経常が赤字の中で政策事業をやって事業債ですよね。事業をやるというふうな予算を

立てているわけですよね。それですから事業債なんかに充てる市債はどのぐらい、今回、発行した

のですか。 

○財政課長（加藤靖男君） 経常分も僅かあるんですけれども、ほぼ政策分、合計しまして３２億

２，０００万円ほどの地方債を予算化しております。 

○委員（内田美恵子君） それで、最近の予算規模を見てみると２０２０年度が４１３億円、２１

年度が４６４億円、２０２２年が４７７億円、２０２３年が４３３億円、２０２４年が４６０億円、

そして今回が４９４億円、本当に最大というふうになっているんですが、一般的に見ると財政が厳

しいという中でこんなに大きなこれまでに最大の予算が組めるのかというふうな素朴な疑問を市民

は持っているんですけれども、今、お話を聞いていると結局、経常経費がそこで削減はしたけれど

も、昨年以上に膨らんでどんどん膨らんできたということが一番の、この財政規模が大きくなった

要因と捉えていいのでしょうか。 

○財政課長（加藤靖男君） 今、委員おっしゃられたとおり過去を振り返ってみますと、例えば令

和元年度ぐらいまでは３８０億円前後で推移していたものが令和７年度、結果として４９４億円と

なっております。このうち政策予算については途中でクリーンセンターの整備事業などもありまし

たので、相当振れ幅大きいので、経常予算のほうに絞ってみますと令和元年度と令和７年度比較し

ますと約８０億円ほどここの部分で増額しております。 

 内訳を見ますと民生費で約５２億円、教育費で約１０億円、衛生費と総務費が約８億円の増とな

っておりますので、特に民生費なんかですと社会保障関連経費であったりですとか、あと、総務費、

教育費なんかのほうでは人件費ですとか物件費の上昇というのが反映された結果が増額の主な要因

になっているかなというふうに分析しております。 

○委員（内田美恵子君） 高齢化とか少子化の影響が本当に自治体のレベルの予算にもすごく影響

しているなというのを実感するわけですから、社会関連経費などは削れない部分もありますよね。

ですから、これから審議する歳出のいろいろな事業についてはしっかり私たちも見ていかなければ

ならないのかなというふうに思っております。 

 冒頭、その辺を確認させていただきました。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時１５分休憩 

─────── 
午前１０時１５分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（木村得道君） 説明資料で言いますと２１ページになりますか、予算書でいくと１２０、
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１２１ページでシティプロモーションの推進事業について確認をさせていただければと思います。 

 説明資料の中にも移住促進のため都心のオフィスで働く女性向けのフリーペーパーに移住ＰＲ広

告を掲載する等々説明がございますけれども、情報発信委託料として計上されていることも含めて

もう少し具体的に教えていただいていいですか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 具体的にお話しさせていただきますと、今年度の事業で

はシティプロモーションに「シティリビング東京」という女性向けのフリーペーパーがございまし

て、これが都心を中心に５，２００のオフィスで配布されているんですけれども、これに１面見開

きの広告を今年度は掲載いたしました。 

 来年度は見開きの広告に加えて、１面にはなるんですけれども、東部エリアだけに限定した広告

も出して、年２回出そうということで計画しておりまして、ウェブ版では今年度も東部エリアの情

報発信をいたしまして、どれぐらいの方が反応あるかなというところでクイズなんかも併せてやっ

てみたんですけれども、かなり反響がございまして、もう少し紙面でもアピールさせていただいて、

そういうエリアも常磐線の我孫子と天王台エリアだけではなくて、成田線を使っていっても通勤も

できますよというところを紙面でもアピールさせていただきます。紙面に出ますと自動的にウェブ

版も出ることになりますので、そういうことで市の全体をもう少し情報発信に強化させていただく

という取組を行います。併せてスーモで物件のほうでも半年にはなりますけれども、直接、物件の

ほうの誘導のほうも行ってまいります。 

○委員（木村得道君） 魅力発信室ができてから、随分、精力的に限られた予算の中でいろいろな

ことを試行錯誤していただきながら、シティプロモーションも含めたＰＲ活動をやっていただいて

いたと思いますけれども、現在、これから新年度予算もこういった形でつくられたと思うんですけ

れども、また、一つの判断としてすごくこういったシティプロモーション事業が効果があるという

ふうな認識で、今、やられているとは思うんですけれども、そこら辺の評価というのは改めてどう

なんですか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 実際、転入いただいた方の客観的な数字、エビデンスの

部分でもプラスになっていると思うんですね、転入者の数ですとか、それとか地価ですとか。ただ

大きな見える部分だけではなくて、この３月に発行する「住み替えあびこナビ」では、実際に家を

購入されてお住まいになったある方を御紹介させていただいているんですけれども、その方が我孫

子を選ばれた決定的な理由の一つに挙げていただいたのが住み替えＶＯＩＣＥといって、転入され

た方の「住み替えあびこナビ」でも紹介させていただいて「シティリビング」でも触れていただい

た方のインタビューを載せたものを御覧になって、そういうとても思いのある方が我孫子に転入さ

れたということを動画で御覧になって、そこが最終的な決定、数千万円近い高額のお買物でござい

ますので、そこが決め手になったというお話をしていただきました。 
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 一度に何百件もではなくて恐縮なんですけれども、そういう１軒１軒の積み重ねというのが大き

くて、その方が入ることによってそういう方が我孫子を選ばれたのならばということで、また、次

の方につながっていくという、これが大事なんじゃないかというふうに思って、あと、繰り返しで

すけれども、そういうことをしっかりやっていくということは大事だと思っています。 

○委員（木村得道君） 地道にやられているということが非常に一つの大きな力になっていくとい

うのもある意味で証明されているところがあると思うので、引き続きやっていただきたいんですけ

れども、そういった意味ではシティプロモーションという側面でこれは所管になっちゃうんですけ

れども、例えば、今、おけがされちゃってあれですけれども、塙さんのおけがされて復帰はされて

いるみたいですけれども、特にラジオかな、そこのチャンネルがどうしても我孫子でもやらなくな

った。いろいろな状況があってということで、結構、残念がられている方がいらっしゃって、実は

そういったせっかく観光大使でもあるしということを考えると、協力していただかない手はないか

なと思うんですけれども、そこら辺は、今後、これから今年度も含めてどんなふうに取り組んでい

くのか、もし、お考えがあればお聞かせいただければと思います。 

○秘書広報課主幹（藤代健一君） 一部の報道で財政状況によって打切りというニュースだけが広

がっていますが、あくまでも今回は、一度、立ち止まって新たな方法を考える期間として一旦休止

とさせていただきました。 

 塙さんとも話合いの中で、塙さんも再生回数が伸びていないということを大分考えていまして、

けがする前の段階の話ですと、ふるさと大使として我孫子を盛り上げたいという気持ちがあります

ので、現在の我孫子市のユーチューブを使った広報動画もそうなんですけれども、新たな方法につ

いて、今、前向きに検討しているところです。 

○委員（木村得道君） そういった方がまた我孫子を発信をしてくれることで、非常に有効な力添

えにもなっているというのも今までもそうだったと思うので、そこら辺は財源だけがひとり歩きし

ているような雰囲気がどこかにあったので、そこはしっかりと、また、やっていただければありが

たいと思うんですけれども、その他、発信力のあるタレントさんになるのか、我孫子にいた方であ

るとかも結構いらっしゃるので、いろいろな世代に向けたそういったＰＲ活動みたいなのもできる

といいと思うんですけれども、そこら辺はどうでしょう。ほかの方でもいるんですよね。我孫子出

身だけれども、今は柏をメインにしている人とかいるんですけれども、そういったところも本人も

協力したいというようなコメントもいただいたこともある。歌手とか、そういった人たちの協力も

すごく必要かなと思うんですけれども、そこら辺はどう考えますか。 

○秘書広報課主幹（藤代健一君） 様々な方、我孫子出身で活躍していらっしゃっている方がおり

ます。例えばサッカー選手の中村敬斗選手もそうですし、世界で活躍している一流プレーヤーおり

ますので、そういう方とも、今、連絡が取れる関係にはなっております。そういうところで幅広い
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分野で市のＰＲをしていければと考えております。 

○委員（西垣一郎君） 同じところです。 

 転入促進Ｗｅｂ広告情報の発信業務を委託されますけれども、そもそもウェブ広告を使うことに

よってどういう成果を得たいのか、まずそれをお知らせください。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 現在、移住情報、詳しくはリーフレットの「住み替えあ

びこナビ」でやらせていただいているんですけれども、今年度が１万部で来年度はこれがプラス１

万５，０００部、それと東部版エリアに限定したものが１万部ということで発行を予定しているん

ですけれども、それでも発行できて実際に皆さんにお手元にお配りできる部分というのは大体１万

部から２万部ぐらい、それ以上増やしても、今度、こちらのほうで、直接、皆様にお渡しする手段

がないというところがあります。 

 それがネット広告になりますと「住み替えあびこナビ」の情報をウェブ上で御覧いただけるとい

うことになります。今、スーモに出ているものも「住み替えあびこナビ」を基に制作したページが

ございまして、そこに見ていただくという形になっていまして、半年間、ここまでで大体１２万ぐ

らいページビューがございまして、１２万というのは都内の「シティリビング東京」の紙面が大体

１２万部ぐらいなので、かなりの数の方に御覧いただいているというふうに思います。 

 それと、データとともに市内のどの駅の情報を見たかというような情報もこちらに毎月いただい

ておりまして、そういう情報も含めて、今後、紙面の制作などにも生かしていきたいなというふう

に思っています。 

○委員（西垣一郎君） 今、私の質問したのは何を目的かということ、ページビューが一番の目的

ということですか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 我孫子市の移住ＰＲ情報を御覧いただくというのが一番

の目的です。我孫子市内はこういう住み替えに適した場所ですよというところの情報に接していた

だくというのがウェブ広告の一番の目的になります。 

○委員（西垣一郎君） 普通は我孫子の広告を見て興味があったらクリックするじゃないですか。

そして、クリックした先にどういう行動をしているのかというのを見ていくのが一番ウェブ広告を

する意味だと思うんですけれども、そこのさわりの段階で見てくれればいいですというようなスタ

イルということでしょうか。すみません、もう一回、確認しますけれども。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） まず、見ていただくということ、我孫子市を知っていた

だくというのが第１段階でございまして、スーモの場合はその後にこれはスーモのものになります

けれども、物件情報まで、そこまでいけるようになっていまして、これがこの形を取らないと市の

ホームページとか、そういうところだと見て興味はあるんだけれども、物件にいくときに一度そこ

で切られてしまっていけないんですけれども、スーモの場合は興味があるとその次の実際の市内の
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物件情報まで簡単にいっていただくことになりますので、より市内の物件を選んでいただきやすく

なるのではないかということでこの方法を選んでいます。 

○委員（西垣一郎君） スーモサイドの得ている情報というのは、我孫子市というのはどれぐらい

フィードバックしていただけるものなんですか、全くスーモが把握している情報というのは我孫子

市のほうにはいただけないんですか、それを確認させてください。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） こちらにいただける情報としては、ページビューで御覧

いただいた方の、どの駅を中心に見たかというところの部分でございまして、その後の実際の物件

の契約についてはここは個人情報になるので、そこはこちらにはいただけないことになります。た

だ、推定として物件が盛んになって売れているということは分かるんですけれども、そこは情報と

してはこちらとは切り離されています。 

○委員（西垣一郎君） だとすると、スーモを使ってというところもあって得られる情報は限られ

ていて、ちょっともったいないなという気はするんですよ。 

 全般にわたっちゃうかもしれないですけれども、シティプロモーションに関する広告でデジタル

上で数値だとかデータというのを取得できるというのはこのほかにもあるのですか、シティプロモ

ーションではそういったことはできるのですか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 毎月いただいているこちらのデータとしては、どの駅の

情報を皆さんが一番クリックしたかというところ、そういうところが分かるようになっています。 

○委員（西垣一郎君） 例えばなんですけれど、こういうシティプロモーションに関するウェブ広

告を出したときに、市のほうでグーグルアナリティクスだとかを使ってデータを追いかけるだとか、

そういったことはできないのですか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） そもそもスーモを選ばせていただいた一番大きな理由が、

物件を選ぶときにスーモを利用して選んでいる方が国内で一番最大ということと、実際に物件の数

がたくさん出ているということと、市内の物件に直接、「住み替えあびこナビ」という我孫子市の

情報を見た方が、どこか、我孫子の例えば物件のここは幾らするのだろうかとか、我孫子から布佐

の成田線の沿線とかの違いなんかを詳しく見ていただくときに、それを切り分けてしまうと市のホ

ームページではそういう情報は発信できませんので、手間がかかってきたところが興味がある方は

そこを見ていただいて、ここにはこういう物件があるんだというところをできるだけダイレクトに

情報発信させていただきたいというところで、これは転入者の獲得にダイレクトに結びつくという

ところでやらせていただいております。 

○委員（西垣一郎君） 分かりました。 

 シティプロモーションのこの広告事業については分かりましたので、ちょっともったいないなと

いう部分も感じましたので、よりよい情報をフィードバックしてもらえるようにしていただければ
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と思います。 

○委員（内田美恵子君） 令和７年度予算なんですけれども、１７０万９，０００円増加していま

すが、この増加というのは事業の内容を充実させるためなのか、それとも物価高騰などの影響なの

か、その辺、教えてください。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 先ほども少し申し上げましたけれども、「シティリビン

グ東京」でこれまでは１回だけ掲載させていただいておりましたけれども、新年度につきましては

東部エリアに限定した情報も１回配信するということで、その部分が主に増えている内容になりま

す。 

○委員（内田美恵子君） この事業の予算をずっと経年で見ていますと、令和３年度は４０２万円

だったものなんですが、令和７年度は１，７５５万円と大幅に増加しているんですが、予算面から

見ても市の情報発信に力を入れているんだなということがよく分かります。 

 それで、厳しい財政状況の中で予算が増額している事業というのはあまりないと思うんですが、

それだけ効果的な情報発信をしていただいて移住、定住につながることを期待しているんですけれ

ども、いろいろな手法でこれまで情報発信してくださっていたのですが、ここ数年、都内で働く女

性向けのフリーペーパーの掲載というのがずっと続いていると思うんですが、フリーペーパーを活

用している理由というか効果があると思ってなのでしょうけれども、その辺、お聞かせください。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） これはもう何といっても都内の実際オフィスで、しかも、

都心中心に約５，２００という皆さんよく御存じの企業を中心に配られているというところが一番

大きな事情というか理由になります。ほかのフリーペーパーというのは駅に置いてあったりとか、

そういう場合があると思うんですけれども、そうではなくて、直接、オフィスに入っていってそこ

で配布されているものになるんですね。ここが一番大きいんじゃないかというふうに思っています。 

 特に我孫子の場合は例えば待機児童ゼロだとか、女性に優しいまちという部分で子育てしやすい、

子育てしながら働いている女性にアピールしたいというところでこのフリーペーパーを選ばせてい

ただいています。 

○委員（内田美恵子君） それで、先ほどからお話がありますように、リーフレットを市内の西部

地区と東部地域の２種類制作するということなんですが、そのようにお考えになったのはどういう

意図があってのことなのでしょうか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） ほかの自治体でいろいろ発信している移住ＰＲ誌なども

私、拝見をずっとしてまいりましたけれども、一つにまとめた場合どうしても力の強い方向という

か、市でいくと例えば我孫子市の場合はどうしても常磐線の我孫子エリアとか天王台エリアのほう

に注目がいってしまって、おまけのような形になりやすい部分があるというふうに私は思いました。

これは完全に分割したほうがむしろアピールできるのではないかというふうに思ってそうさせてい
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ただきました。 

 リーフレットを出す、令和７年度はリーフレットの予算をお願いさせていただいておりますけれ

ども、ウェブで先行して配信したものを見ても東部エリアだけの情報で発信したんですけれども、

興味を持って御覧いただいた方が相当数いらっしゃいましたので、どれぐらいの期間で一体化した

ほうがいいというふうに判断できるかは今のところは分かりませんけれども、当面の間はこうやっ

て分割して成田線沿線の情報だけをリーフレットを出して、ウェブでも発信したほうがよりインパ

クトがある情報になるんではないかなというふうに考えています。 

○委員（内田美恵子君） 最近、我孫子市の方向性としても、市内東部地区への移住、定住の促進

という政策を打っていますので、まさに情報を発信していただくというのは大変有意義なことだと

思いますので、いい情報を発信していただきたいと思います。 

 それから、先ほどからスーモの話が出ているんですが、私は住宅都市としての我孫子がこれから

生き続けていくためには、何としても人口の循環をしていただいて転入者を増やしていただかない

と難しいかなと思っておりますので、そういう意味で転入者の住宅、入る受皿、これは代表質問の

中でも質問させていただいたんですけれども、それを用意することというのはすごく重要なことだ

と考えています。 

 それで、私自身も何十年か前に東京のほうから我孫子に、ある物件があるということをきっかけ

に、その当時はまだスーモなどという便利なものはなかったので、新聞広告だったんですけれども、

それをきっかけに我孫子に転入したという経験があるものですから、どこかに移るというときには

それに付随して受皿となる住宅があるということがとても重要なことだと考えていますので、スー

モというのは、私、とても重要な、そこの住宅までリンクされているという意味で重要な手だてだ

ろうなと思っていますので、その辺、これからも続けていただきたいと思います。その辺、いかが

でしょうか。 

○あびこの魅力発信室長（深田和彦君） 今年度、まず、半年間やらせていただいて、どれぐらい

の方が総数として御覧いただけるのかなと思っていたんですけれども、ここまでで大体１２万ぐら

いページビューがございまして、それなりの方に御覧いただいているというふうに思いますし、付

随の効果と言っていいのかどうか分かりませんけれども、３月に発行する予定の「住み替えあびこ

ナビ」では、スーモの池本編集長というテレビなどでもよくメディアに出ていらっしゃる方に我孫

子がどうして選ばれているのかという分析のインタビューも掲載をさせていただいて、これは無料

でインタビューをお願いして出ていただけることになったので、そういう方の客観的なコメントが

出ていると、また、さらにアピールになるのではないかなというふうに思って期待しております。 

○委員（芹澤正子君） 予算書１５３ページ、説明書２９ページ、総合窓口運用事業についてお尋

ねします。 
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 これは委託期間が令和７年４月１日から令和９年の３月３１日の２年間、それでその前の令和６

年の１０月１日から令和７年３月３１日までは準備期間としたとあるんですが、もしかして説明の

ときにおっしゃったかもしれないんですが、委託先はもう決まっていますか。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時３８分休憩 

─────── 
午前１０時３９分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） もう、既に委託事業者は決まっておりまして、事業者名を申しま

すとパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社となっております。 

○委員（芹澤正子君） 実は数年前そこで働く人から匿名で手紙をもらって、私は現場を見に行っ

たことがあります。狭い中で働く人の立場がいろいろあって、非常に働きづらいということが趣旨

の投書だったんですが、とにかく行ってみたら狭い場所で大勢がこれからビザの発行の人なんかが

増えるとすると、あそこの場所で何人の委託先の人が働く形になりますか。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） 現時点では業務は一応１８名となっておりますが、シフト制にな

っておりますので、１日勤務する方、また、午前中何時間、午後何時間という方もいらっしゃいま

して、また、繁忙期、閑散期というのもございますので、時期に合わせての人数を配置するという

形になっています。 

○委員（芹澤正子君） そうすると、正規の我孫子市の職員はそこにはもう行かなくなる状況でし

ょうか。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） 一応、職員のほうは残っております。交付等する際にはきちんと

職員が確認をして交付する形になっておりますので、職員はそこには現時点では５名配置する予定

になっております。 

○委員（芹澤正子君） この事業の費用というか事業費ですけれども、７，２５７万円が２年分だ

とすると半分で１年間３，６００万円ぐらいなので、委託期間は令和７年から令和９年の３月まで

の２年間の契約で７，２００万円です。確認させてください。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） 今回、計上している金額は令和７年度分の予算になります。 

○委員（芹澤正子君） １年分だとすると７，０００万円のお金で８人がシフトを組んでといって、

市の職員の分の給料が別だとすると随分委託料が高いように感じますが、そんなことはありません

でしょうか。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） 事業者を決定する際にはプロポーザル方式で行ったんですけれど

も、その中で当然、予算額というのを提示していただいておりますので、その中もきちんと基準が
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入っておりますので、その基準の中で事業者が決定しました。当然、見積額も基準の中に入ってお

りますので、それが高いとか低いとかということではなくて、うちのほうでは債務負担行為できち

んと金額が決まっておりますので、その範囲内で、当然、見積りの金額の中で競争し合ったという

形になります。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 参考に伺いますが、行政サービスセンター、うちのほうはつくし野支所は月、水、金と開けてい

て市の職員だけが働いているように思うんですが、よそにも委託しているところはありますか。 

○市民課長補佐（加﨑麻美君） 現時点で行政サービスセンター、委託はしておりません。 

○委員（坂巻宗男君） これは令和６年度の当初で債務負担行為をかけて１億５，８５８万円とい

うことで、当然、複数者からプロポーザル等があってある一定の金額になったと思うんですが、そ

こをまず教えていただけますか、令和６年度中にどういった形でプロポーザルがあり、契約をした

金額、お聞かせください。 

○市民課長（荒井康哲君） 令和６年度中なんですが、債務負担をいただいて昨年の８月ですか、

そこでプロポーザルを実施しまして６者、提案がございました。その後、第１回目の選定委員会で

書類審査を行いまして、３者に絞って３者でプロポーザルを実施して選定を行ったところでござい

ます。 

○委員（坂巻宗男君） 債務負担としては１億５，８５８万円を限度額にしましたよね。その上で

２年間の契約は幾らだったのか、おおむね七千数百万円だから１億４，０００万円程度で済んでい

るのかなとは思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○市民課長（荒井康哲君） 選定した事業者の示した金額は１億４，５１４万７，２００円です。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、おおむね債務負担の限度額からは一千数百万円ぐらいの差は

あったというふうなことになるかと思います。 

 これは今も先ほどの芹澤委員とのお話の中でありましたけれども、ほかには今まで委託してない

ことで我孫子市として初めてけやきプラザ１階の行政サービスセンターをこういった形で委託をし

ていこうということなので、非常にこれは重要なケースになるでしょうし、特に窓口業務というの

は個人情報そのものを扱うわけなので、そういった意味での職員体制とかチェック体制というのは

非常に重要になるというふうに思っています。 

 先ほどもありましたように、正職員が５名、今、まずは４月からはそこにつくというふうな形で

チェックをしていくというような形なんですが、その５名は必ず当然５名が常にいるということで

はないのかなと思ったりもするんですが、夜間も含めての業務になっているわけなんですが、常に

正職員はこの行政サービスセンターが開いている間は常駐しているというふうに考えてよろしいで

すか。 
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○市民課長（荒井康哲君） 委員おっしゃるとおり、月曜日から土曜日まで勤務がございますので、

５人でシフト勤務で必ず常駐するような形を想定しています。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、その辺のシフトをしっかりと対応していっていただきたいと思いま

す。 

 今回、受けた会社というのは、我孫子市の中の窓口業務等としては初めてのケースなのか、ほか

もどこか受けているところはあるのか、この辺の実績などはあるのでしょうか。 

○市民課長（荒井康哲君） 今、国保年金課の窓口を受託している事業者でございます。 

○委員（坂巻宗男君） それは何年ぐらい前からやっているかというのは市民課のほうでつかんで

いますか、言いたいことはその間で何か課題みたいなものがあって、そういったものがしっかり整

理されてきているかとか、あるいはもちろんそういったものはない中でしっかりと運用してもらっ

ているということなのか、いずれにしても同じような形で会社で請け負っているんだとすればそこ

をしっかり国保のほうと連携しながら、体制も含めてチェックをしていっていただきたいというこ

となんだけれども、その辺の何年ぐらい前から行われているかなどはつかんでいますか。 

○市民課長（荒井康哲君） 恐らく１０年ほどたっているかなと思います。私も窓口職場、課税課

とか多かったものですから、委託後の国保の窓口を見ていましても、窓口で市民の方が大きな声を

出すというようなこともなく、順調な業務委託、窓口委託をしているんだなというような印象でご

ざいます。 

○委員（坂巻宗男君） 今後、今回のケース、事前にヒアリングだと正職員は残るんだけれども、

いわゆる会計年度職員の方がもともと８名いたけれども、その方々はここにはもう配属せず、恐ら

くほかのところでやってもらうという形になるのでしょう。そういうケース、つまりこういうふう

に委託をしていくケースというのは恐らくは増えてくるということも想定されると思うんですよね。 

 ですから、国保の窓口などとも連携をして、こういった委託事業というものにどういった効果が

あるのか、あるいはどういった課題があるのかということを含めて、しっかりと庁内のほうで市役

所、正職員の方の皆さん側がそれをしっかり把握しておかないと、これを本当に進めるべきなのか、

あるいは一度立ち止まるべきなのかとか、いろいろな判断が出てくると思いますので、そういう意

味でのモデルケース、先行ケースになると思いますから、その辺をしっかりと対応していっていた

だきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○市民課長（荒井康哲君） 当然、これから委託先というんですか、そういったところも拡大はし

ていこうとかとは考えておりますが、ただ、まず、市民課としては我孫子が初めての委託でござい

ますので、そういったところの成果をよく検証して、我孫子市の窓口にどういったふうに生かして

いけるのかというところは十分判断していきたいなと思っています。 

○委員（岩井康君） 私のほうは関連なんですけれども、この事業内容の説明のところで市民満足



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

63 

度の向上となっているんですね。今現在は満足していないのかなというのがちょっと気になるんで

すけれども、満足度の向上についての説明をもうちょっとしてくれますか。 

○市民課長（荒井康哲君） 満足度の向上というところは、窓口で待ち時間を少なくするとか、そ

ういったところを一番念頭に置いて、委託するとなりますと民間事業者の接客スキルというところ

がかなり生かされるんじゃないかなというふうには思っております。 

 現状、満足されてないのかというと、その辺はまだは効果測定というのはしてないんですが、委

託が始まりましたら、事業者のほうに市民からどういった声があるのかというようなところは酌み

取るようなことは考えております。 

○委員（岩井康君） 先ほどの答弁の中にも大きな声を窓口で出さないようになったというふうに

伺いましたけれども、その際には特別な訓練等を実際にはされている方なのでしょうか。 

○市民課長（荒井康哲君） 委託事業者さんのほうで、全国で様々な窓口経験をしております事業

者でございますので、そういったケース事例を全て共有するような形、全国で共有をしているよう

ですので、そういった方が来た場合にはこういう対応をしましょうというような、そういったマニ

ュアル的なものがあるというのは聞いております。 

○委員（岩井康君） それから、業務の効率化のことで、窓口で待ち時間を少なくするということ

なんですけれども、例えば正規職員を配置して一定の人数が配置されていれば、そのあたりについ

ては待ち時間もそんなに多くならないようにもできるんじゃないかなと思うんですけれども、この

あたりの違いはどこにあるのでしょうか。 

○市民課長（荒井康哲君） 待ち時間というようなところなんですが、当然、今、ベテラン職員が

窓口に当たっているので、必ず待ち時間というのは少なくはなってきてはいるんですが、ただ、市

民課の職員の構成が会計年度任用職員が７割というようなところでございまして、そちらの職員も

月１６日勤務ということでございますので、どうしても毎日休みが２０人から３０人ぐらい指定休

等がございまして、そういった人の手配なんかも厳しいところがございます。そういったところも

補塡していただくための委託というようなことで今考えています。 

○委員（西垣一郎君） １つだけ確認させてください。 

 今まで市でやっていたときの予算と今回の委託した場合の予算と、どれぐらい差が、開きがある

のでしょうか。それとも全く差がないようなものなのでしょうか。それをお答えください。 

○市民課長（荒井康哲君） 実際、今、会計年度職員さんがメインの職場になってしまっておりま

すので、実際、委託費用のほうが高くなっております。 

○委員（西垣一郎君） それは大体どれぐらいなのでしょうか、把握されていますか。 

○市民課長（荒井康哲君） 以前、プロポーザルをやるに当たって、令和５年度の人件費で調べた

感じですと大体２，０００万円ぐらい増えているかなというような感じです。 
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○委員（岩井康君） 予算書が１３７ページ、資料が２７ページ、ここで湖北地区防災備蓄倉庫を

建築するというふうになっているんですけれども、現在、湖北地区には防災備蓄倉庫はないのでし

ょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 各指定している避難所には、小学校の体育館の横とかには備蓄倉

庫はあるんですけれども、こちらで表示している基幹倉庫といいまして、地域防災計画では１００

平米程度の倉庫を市内に３か所設けるという計画になっております。東側が気象台公園、西側が久

寺家のポンプ場跡地、中間の湖北・湖北台地区に、今後、こちらに載せている倉庫を建設する予定

でございます。 

○委員（岩井康君） それで、対象の地区が湖北消防署整備事業地内というふうになっているんで

すけれども、今、問題といいますか、明らかになってきた液状化の問題が出ましたよね。この場所

とは違うんですか、そこら辺はどうでしょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） （仮称）湖北消防署の敷地の南の用地なんですけれども、そちら

が液状化をする用地ということで議案にも出ていましたけれども、契約変更するような形で、今後、

整備を進めていくような形になっております。 

○委員（岩井康君） そうしますと、場所を変更して液状化にならないところについて、対象の地

区というふうに受け取っていいわけですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 議案にもありましたけれども、そちらの南側の土地なんですが、

擁壁工事を行います。その擁壁が沈まないような形で柱状改良という工事を行っていきますので、

それが６月ぐらいまでかかるという報告を受けております。 

○委員（岩井康君） 今、私が伺ったのは、同じ場所ではなくて別のところに移るんですかという

ふうに聞いているんですけれども。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 場所は移りません。 

○委員（岩井康君） 分かりました。ありがとうございます。 

 それで、この湖北消防署の本体工事と一緒のいわゆる業者というふうになるのでしょうか、この

あたりはどうですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） こちらの工事のほうは総合評価方式で入札をかけさせていただき

ますので、今後、入札するときに決定すると思います。 

○委員（岩井康君） それと、価格なんですけれども、７，１６２万４，０００円ということで、

この金額でこれでいいのかなと随分、気になったんですけれども、このあたりはどうなのでしょう

か。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 防災備蓄倉庫の本体工事は６，９８５万円になっております。 

 そのほかは工事監理業務委託料１６３万２，０００円、あと、手数料として１３万３，０００円、
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これは登記費用です。光熱水費が９，０００円という形になっておりますけれども、金額の比較な

んですが、まず、設計入る前に４者ほどプレハブメーカーから見積りを徴取して比較をさせていた

だきました。 

○委員（岩井康君） そして、今、お答えの中にありました光熱水費というのが入っているんです

けれども、このあたりはほかにも見た記憶はないんですけれども、どういう内容なんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） こちらは当初予算を計上するときに、本来であれば令和７年の７

月ぐらいに発注して１２月ぐらいに終わる予定で考えていました。完成した後に１２月、１月、２

月、３月の４か月分の電気代ということで計上のほうをさせていただきました。 

○委員（内田美恵子君） 同じところで質問させていただきます。 

 これは先ほどもありましたが、湖北地区防災倉庫の設置工事費の６，９８５万円、この工事費に

ついては先ほど数者の見積りか何かで計上したというんですけれども、どのように予算額を積算し

たのか、まだ、これは実施設計ができていないという段階だと思うんですが、いかがでしょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 委員がおっしゃるとおり、実施設計のほうは繰越しをさせていた

だいておりますけれども、まず、こちらの倉庫のほうの価格ですが、４者のほうから見積りを取り

まして、その中から一番安いプレハブメーカーですか、それにのっとって設計のほうを行っており

ます。 

 当初予算を計上するときにおいて、地盤改良のほうが終わる予定でいました。そういったことで

進めていたんですが、最終的にはそういう液状化するという話で設計変更等、地盤のほうをしなき

ゃいけない状況になっておりましたので、当初こちらは起債を借りるという前提もありましたので、

地盤が軟弱であるという前提でくいを入れるという基礎の部分、建物の設計につきましては既に金

額が出ておりまして、基礎の部分だけが設計の中で地盤調査ができてない状態でしたので、一応、

アッパーの数字でくいを入れてつくるという形で予算のほうを取らせていただきました。 

○委員（内田美恵子君） これは本来であれば計画どおりに実施設計が令和６年度中に終わって、

それで令和７年度に工事ということで何の問題もなかったと思うんですけれども、いわゆる液状化

という想定外のことが起こったので、まだ、正式な実施設計が完成していないわけですよね。 

 それで、繰越明許の質問の際に補正予算の際にいつできるんですかと確認したら、令和７年度の

６月頃に地盤改良が完了し、その後７月頃に実施設計もできるという御答弁があったんですけれど

も、それでなぜ実施設計が遅れているかといえば、再度、確認のために地盤改良した後でもう一度、

地盤の検査をするということなんですが、そのようなことでよろしいんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 今、委員おっしゃられたとおり６月に擁壁工事のほうを完了する

予定でいまして、その後、我々の設計業務の中にある地盤調査、サウンディング調査をさせていた

だきまして、その結果を踏まえて建築確認のほうを申請したいと思っております。 
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○委員（内田美恵子君） そうすると、実施設計の段階の地盤検査のときに、万が一、また、液状

化というようなことが出てきたときにこの予算というのは変わってしまいますよね。その辺、どの

ようにお考えでしょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 建築確認法上、軟弱地盤という結果が出てもそれに耐え得る基礎

という形でくいを３４本入れるような設計で、今、現状の金額になっております。 

○委員（内田美恵子君） 地盤改良の段階でくいを入れるというのは聞いているんですけれども、

この防災備蓄倉庫を建設するところもくいを打ち込むという認識でよろしいんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 南の土地の地盤改良というのは擁壁を支えるため、土砂が流出し

ないために、あと、擁壁が要は下に落ちないような形で柱状改良のほうをしていくわけです。我々

はそれが出来上がった後に建設する場所の下をサウンディング調査という形でやらせていただいて、

そこが軟弱であるよという結果が出たら、現状のくいのままで施工を進めたいと思っております。

しかし、その結果が良好な地盤でありますよという結果が出れば、くいではなくて布基礎とかの通

常の基礎で実施することも想定に入れております。 

○委員（内田美恵子君） ですから、この防災倉庫を建設する土地の状況というのは、実施設計が

出ないと正確なところは分からないということですよね。その辺、いかがですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） そちらは委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（内田美恵子君） だから、そういうことが万が一あったとしたら、予算額も最大の予算額

を取っているということ、先ほど御答弁あったんですが、それで柱を入れて対応するという認識で

よろしいんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、正確な予算を積算して計上するという意味から言いますと、

これは本当のプロセスというのであれば、実施設計がきちんと出た段階で予算計上をして、例えば

９月補正で計上するというのが私は本来のプロセスだろうなと思うんですが、その辺、いかがでし

ょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 委員がおっしゃることも分かるんですけれども、９月補正になっ

てしまいますと大体７月に書類を提出しなければいけないので、そうするとサウンディング調査の

ほうが７月では終わっていませんので、設計のほうに反映できないという形で９月補正は、まずで

きないという形になります。また、あとこちらは起債のほうを借りるわけなので、年度当初の予算

に計上してないと起債のほうが借りられないという状況になっております。 

○委員（内田美恵子君） 実施設計の後のサウンディング調査ですか、それが間に合う、完了する

というのはどのぐらいの期間があれば完了するんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 今の流れでいきますと、６月末までに擁壁のほうの工事がかかっ
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ておりまして、７月に我々のほうのサウンディング調査が入って、それが１か月ぐらいで結果が出

ると思います。その後に建築確認の申請という形になると思います。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、９月補正では間に合わないということだと、例えば１２月

に補正を組むとすれば、今年度というか令和７年度中の工事は無理ということなんですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 我々は、一応、令和７年度に完了させるために、今、前に向かっ

て進んでいますので、取りあえず今のところ１２月補正ということは考えておりません。 

○委員（内田美恵子君） だから、要は１２月補正をすると令和７年度中には完了しないというこ

とですか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） それは委員がおっしゃっているとおりでございます。 

○委員（内田美恵子君） それは分かりました。 

 そして、起債の件なんですけれども、これは有利な起債を令和７年度期限の起債をするというこ

とを聞いていますけれども、起債の令和７年度期限という意味は令和７年度中に事業に着手すれば

いいのか、それとも令和７年度中に竣工、いわゆる工事が終了していないといけないのか、その辺

はどうなっているのでしょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 臨時会のときには、まだ、明確にはなってなかったんですけれど

も、臨時会後、まだ、国会のほうが終わってないので、予算も確定してないんですけれども、一応、

令和７年度中に工事の契約をしていれば令和８年度中に繰越しができるだろうという、ほぼ確定の

ような通知が来ております。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、実施設計がきちんと完了した後でいろいろなプロセスを踏

んで工事を実施する、正確な積算に基づいて工事をするということで何の不都合もないと思います

よ。令和７年度の期限の有利な起債があるからということでこの間も臨時会を開いて、例の液状化

の土地の８，０００万円の追加をしたわけですから、その理由の大きな一つがこの防災倉庫の起債

の件でという理由だったわけですから、きちんとした手続を踏んでやることができるんじゃないで

すか。その辺、いかがでしょうか。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 戻ってしまいますけれども、当初予算を計上するときには南側の

土地の液状化とか、そういったものも工事が終わるだろうというところで進んでおりました。我々

も建築工事のほうを令和７年度中に完了させるという形で予算のほうを計上させていただいていま

したので、取りあえず繰越しという頭ではありませんでした。 

○委員（内田美恵子君） 繰越しという頭ではなかった、それはよく分かります。 

 その上で、今、質問しているんですけれども、正確な積算根拠に基づいて予算計上し事業を実施

しないと、それこそ厳しい財政状況の中で予算の積算が正確かどうかというのはすごく大きな要因

になると思いますので、そういう意味でも起債の関係でどうしても令和７年度中に事業を完了しな
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くてはいけないのかなと思っていましたけれども、今のお話を聞くと着工をすればいいんだという

ことですから、繰り越しても何の問題もないのではないかなと思います。 

 再度、お答えください。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時１２分休憩 

─────── 
午前１１時１６分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○財政課長（加藤靖男君） 今、委員おっしゃっていただいた懸念点についてなんですけれども、

まず、当初予算の算定に当たりまして、まずは令和７年度中に終わらせる必要があるという前提の

中で当初予算組みをしておりました。その後で臨時会を開いていただいた、地盤改良の話が出てま

いりまして、その段階でも、まだ、令和７年度以降の起債の動向というのがはっきりしない中で、

その段階では令和７年度中に終わらせる必要があるという判断の下で臨時会のほうを開催させてい

ただきました。 

 その後、国等の文書等を見ていく中で、まず、ほぼ、そこの部分については令和７年度中に契約

すれば令和８年度以降も適用になるんじゃないかという可能性が非常に高まってきました。ただ、

一方で当初予算につきましては、もう、半年前から話を進めている中で、その段階では内示、示達

も既に済んでしまっていた状況でございます。 

 今後の部分について、予算組みは、今、くいを入れる前提でやっておりますけれども、実際には

６月に設計が決まるというか、地盤の状況がはっきりした段階で確実にもう一回、見直しをして、

必要最低限の予算をもって執行をすること、それから余った部分についてはしかるべき時期に減額

補正をするということを徹底していきたいというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） 言いたいことは、要は厳しい財政状況の中で適正な予算の計上をしてい

ただきたいと、そのためには積算もきちんとしていただきたい。そのために実施設計がきっちりと

できた後に積算をするというのが本来の姿だと思いますので、今回、いろいろ予想しなかった液状

化という問題が出てきましたので、今回は致し方ないとしても、それでも正確な実施設計、きちん

とした実施設計が完了した後に、予算面で違いがありましたら、今、お話のあったようにきっちり

と減額補正をしていただいて、その後で、また、事業の実施をしていただきたいというふうに強く

思います。 

 それでないと、これからは有利な事業債を活用して事業を行うということが増えてくると思いま

す、財源がないんですから。だからそうなった場合に本来の工事とか何かのやり方がずぶずぶにな

ってきたら、また、公共施設の安全性とかなんかにも関わってきますので、ぜひ、その辺はしっか
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りと踏まえた上でやっていただきたいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら、予算書のページが１４１ページになります。自治会が設

置するＡＥＤの関係です。 

 これについてはいろいろなところでお聞きしていて、令和５年度の段階で２つの自治会が設置、

それから令和６年度中に５件の設置があったというふうな認識を持っているんですけれども、もし

それが違っていたらお答えいただければと思うんですが、令和７年度についてはここの予算の中で

どういった設置を考えているのか、お聞かせください。 

○市民協働推進課長補佐（三浦史生君） 令和７年度予算につきましては、新規で購入１件、また、

新規でリース４件、継続でリース３件の予算を計上しております。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、令和５年度で新しいのを設置された自治会、あるいはマンシ

ョンなどもあるのかもしれませんが、令和５年度２件、令和６年度５件、令和７年度、リースとそ

の購入合わせて新しいので５件、ですから令和７年度中に自治会などで１２個のＡＥＤがこの３年

間で２４時間対応で設置をされる今の見込みであるというふうに思ってよろしいでしょうか。 

○市民協働推進課長補佐（三浦史生君） 委員のおっしゃるとおりです。 

○委員（坂巻宗男君） これは順調に進んできてよかったなと思っています。 

 公共施設の中などにももちろんあるわけですけれども、これはどうしても公共施設が閉館してし

まうと夜間など使えないというようなことなどもあったりする中で、２４時間のこういった対応の

ＡＥＤが特に市民の皆さんの御協力なんかも得ながら、自治会などのこういった地域コミュニティ

などの中でしっかりと設置されてくるというのは、市民の命を守るという意味で非常に意義深いも

のなのだろうなと思っています。 

 令和６年度などはかなりＡＥＤの特集を広報などで組んで、それ以降、反響も大きかったという

ふうな話も聞いているんですが、来年度、令和７年度などはそういったＰＲ等についてはどういっ

た考えを持っているのか、お聞かせください。 

○市民協働推進課長（小池博幸君） まず、令和６年度に昨年の９月、広報で特集させていただい

て、その後に自治会長と役員が参加する会議に出向いて、直接、この補助制度について説明を行い

ました。 

 令和７年度についても、また、広報等の特集と、当然、新年度、また、役員等も変わると思いま

すので、直接、そういう会議の場に行って、制度説明のほうを行っていきたいと考えております。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、いろいろな形でお願いをしたいと思います。 

 繰り返しになるんですけれども、このＡＥＤ、実際、コンビニなどでも設置されていて、今まで

も必ずしも実際に使われた件数が多かったというわけではありませんけれども、こういったものが

設置されていることで助かる命というものが生まれる可能性があるわけなので、そういったところ
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に対してしっかりＰＲをしていっていただきたいというふうに思います。 

 もう一つは、これが設置されただけでは意味がなくて、そこは訓練などとセットになっていない

といざというときに使えないということになりますから、その辺もＰＲのときにＡＥＤを設置する、

併せて訓練などを自治会、コミュニティの中でしていただいて、やっていただくということも含め

てお願いをしたいと思います。それは要望で結構です。 

 実際のところ、これは設置されている場所というのは、現状だと７件は新しく設置されたんです

けれども、どういった場所が多いというのはありますか。例えば自治会館の前などが多いとか、あ

と、私なんかのところだとマンションのエントランスということがあったりするんですが、その辺

の傾向なんかはありますか、今の段階で。 

○市民協働推進課長（小池博幸君） 設置場所のほうは集会施設、集会所に設置してあったり、あ

とはマンションであればエントランスとか、そういったところに設置されているという状況でござ

います。 

○委員（坂巻宗男君） そういった箇所というのは、当然、比較的、その地域の人たちの視認率は

高いとは思うんですけれども、それもより高めていただいて、ここにＡＥＤがあるんだよというこ

とが自治会の方だけじゃなくて、当然、そこを行き来する方、訪れた方、いろいろな方が使ってい

いものになっているので、そこにＡＥＤがあるんだということもよく分かるような形で、看板など

も設置するというのはセットになっているかと思うんですけれども、その辺も含めてしっかりと対

応していっていただきたいと思い、この点、最後に御答弁をお願いします。 

○市民協働推進課長（小池博幸君） 先ほどこの制度のＰＲ等を広報あびこで行うと私より答弁し

ましたけれども、その一つ、広報あびこの中でもこういう場所に設置してありますよということも

一つの事例として取り上げる特集であるとか、また、ホームページ等でも実際の画像等を貼りなが

ら、分かるようにしていきたいとは考えております。 

○委員（芹澤正子君） 予算書の１２８ページ、説明資料の２３ページ、平和事業の１５０万

４，０００円についてお尋ねします。 

 これは平和の歌の制作業務委託料が６０万円、それから、そのほかいろいろあるんですけれども、

お伺いしたいのは、歌の依頼先がもう決まっているかということと、それから、委員の報酬費の２８

万円の内訳が細かく１項、２項と分かれているのでその辺を、それと、講師の報償費が１５万円を

詳しく教えてください。 

○委員長（甲斐俊光君） 一問一答で。 

○委員（芹澤正子君） 平和の歌の制作委託料６０万円について教えてください。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） 平和の歌の制作の委託先ということで御質問ありがとうござ

います。 
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 こちらは来年度の契約となりますので、依頼先は確定してはいないんですけれども、平和事業推

進市民会議委員との協議の中で、広島平和記念公園にあります原爆の子の像のモデルになりました

佐々木禎子さんの甥の佐々木祐滋さん、こちらにお願いするような方向で検討を進めております。 

○委員（芹澤正子君） 資料請求して一応伺ったので、ホームページで確認してみました。 

 だから、「優しい人」とか、「ＩＮＯＲＩ」という歌なんかも歌っていらっしゃる人だというの

が分かりました。 

 次に、委員報償費２８万円について詳しく教えてください。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） 委員報償費につきましては、平和事業推進市民会議委員の報

償費になっておりまして、来年度は平和祈念事業の運営委員会を開催する関係で全部で９回の開催

を予定しております。こちらは１項委員が通常の市民会議委員になりまして、現在１５名おります。

来年度も同じく１５名の予定です。こちらの１５名につきまして、通常、開催している５回に加え

て４回、こちらで１，０００円、１５名分で４回分。また、平和事業推進委員会の２項委員、こち

らは祈念事業を検討する際に追加するプラスになる委員の数なんですけれども、こちらにつきまし

ては１，０００円掛ける２０名の全部で９回を予定しております。また、啓発事業としてイベント

の際にも報償費をお支払いすることにしておりまして、こちらは２０名の２回分を計上しておりま

す。 

○委員（芹澤正子君） 普通、委員会という名前で市民に入ってもらったときは半日で３，５００

円とか。１，０００円というふうな設定はなぜ１，０００円なんですか。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） こちらの１，０００円という設定なんですけれども、当初、

平和事業推進市民会議が市民の自発的な行動で発足したという経緯がございまして、当初はボラン

ティアのような意味合いで昨年度までは５００円で計上しておりました。半日５００円で計上して

いたんですけれども、こちらは交通費として考えたとしても５００円では安価過ぎるということで

今年度から１，０００円にしております。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 最後に講師の報償費が１５万円と１人分の出演料が計上されていますけれども、具体的に講師の

名前はお決まりでしょうか。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） こちらもまだ契約はしておりませんが、今のところの予定で

は、来年度、開催します平和の集いに向けまして、佐々木祐滋さんに御出演いただければと考えて

おります。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 佐々木祐滋さんはもう内諾はもらっているというふうな認識でよろしいでしょうか。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） 御内諾いただいております。委員、おっしゃるとおりです。 
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○委員（坂巻宗男君） 今、いろいろ御質問あったし、私も本会議で行いましたので、事業の内容

については理解していますので、ぜひ、しっかりと進めていただきたいと思うんですけれども、１

点、ＰＲという意味で、今年、まさに戦後８０年という年になって、あるいは昭和１００年とか、

いろいろな形でマスメディアに取り上げられることが特に多い夏になってくるんだろうと思うんで

すね。 

 そうすると、今までいろいろな平和事業に出てくる方というのが我々も出させていただいている

んですけれども、比較的そこまで多くの方々に来ていただくというふうなことよりは知っている

方々が集まる機会というふうな形が多かったのかなと思うんだけれども、今回というのはそういう

意味でメディアの取り上げ方なども変わってくるから、より多くの人たち、今まで興味、関心なか

った方、若い方含めて、ぜひ、そういう方々にもいろいろな形で参加をしていただく、あるいは我

孫子市の平和事業というのを知っていただくいい機会になるのだろうなと思うので、この予算とい

うのは基本的には内側で、今、やる事業の予算を精査しているところだと思うんだけれども、外に

向けて我孫子市でこういった平和事業を行いますよという意味でのＰＲなどもしっかりしていって

いただく、そうすることがまたこういった平和事業をさらに発展させていくことにもつながってい

くんじゃないかなと思うので、その点だけお答えいただけますでしょうか。 

○企画政策課長補佐（大山絢子君） 委員おっしゃるとおり来年度は特に戦後８０年で我孫子市の

平和都市宣言の４０年にも当たりますので、広く市民の皆様、若い世代の方々や子どもたちにも平

和の思いをＰＲしていただきたいと考えております。 

 また、平和事業推進市民会議の中で部会を分けて活動しておりまして、その中で広報部会という

部会も設けておりますので、そちらで広報の在り方については検討を進めていきたいと考えており

ます。 

○委員（木村得道君） 説明資料でいくと２４ページの上段になりますか、予算書でいくと１３２、

１３３になります。 

 防犯事業について確認させてください。説明資料がありますとおり犯罪被害者等支援金というの

が４５万円ほど計上になっていました。前年度、こういった予算があったか、忘れちゃったんです

けれども、この支援金を創設した理由を改めてお聞かせください。 

○市民安全課長補佐（高橋晃君） こちらの事業のほうは令和７年４月１日から新たに始める事業

となります。目的といたしましては、犯罪被害に遭われた方の安全と被害の早期回復及び軽減を図

って、安心して暮らしやすいまちを目指すということで新設のほうをさせていただきました。 

○委員（木村得道君） ということは、令和７年度、こういった予算を計上しますけれども、実態

としてはそういった犯罪被害というのが令和６年度もそうですけれども、後を絶たないという認識

で、我孫子は意外と犯罪少ないほうだったというふうな理解をしているんですけれども、傾向とし
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て増えてきているというふうな認識でいいのでしょうか。 

○市民安全課長補佐（高橋晃君） 実は被害に遭われた方というのがなかなか支援を受けられない

という現状のほうを考えまして、現在、千葉県のほうでこういった制度のほうができているという

形になります。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 防犯の事業にもなっていくので、当然、犯罪がないような抑止活動も含めた啓発もすごく重要だ

と思うんですけれども、変な言い方ですけれども、こういった犯罪が起きてくると、この支援金だ

けではなかなか本当に支えてあげられるかなというのは分からない側面もあるので、これは間違い

なくそういった意味では抑止活動がすごく重要になってくると思いますし、これは例えば市民安全

課さんだけじゃなくて、市民の皆さんの協力もいただかなきゃいけないということを考えていくと、

新年度の防犯事業としてできれば支援することがないほうがいいわけで、そういった意味でそこら

辺の啓発も含めた事業はどのように考えているのか、お聞かせください。 

○市民安全課長補佐（高橋晃君） こちらは予算計上しているのは支援金という形になりますけれ

ども、実は被害に遭われた方は様々な悩みがあると思います。こういったものに対応するために市

民安全課が総合窓口という立場になりまして、例えば生活で困っている方であれば社会福祉課であ

ったり関連課のほうに紹介したりとか、あと、県のほうのスーパーバイザー等もございますので、

そちらのほうにつなげていったりと総合的な支援のほうを検討しております。 

 また、それとは別に防犯活動として、市内一斉防犯パトロールであったりとか、青パト車のパト

ロールだったりとか、こういったことも、もちろん、継続していきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 補足なんですけれども、こちらの犯罪被害者等の支援につきまし

ては、情報の発信もすごく大事かなと思っております。そういったところで、特に業者に委託する

わけではなくて、自前でチラシのほうを１，０００枚ほどつくりまして、我孫子警察、柏警察、近

隣の警察にもチラシのほうを置かせていただいて、万が一、我孫子市民の方が市外で被害に遭われ

たら、即、連携して支援が受けられるような形で、ワンストップというか、ノンストップですか、

そういったことの支援という形で進めてまいりたいと思っております。 

○委員（木村得道君） あと忘れちゃいけないのが高齢者がよく巻き込まれる詐欺被害とか、そう

いったことも、これからというか、今も継続して犯罪としてこうなっているところもあるので、一

番狙いどころじゃないんですけれども、防犯パトロールとかいろいろやっていただいたり、カメラ

も設置していただいたりしていますけれども、そうじゃないところで被害に遭ってしまうという方

も決して少なくはないと思うと、そういったことも含めて少し考えてあげていただきたいし、どう

いう防犯活動が必要なのか、どういう啓発活動が必要なのかというのを少し考えていただければ、
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より安心につながっていくかなと思うんですが、最後にその点だけどうでしょう。 

○市民安全課長（寺田秀樹君） 令和６年度も実施していたんですけれども、我孫子市は電話で詐

欺の被害が、金額が、結構大きいんですね。そういったことで自動録音機の無償貸与ということで、

録音チューという機械を配布のほうしております。 

 実際、２００個程度、配布のほうを令和６年度はしておるんですが、引き続き令和７年度もそう

いった必要な方には無償で貸与するような形で、「電話ｄｅ詐欺」での対応という形で実施してま

いりたいと思っております。 

○委員（芹澤正子君） 私も資料請求して、振り込め詐欺のことだけ聞こうと思っていたんですが、

この支援金４５万円の内訳のうち遺族見舞金、傷害見舞金、そして、３番目の転居費用の助成分と

いうのは何を想定されてこの金額を出されたか、お知らせください。 

○市民安全課長補佐（高橋晃君） こちらは犯罪被害に遭われた方、様々な事情でそこに住み続け

ることがなかなか難しいという方に対して引っ越し費用の助成という形になっております。 

 対象になりますのが、もちろん、引っ越し費用であったりとか、あとは敷金、礼金、仲介手数料、

保険料等が対象となりまして、最大５万円のほうを助成させていただければというふうに思ってお

ります。 

○委員（芹澤正子君） お正月にうちの自治会はこの話を、振り込め詐欺は件数が減っているけれ

ども、被害額が増えているというのを我孫子警察からみんなでつつじ荘で聞いたことがあったので、

ぜひとも体というか、遺族と傷害の中に振り込め詐欺の分をはっきりうたっていただくと助かりま

す。この被害を例えば１，０００万円受けたというのがはっきりしても、それは誰だというのは個

人情報で出せないというふうに言われています。そうすると、私の地元で同じ自治会で２件も振り

込め詐欺に遭っているので、その分の見舞金というのは具体的には出ないでしょうか。 

○市民安全課長補佐（高橋晃君） 私のほうの説明が不足していたようで申し訳ございません。 

 こちらは犯罪被害者支援の対象となる犯罪と対象とならない犯罪がございまして、主に傷害、例

えば傷害罪であったりとか殺人罪、こういったものは、もちろん、支援の対象となるんですけれど

も、例えば先ほどお話があった詐欺であったりとかＤＶ、ストーカー、身体的な犯罪でない場合は、

こちらは支援金対象外になってしまいますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午前１１時４１分休憩 

─────── 
午前１１時４２分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（内田美恵子君） 予算書１４２ページの男女共同参画推進事業８２万５，０００円につい
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てお尋ねします。 

 額は少ないのですが、このうちの講師報償費が１３万円計上されているんですが、令和７年度は

どのような事業をお考えになったのか、まず、お聞かせください。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） まず、男女共同参画推進費、男女共同参画推進事業の講師報

償費なんですけれども、６月の男女共同参画月間、こちらで市民活動団体と共催で講演会を例年、

実施させていただいております。令和７年度につきましても、ぜひ、そちらの講演会を実施したい

と考えておりまして、その分の講師報償費、それ以外で秋に市の男女共同参画室が主催で、今年度

につきましてはオンライン連続講座というのをやっているんですけれども、そちらの分としまして

３回分の連続講座分の講師報償費ということで合わせて１３万円を計上しております。 

○委員（内田美恵子君） それで、６２万５，０００円、印刷製本費ということでついているんで

すけれども、これは何かリーフレットを新しく作成するというようなお考えがあるのでしょうか。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） まず、啓発事業のメインとして捉えている情報誌なんですけ

れども、こちらは令和６年度にやりましたオンライン連続講座のテーマをメインに据えた新しい情

報誌を、まず、２，０００部つくろうと考えております。それ以外に過去に作成していた情報誌の

増刷分ということで５００部と５００部で１，０００部増刷しようと考えております。 

 それ以外にＤＶ相談等の啓発カードを市でつくっておりまして、そちらと、あとは３月８日にあ

りました国際女性デー、こちらの啓発のための啓発物品ということで付箋をつくろうと考えており

ます。 

○委員（内田美恵子君） 男女共同参画の推進ということは、日常的な業務の中で意識啓発などを

行っていくという部分が多くて予算も少ない、事業という事業はあまりないんですけれども、そん

な中で昨年４月に男女共同参画室が秘書広報課から市民協働推進課に移管しましたよね。その目的

が市民と協働で事業を進めるということを目的に移管したということがあったと思うんですが、移

管の効果というのはあったのでしょうか。その辺、お聞かせください。 

○市民協働推進課長（小池博幸君） これまでも市民団体のほうと講演会を共催してきましたけれ

ども、また、新たな団体とも事業のほうを令和６年度させていただきました。それは一つの効果か

なと思っております。 

 これからなんですけれども、市民団体だけではなくて、私ども市民協働ですから、事業者も含め

て様々なところとネットワークを持っておりますので、連携した中で男女共同参画のほうを推進し

ていきたいと考えております。 

○委員（内田美恵子君） それで、移管して間もなく我孫子市パートナーシップ・ファミリーシッ

プ届出制度というのを導入していただいたわけですけれども、これまでの届出件数など、制度の活

用状況を、まず、お聞かせください。 
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○男女共同参画室長（三浦史生君） ２月１日から制度を開始しまして、本日までで２件の方の届

出がありました。 

○委員（内田美恵子君） ２件あったということなんですけれども、それで届出の双方または一方

が我孫子市民である場合には証明カードが交付されるということですけれども、交付枚数というの

は、今、どのぐらいなのでしょうか。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） 一方の方が我孫子市民で一方の方が市外にお住まいの方であ

ったとしても、両名の方に証明カードは交付させていただくような制度内容になっております。今

現在２件の届出がございまして、交付枚数は４枚交付しております。 

○委員（内田美恵子君） 今のパートナーシップとしての届出なのか、ファミリーシップという届

出もその２件の中にはあったのか、その辺、いかがでしょうか。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） 今の２件にはパートナーシップ制度の届出になります。ファ

ミリーシップ制度の届出はゼロ件になります。 

○委員（内田美恵子君） それで、証明カードを提示すれば利用できる行政サービスというのが幾

つかあるわけですけれども、行政サービスの利用というのは具体的にあったかどうか、お聞かせく

ださい。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） 我孫子市の場合は住民票の続柄を同居人から希望により縁故

者に変更できるというものと、あとは市営住宅の入居申込み、こちらのほうも制度の証明カードを

持っていれば家族として要件に該当するようになる、あとは県営住宅のほうも１０月１日から制度

改正しまして、この制度を使っている方については要件になるというこの３つのみになるんですけ

れども、現時点でそのような利用があったかどうかというのは把握しておりません。 

○委員（内田美恵子君） ぜひ、その辺も把握していただいて、この届出をするといろいろ便利な

ことがあるよということが分かればもっと広がっていくのかなと思いますので、ぜひ、その辺の把

握はしていただきたいと思います。 

 それから、届出しなくても行政サービスが受けられると、いろいろあるというふうに説明に書い

てあるんですが、その辺は利用があったかどうかというのも把握されていないということでしょう

か。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） この制度、証明カードを持ってなくても行政サービスとして

例えば同性パートナーの方であったとしても使える行政サービスはこれだけありますよというのを

制度開始と同時に市のホームページにその代表例というものを載せております。こちらのところに

つきましては、特に証明カードを提示しなくても使えるものになりますので、この制度を利用した

方がその行政サービスを使っているかどうかというのは把握はしてない状況です。 

○委員（内田美恵子君） それから、行政以外に医療機関なんかでもこの制度が利用できる場合が
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あるというんですけれども、具体的に言うとどういうふうなサービスというか、便宜が受けられる

のか、その辺をお聞かせください。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） こちらにつきましては、我孫子医師会と制度を開始する前に

いろいろとやり取り、協議をさせていただきまして、「患者本人の同意の下、家族や親族と同様の

扱いを受けることができる場合がある。」このような表記でさせていただいております。 

 詳しくいきますと、病状の説明とか入院の際の面会、こちらのほうで家族、親族と同様の扱いを

していただける医療機関、医療機関個々の判断によりますが、そのような内容になります。 

○委員（内田美恵子君） 今質問させていただいたようなこの制度の内容というようなものを、ぜ

ひ、令和７年度には周知をしていただいて、皆さんが、該当するような方がこの制度を活用して少

しでも生きづらさを解消していただければ導入していただいた価値があるのかなと思いますので、

その辺に力を入れていただきたいと思いますが、今、周知という点ではどのような手法で周知をさ

れているのでしょうか。 

○男女共同参画室長（三浦史生君） ２月１日の市の広報で、見開き２ページを特集で使いまして、

制度概要、あとは対象者などを入れました。また、同日付で市のホームページのほうに制度の内容

を載せて、あとはガイドブックを作成しまして、こちらのほうも窓口等で配布し、ホームページに

も掲載しております。 

 それ以外に、制度開始前に我孫子医師会と、あとは東葛の宅建協会、それと我孫子市商工会、こ

ちらのほうに出向きまして、こういう制度を開始しますので、利用の拡大に御協力くださいという

ことで依頼文のほうも出させていただいています。 

○委員（内田美恵子君） 昨年になりますけれども、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を

導入していただいたということは、とても大きな意義のあることだなと思っております。ぜひ、こ

れからも多様性を認め合う社会の実現ということで、この制度を周知するとともに活用していただ

く件数が増えることを目指して御努力をお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら１２９ページのデジタル戦略室関係の予算について伺おうと思

います。 

 全般的に２，５４２万１，０００円、ついているんですが、そのうちのメインがスマート申請シ

ステムの使用料として１，９３５万８，０００円ついております。おおむね同額が令和６年度など

もついているんですが、まず、この概要をどういったものがこの予算として入っているのか、お聞

かせください。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） こちらは我孫子市の公式ＬＩＮＥから行政手続をオンライン

で申請受付できるようにするためのシステムを使用するための予算として計上させていただいてお
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ります。 

○委員（坂巻宗男君） 具体的にはＬＩＮＥなどの申請等がここに入っているかと思うんですけれ

ども、もう少し具体的にどういった申請の仕方があるのか、お聞かせください。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） これまでにそういった行政手続を公式ＬＩＮＥからオンライ

ンで申請できる手続、かれこれ５０近くの手続をオンライン化しております。そのやり方といたし

ましては、市の公式ＬＩＮＥの画面の中にオンライン申請の入り口のボタンが用意してございます

ので、そちらをタップしていただければＬＩＮＥ申請の入り口が表示され、さらにタップすること

によって、現在、手続可能なそれぞれの入り口に入って、市から質問することに対して回答いただ

くことによって申請が完了するような仕組みを構築しているものになります。 

○委員（坂巻宗男君） 例えば令和６年度などでどれぐらいの申請件数がこのオンラインであった

のかというのは数値で出ますか。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） 令和６年度に関しましては、これまでにおよそですけれども、

２万７，０００人の方から申請をいただいている計算になります。 

 主なものを御紹介いたしますと、今年度はまず年度当初からあびっ子クラブの利用者さんの利用

の申請に関しましてオンライン化を実施いたしました。その後も定額減税補足給付金の受付ですと

か、それと自転車の駐車場の来年度になりますけれども、年間利用される方のオンライン申請を受

付をしております。さらには昨年度から開始は既にしておりますが、ふれあいキャンプ場を利用す

る方もオンラインの申請が可能となっております。そのうち利用料が必要なものに関しましては、

利用の許可を決定させていただいた後にキャッシュレスでＬＩＮＥの手続の中で決済もできるよう

な仕組みも備えております。 

○委員（坂巻宗男君） 今、令和６年度のケースをお話しいただいたんですが、令和７年度はそこ

からさらに増えていく、そういったものがあるのか、あるいは、今、５０ぐらいの現状申請のメニ

ューをその都度、構築といいますか、年間などではあるというお話なんですが、その辺は令和７年

度件数などは増えていくのか、あるいはこういったものが新たに加わりますというのが今の段階で

ある程度、見えているのか、その辺はいかがなのでしょうか。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） 令和７年度以降につきましても、そういったオンラインで手

続できる行政手続を増やしていくものと考えております。件数的にどれぐらいというのは、具体的

なところはまだ申し上げられないところですけれども、新たに新年度から開始しようとしている手

続について幾つか御紹介させていただきますと、まず、１つ目に健康づくり支援課で実施しており

ます市民の方のがん検診の予約の受付、こちらを公式ＬＩＮＥから受付可能にしていこうと、現在、

準備をしてございます。さらにもう一つは障害者支援課の福祉タクシーの利用券、こちらの利用を

希望する方の申請受付もＬＩＮＥから受け付けることを開始することを予定しております。さらに
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随時、イベントの参加の申込みに関しましては、ＬＩＮＥから受付できるよう着手しておりますけ

れども、決定しているものといたしましては、文化・スポーツ課の旧井上家住宅におけますイベン

トの参加申請というものが４月早々に開始するということを予定しております。 

 ほかにも現在、担当課と調整をしながら構築を進めているものが幾つかございます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。ぜひ、こういった申請の枠組みを増やしていって

いただいて、市民の方などが、これはもちろん、使える方、使えない方いらっしゃるんだけれども、

でも、だんだんこういった枠を増やしていくというのはこれからの行政として非常に重要なことだ

と思っていますので、担当などと協議して増やしてもらいたい。 

 これはこの１，９００万円の中で、今、言ったメニューが増えると料金は予算、枠として増えて

しまうのか、そうではなくてこの枠の中で我孫子市としての努力の中で幾らでもと言うと大げさで

すけれども、増やしていける、そういうふうな枠組みなのか、その辺はいかがですか。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） まず、こういった手続のオンライン化を進めることによりま

して、利用される市民の方が市役所に出向かなくてもそういったサービスを受けることができると

いう姿が理想として考えてございますので、そのようなサービスの提供の仕方を進めていきたいと

考えております。 

 こちらの使用料に関しましては、定額で利用できるサービス形態となっておりますので、市側が

幾つでもこういったシステムを構築しても使用料に関しては定額のまま変わらないという契約にな

ってございます。 

○委員（坂巻宗男君） そういう契約であれば、なおさら様々な形で新しい申請の件数などを増や

して市民の皆さんの利便性の向上と、それは、当然、市の職員の方々、受け手としてもこれによっ

て効率化されるところというのも多々あると思いますから、そういった双方がうまくいくように進

めていただきたいと思います。 

 それとは別でデジタル戦略室、次ページへ移っちゃいますね。 

 生成ＡＩのシステム使用料として４５８万５，０００円、今回、計上されて、令和６年度は３０８

万円だったんですが、延べ１５０万円ぐらいプラス。実は令和６年度３月補正、金曜日にやったと

きに１１０万円ぐらいこれは減額されている案件でもあるんですけれども、今回、４５０万円とい

うことで昨年度よりも増加させているんですが、この辺はどういったことで増額要因になっている

のか、お聞かせください。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） 令和６年度に関しましては、サービスの利用開始が９月から

となっておりましたので、７か月間の費用であったものに対しまして、新年度は通年で１２か月分

の予算を要求させていただいていることから増額となっているところでございます。 

○委員（坂巻宗男君） 通年になったというところで、これはいわゆるＣｈａｔＧＰＴなどがこれ
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に当たると思うんですけれども、実際に市役所で導入をしてみて、この利用の状況、あるいは業務

の効率化等につながってきているというふうな判断ができるのか、それからそういう中で３月補正

だと１１０万円減額しているから、その辺が使用の仕方としては思った以上に伸びなかったのかな

という感じもあるんですけれども、実際、令和６年度から導入してみて、その辺の生成ＡＩの効果

なり評価というのをどういうふうに担当としてはしているのか、お聞かせください。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） まず、３月補正において令和６年度分の減額をさせていただ

いている件につきましては、生成ＡＩを使用する際に言語モデルを幾つか選択することができるよ

うになっております。そのうちより高水準なモデルの場合ですと、月当たりに質問できる文字数な

どに上限が設けられております。この上限を超えたときに追加オプションを行使して支出する必要

があるために、その予算を確保させていただいておりましたが、そのような高水準のモデルを使用

する機会が見込みに比べまして下回ることから減額をしたものになります。 

 ちなみに、ＣｈａｔＧＰＴの３．５と言われるバージョンに関しましては文字数の制限がないと、

無制限になっておりますので、こちらであれば幾らでも使用することができるということから、支

障がなければなるべくこの３．５のバージョンのほうを使ってほしいということを職員のほうには

お伝えをしておりまして、一応、それに従って３．５のほうを積極的に活用していただいたため追

加オプションの費用が不要となったという形になります。 

 それと、効果といたしましては、今、現在のところ庁内で９４０名ほどの職員に利用権限を付与

しておりますが、そのうち２００名くらいの職員の方がこれまで使用しております。質問数と、あ

と、生成した文字数に関しましては毎月１，０００万文字程度文字数のやり取りがされておりまし

て、通常のＡ４のワードの文書であれば６，０００ページとか、そういった数に該当するものの、

資料なり文書なりが生成されておりますので、それによりまして業務の効率化は一定程度、図られ

ていると考えておりますけれども、そのあたりの削減効果に関しまして、時間で計るのがよいのか

なと思いますけれども、どのような理論で分析するかということは、今、検討しているところにな

ります。 

○委員（坂巻宗男君） これは使い始めたところなので、いろいろな評価ができるのだろうと思う

んですけれども、私なんかも実は今回、自分の代表質問をつくるのに最初の段階でＣｈａｔＧＰＴ

に入れて最初つくってもらったんですよ。それを会派でたたき台にして議論して、結果、ほとんど

残ってない、自分の質問のときには。だけれども、１０の成果物を例えばつくろうとしたときに、

皆さんも御存じのとおりゼロから１にするのが一番難しいわけですよね。そういう意味で、たたき

台をつくってもらうという意味では、実は非常にいいツールだなというのを私なんかも実感しなが

ら使っているんですね。 

 恐らくこういうことはあり得るだろうなと思って、議会答弁なんかはどうですかというところを



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

81 

質問させてもらったところ、議会の質問のときは比較的利用が増えるというふうな話も聞いて、そ

ういったところでも活用されて、私はどんどん、どんどんいい形で使われていく必要があるだろう

なと思うんだけれども、その辺、何か今の時点でつまり２００名ぐらいが、今、使っているという

ことではあるんだけれども、そういうものを共有していく必要があるんだと思うんですね。担当の

ほうではつかんでいると思うんだけれども、こういう使い方をすればかなり効率がアップするよと

いうふうなところ、場面、いろいろなところがあるんだと思う。だから、そういうのをどんどん情

報として共有することによって業務の効率化が進んでいくというところがあると思うので、ぜひ、

そういったところの分析をデジタル戦略室としてはつかんでいってもらいたいと思うんですけれど

も、その辺、いかがでしょうか。 

○デジタル戦略室長（海津里史君） 生成ＡＩに関しましては、まだ、身近なものになってから間

もないということがありまして、職員としても、まだ、使ったことがないという方が中にはおると

思うんですけれども、我々といたしましては、まずは操作方法を知っていただくということが必要

ですので、そちらに関しましては事業者の配信を見ていただくことによって身につけていただくよ

うに促しているということと、個別具体的な使い方に関しましては我々戦略室のほうで日々研究し

ておりまして、こちらの結果のほうを庁内の電子掲示板のほうに上げて紹介をさせていただいてお

ります。また、職員研修など職員が集まるようなときには、実際、デモンストレーションしながら、

こういった使い方ができるということをまずは知っていただくというところから取り組んでおりま

す。 

 さらに先ほどお話ありました議会答弁に関しましては、生成ＡＩシステムのほうに議事録を登録

しておりますので、そちらからこれまでの議事から必要な情報を抽出して、できれば答弁を作成す

るところまでできるということも議会ごとに御案内させていただいておりますので、なるべく多く

の職員が使用して業務が効率化できるように推進していきたいと考えております。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、お願いしたいと思います。 

 危険なのは、自分が知らない情報について知ろうとして出てきたものが正しいと思ってしまって、

それを使うということがあると、これは本当に信憑性というものが問われるので、そういう使い方

がいいとは思わないんですね。自分が分かっているんだけれども、どうやって取りまとめをしてい

くかというときに使っていくと非常に効率的かなというふうに私なんかは自分では感じています。 

 そういったこと、組織が大きくて使う人が多ければ多いほどそういったものの情報が集まって、

どういった使い方が一番いいのかという最適解みたいのが見つかってくると思いますから、今後、

試行錯誤のまだ段階だと思うんですけれども、業務の効率化というものがしっかりと行われるよう

に担当としてしっかりとチェックをしていっていただきたいと思います。 

 答弁は結構です。 
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○委員（木村得道君） 説明資料でいくと２５ページになりますか、予算書でいくと１３４、１３５

になるんですけれども、ほかの説明資料でほかのページにも出てくるので、地方公共団体の情報シ

ステムの標準化に関する法律の施行に伴って、いろいろ、システムの移行が令和７年度末までに完

了しなきゃいけないということで、こちらの説明資料のところで約４億９，０００万円ということ

で、詳しく説明していただいてもあれなのですけれども、標準化システム導入の概略を教えていた

だければと思うんですけれども。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） 標準準拠システムの概略的なものになりますけれども、まず、

国が住民記録や税、福祉等の主要２０業務の標準となる仕様書を作成しました。併せて国は全国共

通のクラウドサービスであるガバメントクラウドというものを整備しております。そこに各ベンダ

ーが標準仕様書に準拠したシステムをガバメントクラウド上に構築しまして、全国の各自治体は基

幹システム等を令和７年度末までにガバメントクラウド上にある標準準拠システムに移行するもの

です。 

○委員（木村得道君） 何となく分かります。ガバメントクラウド上ということは、簡単に言うと

クラウドに全部いろいろな情報とかを保存、登録をしておいて、逆に言ったらそれを全国として使

っていくというか、活用していくという考え方なんですか。恐らく専門的なことを答弁いただいて

も分からない人もいるかもしれないですが、そこら辺はどうなのでしょう。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） おっしゃるとおり全国の自治体が令和７年末までに移行を目

指すという形になっております。 

○委員（木村得道君） そうすると、これを導入することによって我孫子市も今は違うけれども、

昔は自前でいろいろなシステムとかホストの管理とかやっていたけれども、そういったものは逆に

ガバメントクラウド上にこういった導入していくことによって何か変わっていくという側面はある

のでしょうか。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） これまで導入してきました住民記録や税とか介護保険とか、

そういうものについてはそれぞれの自治体が個別に開発して独自にカスタマイズしてきたんですけ

れども、その結果、各自治体の維持管理や制度改正など、システム改修に個別の対応を余儀なくさ

れてそこにかなりの経費を要しておりました。 

 そこで、国は地方公共団体の情報システムを標準化することによって、それまでの各自治体が情

報システムを個別に開発することによる負担を軽減しまして、地域の実情に即した住民サービスの

向上に注力できるようになるということになります。 

○委員（木村得道君） 分かりました。ありがとうございます。 

 あとはクラウドに、当然、そういったデータを保管、保存するときに、何かあったときにいけな

いということで、バックアップの機能なんかもちゃんと完備された上でそういったものはできてい
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る。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） もちろん、ガバメントクラウドのほうは専門のセキュリティ

対策が施されているので、データの安全性はかなり高まると思います。 

○委員（木村得道君） 確認ですけれども、これから全国的な標準のシステムに移行しますよね。

今、我孫子は独自にホスト管理を持っているでしょう。先ほど来、いろいろあったＬＩＮＥの中で

もいろいろ電子申請だとかが進んでいく中で、ここら辺は変な言い方でシステムを持っている以上

はそごなくちゃんと管理もできてしっかりとデータを保存できて、そういった一元的な管理体制と

いうのはちゃんとできるようには、今、現実にはなっているのですか、そこだけ確認させてくださ

い。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） 今のシステムということでよろしいでしょうか。 

 今のシステムは第１期基幹システムといいまして、移行する対象の中では１４業務を標準準拠シ

ステムに移行するんですけれども、今のほうもデータセンターというところでクラウド管理してお

りまして、しっかりとした管理は行われております。 

○委員（木村得道君） 僕も何十年か前にシステムを見ていたときがあるんですけれども、一番大

事な移行の時期と切替えの時期で、ここで恐らく市民とか、いろいろな情報がちゃんと格納されて

いる、あるいはしっかりとバックアップもできているということをしっかりしておかないと、いざ

運用したときにデータがなくなったりということも正直あると思うので、そこら辺がシステムも変

わるタイミングとか、こういった移行するタイミングで必ずそういったことのないように事前の準

備をしたり、当然、そういったことを進めていくと思うので、一番移行のタイミングというのがす

ごく重要になってくるかなと。しかも令和７年度末で後から全部聞きませんけれども、ほかの担当

課でもこの標準化に伴っていろいろな委託料だとか、そういったものを計上しているので、そこら

辺をしっかりと管理じゃないですけれども、ちゃんとしていただくことが一番大切かなと思うので、

そこら辺の準備も含めたことをしっかりやっていただきたいと思います。最後にそこら辺だけ確認

させていただければと。 

○行政管理課長補佐（増田栄寿君） 基幹システムの標準化移行については、令和７年の末の年末

年始にかけて行う予定としていますので、そこでしっかりとデータの移行はできると思っておりま

す。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後０時１８分休憩 

─────── 
午後０時１９分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 
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 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 総務費に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後０時１９分休憩 

─────── 
午後１時２０分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 これより歳出のうち民生費に対する質疑を許します。 

○委員（木村得道君） 説明資料の３０ページの下段、あと予算書でいうと１６４、１６５で社会

福祉協議会補助・委託事業ということで、事業内容を読んでみれば分かりますけれども、これは４

月からスタートする内容だと思うので、もう少し具体的に改めてお示しいただければと思います。 

○社会福祉課長（小池斉君） 社会福祉協議会への補助金ということで、そのうちのあんしん生活

支援事業を実施するための予算になります。こちらは、委員、おっしゃるとおり４月１日から実施

するもので、対象者としましては御自分の判断能力がある６５歳以上の高齢者の方、または判断能

力のある障害者の方に対しまして、事業の内容としては定期的な訪問ですとか、あとは電話による

生活状況の確認、それから、健康状態の確認です。 

 それから、病院への入院とか退院の支援、それから、施設に入所した場合の入退所の支援、それ

から、金銭管理ですとか、あと、様々な書類関係の保全ですとか、そのほか必要な生活の支援、そ

れから、亡くなった後のことを想定しまして、公正証書遺言書ですとか、あと、自筆の遺言書など

の作成の支援、それから、亡くなった後の死後事務委任と、そちらを総合的なパッケージとして提

供するサービスを実施するための委託料になっております。 

○委員（木村得道君） これは恐らく国のモデル事業も多分活用していくような取組になると思う

んですけれども、その点、確認させてください。 

○社会福祉課長（小池斉君） こちらは、委員、おっしゃるように、国のモデル事業として生活困

窮者就労準備支援事業費等補助金の中に含まれております持続可能な権利擁護支援モデル事業とい

ったモデル事業にエントリーをして、我孫子市としてこの補助金を活用していこうと考えておりま

す。 

○委員（木村得道君） これは随分前から身寄りのない方であるとか、御高齢の方であるとかが何

かあったときのための備えじゃないですけれども、いろいろな支援、サポートが必要だということ

で、考えられて進めていただくこれから事業になると思いますけれども、令和７年でもいいですけ
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れども、サポートしなきゃいけないような事業の対象の方は、大体、どれぐらいいらっしゃるとい

うふうに推定されていますか。 

○社会福祉課長（小池斉君） この事業につきましては、実際に対応するのは５人程度かなとは思

っているんですが、そこに至るまでの様々な相談はたくさん来るのかなと思っております。その相

談については、年間３０件ほど来るのではないかと想定しております。 

○委員（木村得道君） これは社会福祉協議会のほうに委託をされて、社会福祉協議会のほうで、

今、多分準備をして実際にやっていただくと思うんですけれども、こういった見守りとか、こうい

った訪問とか電話とかというのは、社協の皆さんだけじゃなくて、場合によっては民生委員の方と

か、そういった地域の方も活用というのか御協力いただいて、このような取組をしていくという理

解でよかったでしょうか。 

○社会福祉課長（小池斉君） 委員、おっしゃるとおり、地域の民生委員さんですとか、あと、自

治会の方々、あとは社会福祉協議会の地区社会福祉協議会というのがありますので、そういったと

ころが地域の方々と密接なつながりがありますので、特に、今回、このサービスを利用する方につ

いては、既存の制度の成年後見制度ですとか、あと、介護保険を既に利用している方ですともう既

にケアマネジャーとかも入っていますので、そういった方々以外で急に病気になったらどうしよう

だとか、急に体調を崩して施設に入るようになったらどうしようと、そういった不安を抱いている

方、特に身寄りのない方はそういった不安を抱いていますので、そういったところに対応できるよ

うにしていきたいと考えております。 

○委員（木村得道君） そういった意味では、市役所だけじゃなくて地域の皆さんにも見守っても

らえるような、そういった意味でのサービスでもあるかなというふうに思っているんですけれども、

一方でこれから先の話だし、多分、これは一つモデル事業としてまず取組をして、場合によっては

パイが広がると言ったら語弊がある。言い方は悪いですけれども、例えばこれから高齢を迎える方、

僕も一般質問では主張させてもらいましたけれども、誰かは必ず１人になっていく場合のときに備

えて、例えばこういった制度を利用しようと思って事前に登録をするとか、そういったことも含め

て、今、令和７年度内にやれという話じゃなくて、そういった先々もこういった一つのサービス、

見守り事業が皆さんが活用できるような、そんな展望も含めながら事業として組み立てていくもの

かな、また、育てていくものかなと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。 

○社会福祉課長（小池斉君） 本当に必要になってからでは遅いことだと思いますので、なるべく

早い段階でこういったサービスを利用していただきたいと考えております。 

 それから、なかなか、実際、このサービスを利用しないのに話を聞きに行くというのは市民の方

からするとハードルが高いのかなというのがありますので、そういったことを想定して、来年度講

演会のような形でこういった死後事務ですとか、こういったことに関する講演会を開きまして、そ
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こに大勢の方に来ていただいて、この必要性について我々のほうから訴えていくとともに、気軽に

利用できるような形を取っていきたいと考えております。 

○委員（木村得道君） まさに確認したかったところで、この事業をやっていますよと仮に紹介に

行ったところで、こういうのは私には要りませんという話で、あるいは違った角度で自分の情報が、

変な言い方だけれども、勝手にひとり歩きしちゃうんじゃないかとか、そういった誤解を与えてし

まうことはいけないと、ほかの市でもこういった支援の仕組みを何とかしてつくらなきゃいけない

とか、流山市もそうですけれども、そういうふうに考えているところもある中で、ある意味で先行

的に始める事業だからこそちゃんと育てていかなきゃいけないし、そういった意味でちゃんと理解

をしてもらわなきゃいけないし、それは当事者だけではなくて周りの方も含めて理解をしていかな

きゃいけないと思うので、講演会はすごくいいかなと思うんですけれども、いずれにしてもそうい

ったこの取組が本当にあってよかったという取組、ここで安心したというような取組にしていくよ

うに、講演会とかも含めていろいろ自治会の皆さんにも含めて、こういったサービスを、今、やっ

ていますよということを社協の皆さんと一緒に少しＰＲじゃないですけれども、伝えていくという

ことをやっていただければと思うんですけれども、改めてそういった視点でも御答弁いただけると。 

○社会福祉課長（小池斉君） 我孫子市内でおひとり暮らしの高齢者の方の数もどんどん増えてい

ますし、あと、社会として核家族化が進んでいます。そういった中で、実際、我孫子市において行

旅死亡人の方ということで身寄りのない方の葬儀の費用なんかも社会福祉課のほうで予算を持って

対応しているところがありますので、そういったことが少しでもなくなっていくように、事前にな

るべく多くの方に準備をしていただいて、亡くなった後のことも、あとは施設入所とか入院したら

どうしようとか、そういった不安をなるべく取り除いていけるようにこの事業を推進していきたい

と考えております。 

○委員（芹澤正子君） 私も資料を頂いたので、状況はよく分かったんですが、現在の単身高齢者

数は１万人を超えていると、そして、介護保険や成年後見人と関わってない人たちをできるだけず

っと持続してお世話をしたいと、それで現在のところ背景には３０人ぐらいいても５人程度だろう

というんですが、この予算の中で国からのが３７５万円、来ていてほぼ６５０万円ですが、これは

どんどん増えていくことが想定されていますか。 

○社会福祉課長（小池斉君） この事業につきましては、お申込みをいただいた方がお亡くなりに

なるまでは続いていきますので、年々、対象者としては増えていくものと想定しております。 

○委員（芹澤正子君） そうすると、世話をしてもらう人たちは何の費用の負担もなしで社協にお

世話いただけるということでよろしいでしょうか。 

○社会福祉課長（小池斉君） 所得に応じまして、一定の所得というか収入のある方につきまして

は、月々の会費として月３，０００円を頂くということを想定しております。一定の所得以下の方
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については月々の会費はゼロで、それから銀行の貸金庫を使う方ですとか、あとは公正証書をつく

る場合ですとか、そういったときについては実費相当分を頂くと、あと、そのほかにつきまして、

病院への入院、入所などにつきましては、その都度、かかった費用といいますか、人件費がかかる

ようなものにつきましては、１回当たり２，０００円から３，０００円の費用を頂くということを

想定しております。 

○委員（芹澤正子君） そうすると、一番最初にどなたでも来ればお世話しますよということじゃ

なく、こういう費用も所得に応じてですが、かかりますというのも同時に広報してください。 

 これを見た瞬間は大勢を我孫子市社協が引き受けて、物すごい金額になっていくんじゃないかと

思ったわけです。例えば入退院のときに病院まで身寄りのない人でしたら、誰か、入院するとか手

術を受けるとか、そのたびにその人はそこに行かなくちゃいけない場合があるかと思うんですが、

その辺はどう捉えていますか。 

○社会福祉課長（小池斉君） まずはこのかかる費用につきましては、今後、予算が成立しました

ら、この制度に関わるパンフレットなどの作成を始めたいと考えております。 

 それから、そういったパンフレットにきちんとこういったかかる費用については明記した上で広

報していきたいと。それから、実際、入院、入所、あと銀行のお金の出し入れだとか、そういった

ところにかかる費用についてもきちんと明記した上で、まずは契約をしてからこの事業をスタート

しますので、この契約のときには必ず詳細まで説明をして御納得いただいた上で契約をするという

手続を取りたいと考えております。 

○委員（芹澤正子君） それと、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な人々

を成年後見人制度が対象にしている人なんです。 

 そうすると、ここはそれ以外の人ですが、だんだん年取ってくると、この間まで何でもなかった

人に認知症が出る。亡くなるまでの年月は長い人が多いですから、途中で成年後見人のほうの制度

に移さないといけない人が随分の数出るんじゃないかと思っています。その辺はどのように捉えて

いらっしゃいますか。 

○社会福祉課長（小池斉君） 今回、社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会でこの事業を実施した

いと考えたのは、実はその部分もございまして、社会福祉協議会ではあびこ後見支援センターとい

うのを実施しておりまして、法人後見という形で成年後見制度を実施しております。ですので、あ

んしん生活支援事業を契約、登録していただいた時点では認知症がなかった方でも、確かに委員、

おっしゃるとおり何年かすると認知症の症状が出てきてしまって、そうすると判断能力もなくなっ

てくると。そういった場合にはこの社会福祉協議会のほうで成年後見の手続に切り替えていくとい

う形で常に適切な対応ができるようにしていきたいと考えております。 

○委員（岩井康君） 予算書の２０７ページ、資料は４０ページです。 
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 放課後対策事業運営費・あびっ子クラブ運営費でありますけれども、まず、最初にお伺いしたい

のは、ここに文言に書かれている並木小学童保育室及びあびっ子クラブについてとなっているんで

すが、ほかはどうなのでしょうか、ここ以外はその後に書かれている従事する支援員の人材不足と

いうのは、ほかでは出てないのでしょうか。 

○子ども支援課長（阿部政人君） 今年度は直営で５校を運営しておりました。全体的な話になる

んですけれども、５校を運営していくには人材が足りない状況になってきているというところで、

５校をそのまま直営で運営することが難しい形になったので、どこか１校は委託をしないと令和７

年度運営できないかなというところから、並木小学校を選んで委託させていただくことにしたとい

うような経緯でございます。 

○委員（岩井康君） そうしますと、４校も不足している部分はあるわけですね。そのあたりはど

うなのでしょうか。 

○子ども支援課長（阿部政人君） 確かに令和６年度中は５校運営していくにはなかなか厳しい人

材の状況でありまして、令和７年度については、ですから１校委託をさせていただくということな

んですけれども、１校委託をさせていただいて直営校が５校から４校になることによって人材とし

ては、ほぼ充足できたという状況です。 

○委員（岩井康君） 分かりました。ありがとうございます。 

 それで、委託する人員の数は何人になりますか。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後１時３９分休憩 

─────── 
午後１時３９分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○子ども支援課長（阿部政人君） 現状、並木小学校直営で７名のスタッフ、プラスあとアシスタ

ントといって短時間勤務の方、数名で運営しておりましたので、委託に当たってもほぼ同様な形で

の運営になろうかと思います。 

○委員（岩井康君） 分かりました。ありがとうございます。 

 それで、委託業者の選定方法はどういう形で進めていらっしゃいますか。 

○子ども支援課長（阿部政人君） 委託の事業者につきましては、プロポーザル方式で行いました。 

○委員（岩井康君） プロポーザルに入った場合に何者ぐらいを想定しているのですか。 

○子ども支援課長（阿部政人君） 令和７年度の並木小学校の委託は４月からすぐに始めますので、

前年度中、令和６年度中に既にプロポーザルを行って事業所のほうは決定させていただきました。 

○委員（岩井康君） 何者だったんですか、実際に応募したのは。 
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○子ども支援課長（阿部政人君） ２者でございます。 

○委員（内田美恵子君） 説明資料の３２ページ、社会福祉施設整備促進事業１億２３８万５，０００

円についてお尋ねします。 

 金額が大きいので、確認だけさせていただきたいと思いますが、まず、地域密着型サービス拠点

整備費助成金として９，８１３万７，０００円のうち、施設整備等助成事業分についてお尋ねした

いと思います。 

 この事業は認知症高齢者グループホーム１施設に４，１５８万円、認知症対応型デイサービスセ

ンター１施設に１，４８０万５，０００円、それから、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

１施設に７３５万円の助成が計上されていますが、それぞれどのような助成なのか、お聞かせくだ

さい。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 施設整備等助成事業分については、まさに施設を建設するた

めの費用になります。認知症グループホームとデイサービスセンターにつきましては、併設施設と

いうことで１施設、考えております。定期巡回については、また、別の事業者さんということにな

りました。 

○委員（内田美恵子君） 最後の定期巡回は別の施設ということですが、今まで対応していた事業

者さん１者だったと思いますが、そのほかにもう一者、委託というか事業者を設定するということ

でしょうか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） もう一者プラスになります。 

○委員（内田美恵子君） この事業を私はずっと追っていまして、これから大変、ニーズの高くな

る事業じゃないかなと思っているんですけれども、現行の利用者数は先日、頂いた資料だとあまり

多くないんですけれども、今回、どうしても１施設を設置することになったのでしょうか。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 現在、第９期介護保険事業計画・第１０次高齢者保健福祉計

画の計画期間中でございますが、その中で、今後、医療と介護双方のニーズを有する高齢者の増加

を踏まえ、医療と介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保を図るということで、今回、在宅

生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を本計画期間中に行うものとなりま

す。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 医療と介護の連携というのを大変重要だと私もずっと言い続けているわけですけれども、ぜひ、

その受皿としてこうして用意していただくというのは大変ありがたく思いますので、よろしくお願

いします。 

 それから、次に施設開設準備経費等支援事業として、ここも認知症高齢者グループホーム１施設

に１，７８０万２，０００円、それからまた定期巡回のところに１，６６０万円、計上されている



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

90 

んですが、これらの経費はどういう経費なのか御説明ください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 施設開設準備経費等支援事業分というのは、介護施設等の開

設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援することから事業者に対し

て補助金を交付いたします。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 次に、介護施設等整備事業補助金４２４万８，０００円のうち、１１万８，０００円が介護予防

拠点ケアプラザ寿において介護予防健康づくりと防災の意識啓発に連携して取り組むことができる

ようにパンフレットを作成し配布というふうに御説明に書いてあるんですけれども、この介護予防

と健康づくりと防災の意識啓発を連携するという、今までとても聞き慣れない事業なんですが、こ

の点について御説明ください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 介護予防拠点というところにおいて、介護予防と健康づくり

で、例えば体操をしたりとか講座、研修等を開いたりというようなことを行うんですけれども、そ

の中で防災ということにも注力をして、防災に対する意識啓発とか研修とかというようなことを考

えているということでした。 

○委員（内田美恵子君） 最近、災害時の要支援者の避難をどうするかというような課題も出てき

ているので、介護施設とか介護予防施設なんかでもそういう必要性が出てきたのかなと思いますが、

そんなところでしょうか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） この介護予防拠点というのは、その施設にいる人というより

はその地域の人たちが介護予防拠点に集まって体操をしたりとかということになりますので、その

施設内の人にパンフレットを配るというよりは、介護予防拠点に来た地域の人たちに対しての啓発

ということになるかと思います。 

○委員（内田美恵子君） それでは、そこに集まった地域の人にも、介護が必要となっている人た

ちを災害のとき、どうするかというような意識を持ってもらうというような目的で、そこで集まっ

た人にパンフレットを配ったりということですか、その意味合いがよく分からないんですけれども。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） そこまでこういうふうにしなさいというようなところではな

くて、恐らく地域の人たちも自分たちも防災意識を高めるというようなところでのパンフレットか

と思います。その施設にいらっしゃる方を助けるために地域の人たちがこうするという内容まで含

んでくださいとか、そういった指示はありません。 

○委員（内田美恵子君） そもそも、この予算計上されているわけですから、事業の目的というん

ですか、どういう目的でパンフレットをつくって配布するということはぜひはっきりしていただき

たいなと思います。その辺、はっきりしているのだったら教えてください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 実は、これは、まだ、補助金として内示をいただいているわ
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けでもないので、絶対にケアプラザ寿において行うかどうかというのは内示が下りてから本格的に

検討されるかと思うんですけれども、内容のほうもどういった形でつくり込むかということについ

ても、今後、ケアプラザ寿のほうで検討するかと思います。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、これは市がこの事業を企画してやるというんじゃなくて、

寿という施設が国の補助金か何かをもらってこの事業をやる、それに対して市が援助するというこ

となんですか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 委員のおっしゃるとおりです。 

○委員（内田美恵子君） それにしても、まだ、補助金が内定していないので、よく施設のほうで

も分からないということで、それに対して市がお金を出すということに、えっと思いましたけれど

も、その辺、まだ、これからはっきりするということであれば、市が援助する、補助金を出す、そ

の目的みたいなものをしっかり明確にしていただかないと、それこそ厳しい財政状況の中で事業を

これから精査していかなきゃいけないわけですから、その辺はよろしくお願いしたいと思います。

これは要望しておきます。 

○委員（坂巻宗男君） 関連でかぶらないようにしたいと思います。 

 第９期の介護保険事業計画などを見ていると、施設整備としては今ありましたような認知症のグ

ループホームなどを整備するということになっていて、令和６年度、令和７年度、令和８年度の令

和７年度という意味では中間地点になるんですけれども、予算としてはないんだけれども、第９期

の中で介護医療院というものも１か所整備しましょうということになっていますね。 

 これは聞き慣れない言葉だけれども、いわゆる老健などよりも、もう少し医療側に近いというか、

なかなか御自宅には戻れないであろう高齢者の方々を見ていく施設になるのかなと思うんですけれ

ども、まず、介護医療院というものについて簡単で結構なんですが、老健との違いなどを含めてお

聞かせいただければと思います。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） こちらは介護医療院のⅠ型を整備をしていくんですけれども、

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者等が入所する施設ということにな

っております。 

○委員（坂巻宗男君） これは今までのいわゆる老健などと比較すると何か違いがあると思ってよ

ろしいんですか、それともそこに入所する方というのはある程度どちらとも選べるような状況があ

るのか、介護医療院ができるかどうかというのはまだあれなんですが、概念的にというのかな、そ

の辺でお聞かせいただければと思うんですが。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 老健のほうはかつて中間施設と言われたように、お家に帰る

ためのリハビリとかを中心とした施設になります。介護医療院というのは、先ほど三井主幹からも

説明がありましたが、医療ニーズがある方で一定期間ではなくて長期間、どちらかというと入所施
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設のような要素も含めていて、今までそのカテゴリーの方というのが、我孫子市内では応じること

ができなかった方々を、今回、介護医療院を整備することによって、施設で市内で受け入れること

ができるということで、私どもも計画を推進しながら介護医療院の誘致を進めてきたところでござ

います。 

○委員（坂巻宗男君） ニーズがある中で、なかなかこういったものが整備できなかったというと

ころもあったのかなと思うんですけれども、これで令和６年度、令和７年度、令和８年度の期間の

中で今１施設１００名程度の介護医療院を整備するという方針になっているのですが、この辺はい

かがなのでしょうか、整備に向けた状況というのは。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 事業所のほうからは、令和７年７月以降に開設予定というふ

うに聞いております。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると、この計画期間内に開設できそうな状況で、そうなってくると

令和７年度の予算にはその部分は盛り込まれてないかと思うんだけれども、その開設の資金等はこ

の枠組みとは異なるのですか、あるいは、どこかでもう出ていますか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） こちらは県の補助を使っての整備になりますので、市のほう

からは補助金はありません。 

○委員（坂巻宗男君） その場合、整備された場合、この１００名などは、いわゆる特別養護老人

ホーム待機者、この９期なんかで見ていても２８０名ぐらいでしょうか、この部分が介護医療院な

どの１００名と、ある程度、かぶさってくるというふうに思ってよろしいのですか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） そこはかぶらないかと思います。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後１時５７分休憩 

─────── 
午後１時５８分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（坂巻宗男君） いわゆる医療系のニーズが高いということなので、どちらかというと特養

の自宅などで待機待ちしているような方とは、ちょっと異なるというふうなことを理解しました。 

 そうなってくると、今回のこの第９期などで見ていても、特養のほうは、まだ、２８０名、３００

名弱ぐらいのいわゆる待機者がいるよというふうな話はあるんだけれども、今回、グループホーム

などは、また、１８名の枠が出来上がってきたりはするんですけれども、その辺のいわゆる特養の

待機者などへの対応という意味では、今後、どのような対策が考えられるのか、今、９期のこれか

らまだ１年目が始まったところということだから、１０期まではまだちょっとあるんですけれども、

その辺も見据えて少し特養なども、今後も、考えなくちゃいけないということなのか、あるいは今
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回のグループホームの整備や介護医療院などの実際の運営状況などを見据えながら、また、判断し

ていくというようなことになるのか、その辺はいかがでしょうか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 令和７年３月１日にけやきの里あやめ館１００名がオープン

いたしました。３月１０日現在の入所状況といたしましては、９２名の方が入所なさって、もう、

９割埋まっています。こちらのほうは恐らく時間がたつと特養の待機者のほうの数字に影響してく

るかと思います。そういったものを見ながら、あと、待機なさっている方も待機はしているんです

けれども、実際、お声がけするともうちょっといいとか、そういったところもありますので、その

あたりを見ながら、また、特養等を次期計画で検討していければと考えています。 

○委員（坂巻宗男君） 第８期のところで整備を目標としていた１か所の特養が、今、オープンし

て、３月でオープンでもう既に九十何床だからすごいスピードで入所されるものだなというふうな

感じですけれども、一方で待機していますといっても、いろいろな状況の中でまだいいですよとお

っしゃる方もいらっしゃるということも伺っていますけれども、一時期よりは、随分、減りました

けれども、それでも２００名を超えるぐらいにはなるのでしょうか、今のこの１００名の特養がで

きても。その辺はまた今後の数値をしっかり見たいなというに思いますけれども、その辺の介護を

している方、されている方のニーズなんかを適切に捉えながら整備計画などを進めていっていただ

きたいと思います。 

 もう一個、関連して同じページで介護人材の件で伺いたいのですが、その上、予算書の１７７ペ

ージの社会福祉整備事業の１つ上が介護職員養成研修受講費の助成金で３０７万５，０００円とい

うことになっていて、これは令和６年度のこの３月補正で減額補正などもされているんですよね。 

 今のこの介護、様々な施設などを整備していくわけですけれども、そこで実際に介護をしてくれ

る、働いてくれる人がいないと、あるいはそれが続かないと介護のサービスというものがしっかり

と維持できないという状況の中で、こういったものの助成費などもしっかりと活用されてもらいた

いなと思うんですけれども、これは令和７年度はどういった事業を行うのか、お聞かせください。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 令和７年度につきましては、令和６年度とほぼ同じ内容には

なりますが、初任者研修の助成、実務者研修の助成、生活援助従事者の研修、喀たん吸引研修等の

助成、こちらを予定しております。 

○委員（坂巻宗男君） 令和６年度が減額補正になってしまったわけなんですけれども、多分、メ

ニューはほとんど一緒だということなんですが、どの辺が令和６年度だと、減額の要因になってし

まったのですか、あまり使われなかった助成などがあるのか、その辺、お聞かせいただけますか。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 令和６年度につきましては初任者研修、当初１０名見込んで

いたものが実績としては３名、実務者研修につきましては１５名と予定しておりましたが、実績は

１８名、まだ、今年度終了しておりませんが。ということで、当初の見込みよりも申請件数は今の
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ところ上回る見込みで進んでおります。 

 申請者数はほぼ見込みどおりだったんですけれども、原因としましては、申請者の方からいただ

いた申請額が要綱で定める限度額を下回る金額での申請であったため、１人当たりの助成額が低額

となったことによるものだと思われます。 

○委員（坂巻宗男君） いわゆる１件当たりの額が小さかったということでの減額というふうに思

えばよろしいのですか。人数としてはそれなりに想定数いたけれども、一人一人の額がそこまでは

いかなかったので、予算の枠を使わずに済んだとでも言えばいいのかな、そういうふうな認識です

ね。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 委員、御指摘のとおりでございます。 

○委員（坂巻宗男君） 了解いたしました。 

 そういうことであれば、ある意味では令和６年度から令和７年度に向けても同じような形で研修

していただくというのがいいのかなと思いますし、とはいえ施設ごとでいろいろな御苦労されてい

る部分もあるのだろうと思うんですね、人材を集める、それから、育成をするという意味で。です

からそういったところはしっかりと細かくニーズを調査していただいて、どういったところでメニ

ューがあるとより効果的になるのかというのは常に検討していただきながら、こういったメニュー

も有効に使われるように対応していっていただきたいと思います。 

 最後に御答弁、お願いします。 

○高齢者支援課長補佐（茅野強君） 来年度につきましては、介護保険事業計画のアンケート調査

の実施も予定しております。その中で事業者の方ですとか従事者の方の声を聞きながら、実際、ど

ういった支援が必要なのか、計画が必要なのか、あと、こちらの研修の受講費のＰＲにつきまして

も広報やホームページ、あとは今日も出がけに初任者研修の受講を検討していますということで相

談の電話とかもありまして、一般の市民の方にもそれなりのニーズがあるかと思いますので、また、

広報等でも広くＰＲ等を行っていきたいと思っております。 

○委員（内田美恵子君） 先ほど説明資料３２ページの社会福祉施設整備促進事業の確認をさせて

いただいたのですが、もう一点、確認忘れがありますので、お尋ねします。 

 介護施設等整備事業補助金のうち、残り４１３万円がグループホームヴィスタリオにおいて看取

り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等が宿泊するための個室の確保を目的に施設

の整備を行う、その補助金ということなんですけれども、市内の介護施設などにおいては看取りま

で行っているのでしょうか。どのぐらい看取りまで行っている施設があるのか把握していればお聞

かせください。 

○高齢者支援課長（長島公子君） 市内の高齢者施設のうちでターミナルケアや看取りを行ってい

る施設というのは把握しているんですけれども、現在、準備がないもので後ほど提出させていただ
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ければと思います。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、ここの予算のグループホームヴィスタリオにおいて看取り

及び家族等が宿泊するための個室の確保をするというのは、市内で初めての事業ということではな

いのですか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 県の補助金を使って看取りの整備をするということについて

は、大昔はちょっと分からないですけれども、ここ数年はこれが初めてかと思います。 

○委員（内田美恵子君） この事業も県の補助金を使ってやる事業で、市がそれに対して補助金を

出すということですか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） この補助金のスケジューリング的なものなんですけれども、

まず、令和７年度の事業ですと令和６年の８月頃に令和７年度にこういった補助金のメニューがあ

りまして、その補助のメニューに対して各事業者にお知らせしまして、各事業者のほうがこの事業

をやりたいということで提言をしてきます。 

 それで、令和７年度に予算を措置しまして、令和７年度の当初、４月とかに実際に県と協議を始

めて市を通じて県に申請いたします。それで、その後、初めて内示がついてというふうなスケジュ

ーリングになります。 

○委員（内田美恵子君） スケジュールはよく分かったんですけれども、ですからこの事業は要す

るに事業者が県に、この補助金の申請をして、それを受けることができたという決定の下で市がそ

の事業者に対して補助金を出すという市の事業という把握でよろしいんですね。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 市を通して県へ補助申請をして、市のほうからまた補助決定

をしてという形になりますので、委員、おっしゃるようでいいかと思います。 

○委員（内田美恵子君） ちょっと違うかなと思うんですけれども、それはだから要は市を通して

事業者が県に補助金申請をして、それがまた市を通して決まりましたよといって事業者に。だから

その４１３万円がこれなんですね。私は逆に市がそれに対してまた、じゃないですよね。その辺、

確認させてください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 市は県から事業者へ通すだけという形になります。 

○委員（内田美恵子君） 通すだけであっても、この事業が例えば看取りまで可能にするために県

が補助をする事業だということは、当然、市としても把握していただいていないとこの事業の目的

が分からないのではどうしようもないと思いますので、その辺は看取りまで行うから県がここに補

助して、市を通して補助したという認識でよろしいんですね。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 事業者のほうがそこまでやりたいというところで、認めてや

っていくという形になります。 

○委員（内田美恵子君） それで、事業者がそういった看取りまでしたいということであるのであ
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ればそれが可能になるように、市も私もこれまで看取りまでの在宅医療と介護の連携においてそれ

が完成するためには看取りという体制整備が必要であるので、ぜひ、その辺までお願いしたいとい

うお願いをしてきたんですけれども、こういう事業が市の中で広がっていくと看取り体制も確立し

てくるかなと思いますので、ぜひ、しっかり看取り体制ができるようにお願いしたいと思いますが、

県の補助金であっても、大体、福祉の許認可は県ですから、市を通してということがあると思いま

すので、そのときに市としてもしっかり市の施策の一環として考えていただいて、何の目的の事業

だということは把握をしっかりしていただきたいと思います。 

○高齢者支援課長（長島公子君） 市のほうでも看取りのほうは推進していきたいと思いますので、

こういった県の補助金などを活用できるように市内の事業所にも啓発をして、看取りの体制のほう

を取っていきたいと思っています。 

○委員（芹澤正子君） 関連でお伺いします。 

 私も資料を最初に頂いたのですけれども、ちょっと分かりづらかったので、定員が１８名の

４，１５８万円のグループホーム名を教えてください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） まだ、これから整備しますので、グループホーム名は未定で

す。 

○委員（芹澤正子君） それでは、次の１，７８０万円のほうの認知症の高齢者グループホーム名

を教えてください。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） こちらは別施設ではなくて、１つのグループホームを整備す

るに当たって、施設整備分の補助金と、それから施設開設準備分の補助金が当たるというふうにな

りますので施設としては一つです。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 それを資料のときに１８名のグループホームの２か所の金額の違いが私は分からないから説明し

てくれというふうに資料請求したのですが、それは、今、分かりました。 

 それと、４１３万円のそこの回答をいただいた中で、ケアプラザ柴崎、グループホームヴィスタ

リオにおいて看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確

保を目的として施設の改修を行うとあります。これはケアプラザ柴崎とグループホームヴィスタリ

オは同じ施設でくっついたものですか、それとも別組織ですか。 

○高齢者支援課主幹（三井美穂君） 同じ施設になります。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら障害者のほうの予算で何件か伺おうと思うのですが、まず、

１７５ページで大きな額です。障害者自立支援給付費が２８億７，０００万円ぐらいになっていて、

これは１億円弱ぐらい令和６年度と比較して伸びているかなと思うんですね。 
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 まず、この辺の伸びている状況、要因についてお聞かせいただければと思います。 

○障害者支援課長（竹井智人君） 今回、自立支援給付費の中には、皆様、御存じのとおり障害者

福祉サービスが２０種類ほどございます。その中で特に、今回、増額いたしましたのが就労継続支

援Ｂ型のサービスであるとか、あと、施設入所支援、それと共同生活援助のサービス等、このあた

りを増額しております。 

○委員（坂巻宗男君） 私、令和５年決算のときの資料が手元にあって、大きなのが今の就労継続

支援だとＡ型、Ｂ型で、令和５年度で５億４，６００万円ぐらいの決算、それから共同生活援助グ

ループホームで６億５，９００万円の決算、それから大きいのが生活介護で７億６，０００万円と

いうあたりが非常に大きな３つぐらいで、あとはそのほか２０弱ぐらいの事業を足していくと二十

数億円というふうな額になるんだけれども、今、お話にあった施設入所の関係というのは先ほどの

答弁であったかと思うんですけれども、これは何か伸びみたいのがあったということなんですか、

いかがでしょうか。 

○障害者支援課長（竹井智人君） こちら、施設入所支援につきましては、実は報酬改定というの

が４月にあったんですけれども、そこで職員の給与増となるような処遇改善加算というのがあるん

ですが、こちらの見直しがありまして、こちらが利用者数にはそれほど大きな変化はないんですけ

れど、報酬改定前と後と比較しますと大体２割から３割ぐらい月の請求が増えているようなんです

ね。ですので、こちらにつきましては実績に基づいて令和７年度も同様に増えるだろうというふう

に予測して増額いたしました。 

○委員（坂巻宗男君） ちなみに施設入所支援の令和６年度なり令和５年度でもいいんですけれど

も、それと令和７年度の予算としてはどれぐらいを見込んでいるのか、その比較みたいのは出ます

か。 

○障害者支援課長（竹井智人君） こちら、施設入所支援のサービスにつきましては、令和６年度が

約９，１５４万５，０００円を計上しているんですが、令和７年度は約１億３，４８４万７，０００

円を計上しておりまして、こちらは増額が大体４，３３０万円となっております。 

○委員（坂巻宗男君） かなり令和６年度から令和７年度に向けて、さっき言った自立支援給付費

が１億円ぐらい増加しているんだけれども、その半分ぐらいが今の額に当たるのかなと思ったんで

すけれども、処遇改善に関して言うと、多分、施設の入所に限らずいろいろな施設、通所事業所等

も含めて、処遇改善などは年々、年々なされているところかなと思うんですけれども、そこまでほ

かのところでは大きくというか、著しくは増額にはならないんですか、増額要因ではあると思うん

ですけれども。 

○障害者支援課長（竹井智人君） おっしゃるとおり、大体、今回の報酬改定につきましては、処

遇改善加算がメニューが増えてたくさん請求できるようにはなっているんですね。ただ、事業者さ
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んによりましては報酬改定によって加算をどんどん取っていかないと少し下がってしまうようなと

ころも見受けられまして、そういった中で特にこの施設入所支援については今回の処遇改善加算で

上がった部分が多かったというふうに判断しております。 

○委員（坂巻宗男君） 施設の中でいろいろなケースというのがあるのだろうなと思うんですけれ

ども、当然、そこで働いている方々に対する処遇改善というふうな形になるわけなので、先ほどの

介護のほうでもお話ししましたが、人材、ここも確保というところでは非常に重要なところなので、

そういったところで各施設などが適切に国などのほうからのこういった加算の要件などをしっかり

とクリアして、そういったものが働いている方の報酬、給与にちゃんと反映されるように、その辺、

担当のほうとしてもしっかりチェックしていっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○障害者支援課長（竹井智人君） 委員のおっしゃるとおり、十分なよい介護人材を確保するため

には報酬というものはかなり大事なものだと思います。ですので、できるだけ私ども行う集団監査

であるとか集団指導の中でも、処遇改善加算等を積極的に取っていけるように周知、これからも継

続してしていきたいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） お願いしたいと思います。 

 自立支援給付費はいいんですけれども、同じといいますか、障害の方の要素でいくと例えば１７１

ページなども障害者の方の居宅生活支援事業などがあったりして、その中に福祉タクシー助成費な

どがあります。 

 これなどを見ると７９９万２，０００円というのが令和７年度なんだけれども、令和６年度

９３８万４，０００円ということで、少し減額になっているんですね。今の自立支援給付費など加

算要因としての処遇改善などはあるにせよ、障害の方々が増えているような要素がある中で、こう

いったところの個別の部分で減ってきたりするのがあると、何か、制度改正みたいなことがあって

枠組みなどが減ってしまっているのかなというふうな不安もあるんですが、この辺、例えばどうい

った形で減額になっているのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○障害者支援課長（竹井智人君） こちらは福祉タクシーにつきましては、例年予算の残額が出て

いる状況であったんですね。 

 それで、今回、全庁的になんですけれども、予算の積算というのをかなりシビアに行うようにな

りまして、少しでも削れるものについては削らなければいけないという趣旨の下に下げた次第であ

ります。 

○委員（坂巻宗男君） つまり、決算ベースで見るとここまではいかないだろうということ、制度

として、何か、使い勝手が悪くなってしまったとか、対象者が変更になってしまったとか、そうい

うことではないということでよろしいですか。 
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○障害者支援課長（竹井智人君） 委員のおっしゃるとおりです。 

○委員（坂巻宗男君） 了解しました。 

 障害の方などが外出をする、いろいろと行動するということの中で、こういったタクシーなども

重要なツールなんだと思うんですよね。だから、予算を取っていたけれども、そこまでいかなかっ

たという程度の減額は全く理解するところなんですけれども、一方で情報として、もしかすると行

き渡ってなくて、本来、使えるところなのに使ってないような方もいるのかもしれない。 

 だから、そういう意味ではしっかりといろいろ障害の方々のサービスにはこういうものがあるん

ですよというのを、改めて、これだけじゃないですけれども、ＰＲしていただきながら、障害を持

っている方々がそれこそ誰もが我孫子で安心して笑顔で暮らしていけると、そういうふうなサービ

スを充実させていっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○障害者支援課長（竹井智人君） おっしゃるとおり、制度の周知ということはとても大事なこと

だと考えております。 

 先ほど総務費の中でもありましたが、ＬＩＮＥの申請なども実はタクシー券、来年度から考えて

おりまして、少しでも利用者さんに使い勝手がいいように、たくさんの方に使っていただけるよう

にというふうに考えてのそういった制度の改修とか改正でございます。ですので、一つ一つ周知し

やすいように使いやすいような制度にしていきたいと考えておりますので、そのように努めていき

たいと思います。 

○委員（内田美恵子君） 説明資料３５ページの会計年度任用職員人件費１５１万３，０００円に

ついてお尋ねします。 

 この予算ですけれども、経済的に自立した生活を目指すため、生活困窮者や生活保護受給者に対

して家計管理や債務管理、貸付けのあっせんなど、家計改善に向けた相談支援を行う職員の人件費

ということだと思うんですけれども、会計年度任用職員の応募要件というのはあるのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） こちらは福祉の相談業務の経験者というところが要件になって

おりまして、こちらは政策で挙げてはいるんですけれども、経常で既に社会福祉課のほうで登録、

働いている会計年度さんのほうで、今回、この事業を担当していただくというような形で実施する

予定になっております。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、そちらにこの人件費は回すということですか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 今、社会福祉課の生活相談係のほうで生活困窮者自立支援制度

の様々な事業の相談を各担当に割り振って実施している中で、今回、新たに家計改善支援事業を開

始するに当たって担当を１つ割り当てさせていただくというような形で進めていく予定です。 

○委員（内田美恵子君） 担当は社会福祉課ということですね。分かりました。 

 それで、注釈のところに財源の国の支出金は自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支
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援事業の一体実施補助金と書かれているんですが、この３つの事業をパックというか一体的に実施

した場合に限りこの補助金が活用できるという認識でよろしいのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 委員、おっしゃるとおりで、こちらの事業は綿密に連携して行

っていくことで初めて効果が現れるものになっておりますので、国のほうでこういった一体的な事

業ということで補助金の項目が示されているというような状況です。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、これまでの生活困窮者自立支援法という法律に基づいて社

会福祉課のところでいろいろな事業を今までやってくださっていましたけれども、それと連携しな

がらということもあるのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 我孫子市のほうでは、自立相談支援事業のほうは市の直営で行

っておりますので、もともと、いろいろな事業は密に連携を取って各担当が相談をしながら支援を

行っているような状況ですので、今回、家計改善支援事業につきましても、以前より家計の相談と

いうのも多々ありましたので、具体的な手法、援助技術を用いまして支援を行っていくというよう

な形で考えております。 

○委員（内田美恵子君） 関連が深いので、同じ説明資料３５ページの下段のセーフティネット対

策事業４８９万９，０００円について続けてお尋ねしたいと思うんですが、生活習慣形成の指導、

訓練、就労体験支援、転職活動に向けた知識の習得などの就労に向けた準備支援を令和７年１０月

１日から行うということで支援事業委託料が計上されているのですが、これはどこに委託するので

しょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） こちらのほうの事業は市内の障害者就労移行支援事業所、障害

者福祉の事業を行っている事業所のほうに委託のほうを考えております。 

○委員（内田美恵子君） これは、次年度、初めて実施される事業だと思うんですけれども、受託

する事業者には就労に向けた準備支援のノウハウというのは持っていると考えてよろしいのですか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 障害者就労移行支援事業所のほうにつきましては、障害者を対

象にそういった就労以前のいろいろな準備を個々の障害に応じて対応をしてくださっておりますの

で、今回、我々のほうの就労準備支援事業につきましては、障害の認定を受けていない方でも、な

かなか日常生活で生活しづらかったりとか、そういった方も多く想定されますので、そういったノ

ウハウがある事業所ということでこちらの委託のほうは、その事業所のほうに委託できればなとい

うふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） それで、就労に向けた準備支援を行う対象者の数というのはどのぐらい

なのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 私たちの生活困窮者の相談につきましては、相談者の同意があ

って支援者がそれに基づいて相談を進めていくというような形を取っております。初年度の想定人



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

101 

数としては５名程度を想定して事業のほうを進められればなというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） これはとてもいい事業だと思うんですけれども、就労に向けた準備支援

を行った後、具体的な就労につなげていかないと意味が半減するのかなと思うのですが、その辺は

どういうふうに考えているのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 当課のほうで、今、実施している事業の中で就労支援事業とち

ょっと名前が似ている事業なんですけれども、実際、既存の雇用施策、ハローワークへの相談です

とか訓練の紹介とか、そういったことを実施しておりますので、こちらの就労準備支援事業のほう

を終えた方が次の段階として就労支援事業へつないだり、中には障害者手帳の取得というような方

もいらっしゃる可能性もありますので、その場合には福祉就労のほうにつないでいくというような

ことで、課内でも、あとは関係課とも連携して支援していければなというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） この就労準備支援を行い、就労につながっていくように、ぜひ、してい

ただきたいと思います。それでないと経済的な自立とか、精神的にもそうですけれども、自立とい

うことになかなかつながらないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時３４分休憩 

─────── 
午後２時３５分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（芹澤正子君） ３５ページの上と下と関連なんですけれども、国の支出金は３分の２で、

上も下も３分の２で、一般財源から市はその３分の１を負担して、これからしばらくそういう人た

ちに向けて前向きの政策が動いていくわけですけれども、下のほうについては５人程度を想定して

いますという資料を頂いたのですが、生活困窮者と生活保護受給者の中でその５人はどうやって選

びますか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） 現在も実施しています生活困窮者の相談のほうの事業を行って

いるんですけれども、そちらのほうの相談の支援対象者であったり、あと、生活保護のほうで支援

を行っている方もおりますので、その中でこの事業を受けることによって少しでも自立であったり

とか、何かしらの成果だったりとかを見込める方を相談の中から見つけ出して、その方にこういっ

た制度があるけれども、利用してみないか、というような形で御案内していければなというふうに

考えております。 

○委員（芹澤正子君） そうすると、今度、下のほうの引き受ける人の委託事業者を選定し、１０

月１日からという半年間の予算ですけれども、半年で４８９万９，０００円ということは、月額に

するとそんなに多くないわけですよね、月額で８０万円ぐらいで、半年で何人の人がそこに携わっ
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て、その５人の人にどんなことをすることを想定されていますでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） まず、担当する人員につきましては１名で予算のほうは積算い

たしました。実際の内容としては、対象となる方の状況にもよりまして、例えば引き籠もっている

方に関しては自宅訪問から始まるかと思います。また、なかなか家から出られなかった方が出てこ

られるようになった場合には定時の通所であったり、通所の場での作業であったり、グループワー

クだったり、他者とのコミュニケーションを取るような内容ですとか、そういった内容を考えて予

算のほうは積算しております。 

○委員（芹澤正子君） 委託先が市内の障害者就労者支援事業所みたいなノウハウを持っている人

がこれを受託して、そこに例えば引き籠もっていたらその人を外まで連れ出して、いろいろ教えて、

何とか就労につなげようというのがこの取組だろうと思うんですが、これ以外の方法は、例えば市

の職員が同じことをやることは無理だったのでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小池晋君） いろいろ事業実施についてはやり方は検討をさせていただきま

して、市の職員のほうが、実際、行っている相談も今ありますので、たとえ、人員を増とした場合

でも、ノウハウがある事業所のほうに委託することで効果があるというような判断がありまして、

今回、市の直営ではなく委託というような手法を考えさせていただきました。 

○委員（芹澤正子君） 少しの人数でも少しずつでも社会復帰がうまくいくようにどうぞよろしく

お願いいたします。 

 終わります。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後２時３９分休憩 

─────── 
午後２時５０分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら、あらき園とこども発達センターの給食の関係なので、

１８３ページ、資料が３４ページがいいかなと思うんですけれども。３４ページの資料で見ますと

こども発達センターの給食をあらき園厨房で調理し運搬するため厨房の改修、渡り廊下の設置工事

を行うということで、この工事費が出たりしているんですけれども、まず、こども発達センターの

給食をあらき園で調理をするということについて、どういった形で行われるのか、お聞かせくださ

い。 

○あらき園長（小笠原雅夫君） 現在、こども発達センターの給食については障害者福祉センター

から給食をつくって搬入しているところです。障害者福祉センターの老朽化に伴いまして、あらき

園の厨房で調理した給食を今度はこども発達センターに運搬しようということで計画を練っていま
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す。 

○委員（坂巻宗男君） 今回、その工事費などが盛り込まれているんですけれども、スケジュール

的には、いつ頃からあらき園でこども発達センターの給食を調理するような形になってくるのです

か。 

○あらき園長（小笠原雅夫君） ８月から１０月にかけて工事をしまして、令和８年４月から、あ

らき園からこども発達センターへの給食のルートを確立したいと思っています。 

○委員（坂巻宗男君） 工事自体は令和７年の８月から１０月だけれども、給食の業務は令和８年

の４月ということでよろしいわけですか。 

○あらき園長（小笠原雅夫君） そのとおりです。 

○委員（坂巻宗男君） 今、あらき園の厨房でつくられている給食というのは、一般的に言えば高

校といいますか特別支援学校などを出られた方、１８歳以上の方が基本的には通所されていてとい

うところの給食だと思うんですね。こども発達センターは未就学児が中心ですよね。だから、かな

り年齢層が違う給食になるんじゃないかと思うんですけれども、そういったものをあらき園の厨房

で一体的につくるということは、特段、問題ないのか、その辺はいかがなのでしょうか。 

○こども発達センター所長（三澤由紀子君） 今も栄養士のほうはこども発達センターとあらき園

の給食を兼務して献立を立てております。今、調理のほうは委託業務が入っているんですけれども、

入っているその業者が続くかどうかは入札なので、分からないのですが、今いる委託業者のほうに

も確認をしたところ、献立の工夫をすれば食材の大きさとかは違うかもしれないけれども、可能だ

というお話を伺えていますので、大丈夫だと思われます。 

○委員（坂巻宗男君） 栄養士の方がいらっしゃってということなので、大丈夫なのかなとも思う

けれども、とはいえ、対象の年齢層がかなり異なってくるので、同じ厨房で大丈夫なのかなと思う

んですよね。 

 あらき園で給食調理費を予算として取っていますよね。こども発達センターでも取っていますよ

ね。これは例えば令和８年度からはどういうふうな形になるのですか、これはあらき園のほうで一

括して取るのか、それとも、それぞれ別々に取ってあらき園の厨房で調理は一つにするということ

なのか、その辺はいかがなのですか。 

○こども発達センター所長（三澤由紀子君） まだ、そこまで深くは詰めてはいないところなんで

すが、多分、予算上は別々に賄い材料費を取らせていただいて、一つの厨房でつくるような形にな

るのかなというふうに思っていますが、そこはこれからきちんと詰めていきたいなというふうに思

っています。 

○委員（坂巻宗男君） 予算を見ますと、令和７年度であらき園で給食で１，５００万円ぐらいの

委託費ですよね。こども発達センターで１，１００万円ぐらいの委託費を取っているんですよね。 
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 だから、私は令和７年度中から始まるのかなと思ったので、その辺、どういうことなのかなと思

ったんだけれども、令和８年度ということからだから令和７年度に関しては、当然、別々でもそれ

は問題ないのかもしれないんですけれども、その辺、精査をしっかりとしていただいて、繰り返し

なんですが、何よりも対象の方々の給食というものが皆さんに合ったメニュー、献立になるように

していかないといけないとは思うので、令和７年度の中でしっかりとそこら辺は詰めていただいて

対応していっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○こども発達センター所長（三澤由紀子君） おっしゃるとおり、年齢構成が違うと栄養の量とか

も違いますし、食べる大きさであったりとか飲み込みの仕方であったりとかというあたりも違いま

すので、そこはきちんと栄養士と子どもに直接、関わる支援員とも話をしながらしっかりと見てい

きたいと思っております。 

○委員（内田美恵子君） 説明資料の３６ページ、子ども・子育て支援事業１万２，０００円につ

いてお尋ねします。 

 この事業は公立保育園３園で妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援を行う、いわゆる利用者

支援事業を行うに当たり、千葉県子育て支援員研修というものを行うと、そして、その旅費として

９，０００円計上されていますが、内訳を見ると３人というふうになっているのですが、これは１

園に１人の参加を見ているということでよろしいのでしょうか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） おっしゃるとおり１園１人ずつの参加となっております。 

○委員（内田美恵子君） この事業の財源内訳を見ると国と県の補助金だけなんですが、この事業

は、そもそも国の子育て支援法関係の事業だと見ていいのでしょうか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 委員、おっしゃるとおりです。 

○委員（内田美恵子君） この事業そのものはどこで発案されて、国のほうで発案されたのか、そ

れを通して県で発案されたのか、どちらなのでしょうか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 国で発案されたものになります。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 それで、妊産婦や子育て世帯、子どもへの相談支援を行う利用者支援事業は基本型というふうに

ここに説明に書かれているのですが、基本型のほかにこの事業はあるのでしょうか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 基本型のほかに特定型というものがあります。 

○委員（内田美恵子君） それを説明していただけますか。 

○保育課長（石山達也君） 基本型というのは、現在、既にやっているんですけれども、子育て支

援センターで行っております。子育て支援センターだったり保育園のような利用者さんが直接、来

て利用しているような施設で行うのが基本型なんですね。特定型というのが、今、保育課で、実際、

やっているんですけれども、保育課のほうの自治体の担当課というか所管課のほうで行うのが特定
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型になります。 

○委員（内田美恵子君） この基本型は、今回、初めて事業として行われるということだと思うん

ですけれども、その他のほうについては既に我孫子市は実施しているという認識でよろしいのです

か。 

○保育課長（石山達也君） 基本型も特定型も、今、現在、行っております。保育園でやっていな

いだけで子育て支援センターで基本型、特定型は保育課のほうで行っておりまして、来年度、令和

７年度から公立保育園３園で実施すると、だから少し広げる感じですね。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 それでは、今までやっていた市の相談事業と、これからどのような関係性を持って進めていこう

とお考えになっているのか、お聞かせください。 

○保育課長（石山達也君） これまでも保育園のほうでマイ保育園事業だったり園庭開放だったり、

利用者さんというか、一般市民の方がいらっしゃって行う事業をやっていたんですけれども、それ

をまた利用者支援事業というところで相談をもっと深く受けられるようにというところで、あとは

子育て支援センターとも連携を取りながら行っていく目的でやっていきます。 

○委員（内田美恵子君） 市としては子育て支援に、大変、力を入れていますので、相談する場所

が広がっていけば市民も助かると思いますので、ぜひ、連携を密にして相談事業を行っていただき

たいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（木村得道君） 説明資料３７ページなので、予算書が２０１になるのかな、私立保育園の

業務のＩＣＴ化を行うためシステム導入費の補助ということなんですけれども、この対象となるよ

うな施設、あと、この目的について、再度、御確認させてください。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 対象となるのは保育園等になるんですけれども、内容につきまして

はＩＣＴ化を行うためのシステム導入ということで、保育に関する計画とか記録に関する機能だっ

たりとか園児の登降園の管理であったり保護者との連絡に関する機能、そのようなものを導入する

ようなシステムという形になります。 

○委員（木村得道君） 令和７年度に実施をするような保育園というのは今のところ見えている、

担当課としては１園の予算計上ですけれども、一応、計画は見えているのですか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 保育園のほうに希望を確認しましたところ、現時点では１園からそ

のような希望が上がっております。 

○委員（木村得道君） 今、ＩＣＴ化が進んでいますけれども、これから、また、新年度１園とい

うことで、これからも場合によっては令和８年度も含めて進んでいくと思うのですけれども、その

都度、こういったものは補助金として国がどう考えているかあれですけれども、当然、こういった
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国からの補助金も活用してという考え方で、これからも、適宜、進めていくという認識でいいでし

ょうか。 

○保育課主幹（石崎宣生君） 今後もまだ導入していない保育園につきましては希望を取りまして、

希望があればこの補助金が続く限りは続けていくような形になります。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 逆に既にＩＣＴ化を進めているような私立保育園とか、場合によっては認定こども園もなるのか

と、そういったところは既に我孫子市で何園ぐらいあるのですか。 

○保育課長（石山達也君） 私立保育園で１４園、認定こども園で４園、小規模保育事業所で２園

あります。ただ、いろいろなメニューが、毎年、変わってきたりしますので、現在、導入していて

もまたそれが活用できるようであれば導入している園でも導入を、また、再導入というところでし

ていく可能性はあります。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 いずれにしても確かにシステムとか、いろいろ変わってくると思うので、この補助金を活用して

いただいて、これからも進めていただければと思います。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたら、１６７ページで民生費の最初の頃の議論に戻ってしまう

部分もあるんですけれども、病院及び行旅死亡人取扱事業ということで２５４万６，０００円の予

算が計上されていて、これは令和６年度が１０３万６，０００円ということだったので、倍以上の、

額としてはそんな大きいわけではないんですけれども、伸びを見せている案件になっていて、最初

の頃のいわゆるセーフティネットのところの御答弁でも少し出てきたりしたところではあるんです

けれども、いわゆる身寄りのない方などが亡くなられたりしたときの事務というふうなことかなと

思っているのですが、この辺、まず、この事業の概要からお聞かせいただけますでしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小島武史君） まず、行旅死亡人なんですが、身元不明の方というか警察の

ほうから連絡が来まして、そういう連絡があった場合に市のほうで引き取って火葬するという業務

なんですが、最近、多いのが住所も全部分かっている、身元不明ではない、だけれども、高齢者の

方がひとり暮らしで親族もいない、また、いたとしても疎遠になっていて連絡しても引取りはでき

ませんといったケースが増えているので、行旅死亡人というよりも墓地埋葬法という別の法律なん

ですが、そういう方が増えていまして、そういう方を市のほうで引き取り火葬しているような業務

になります。 

○委員（坂巻宗男君） ここの項目にもあるように、病気の方と亡くなった方というふうになって

いるわけなんですけれども、これはそうすると基本的には亡くなられた方に対しての事務としてほ

とんど支出されているというふうに考えてよろしいですか。 

○社会福祉課長補佐（小島武史君） 亡くなった方に対して引取りがないという方を市のほうで火
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葬している業務であります。 

○委員（坂巻宗男君） これも大変なお仕事だなと思うんですけれども、これはいわゆる病気で病

院などで亡くなられて、先ほど言われたようにその場合身元などはある程度分かっている、だけれ

ども、引取り手がないからこの事務を行うというケースと、例えば御自宅などで亡くなられて、い

わゆる孤独死のような形で後々発見されるというケースもあろうかと思うんですけれども、これは

どちらのほうのケースが多いということはあるんですか。そんなに年によってそういった別に特徴

とかがあるわけじゃなくてということなのか、その辺はあったりしますか。 

○社会福祉課長補佐（小島武史君） 以前は自宅で亡くなって後から発見されてというようなケー

スが多かったのですが、ここ数年前から病院で亡くなられて病院の関係者の方も、結局、連絡する

方がいないとか、連絡が取れないとかというようなところも、最近、増えています。 

○委員（坂巻宗男君） そうなってくると、これはある意味では減らしようがないようなところも

あろうかなと思うんですよね。孤独死のようなことで御自宅で亡くなられてしまう、そういう方を

いかに早くそうならないようにやっていくかということで、先ほどのセーフティネットの今回から

社協のほうで行う事業なども出てくるかなと思ったりもするんですけれども、そういったところだ

けじゃなくて、今のこの社会状況の中で先ほどもありました核家族とかひとり暮らしの高齢者がと

にかく増えてきて、かつ身寄りというか引取り手がいない方が出てきているから、病院で亡くなら

れてもこの事務が出てきてしまうことだというふうに受けました。 

 こういったケースというのは、これは年々増えてきているというふうなことに、今、なっている

のか、あるいは例えば経済状況などで変わってきたりということがあるのか、その辺はいかがなの

でしょうか。 

○社会福祉課長補佐（小島武史君） 数年前は多くても年間４件、５件ぐらいでした。ただ、ここ

数年で昨年が１６件、１５件ほどありまして、現在は既に２０件ほどになっていますので、年々増

えているという状況になります。 

○委員（坂巻宗男君） 了解しました。 

 繰り返しになるのですが、これも亡くなられた方のその後の話を市として職員の方々が詰めてい

って委託をしていくということではあろうかなと思うのですが、これはいわゆる委託事業にもなる

んですよね。委託料ですよね。行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料ということで、これはしっかり

と委託先というか、そういった事務をやっていただける事業者の方というのはあるわけですか。 

○社会福祉課長補佐（小島武史君） こちらについては葬儀会社のほうに毎年見積り合わせをしま

して、そちらで一番安価な市内の葬儀会社になるのですけれども、そちらに１年間という形で契約

して委託しています。 

○委員（坂巻宗男君） 分かりました。 
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 繰り返しになるのですけれども、これが病院などじゃなくて、御自宅で何のサービスも受けられ

ずに亡くなられてしまうというようなケースがあるのであれば、一刻も早くそういうところは解消

していただくように福祉部門でいろいろなサービスを届かせ、目を届かせていただいて対応してい

ただければと思いますし、そうではなくて今の社会状況の中で病気などで亡くなられても身寄りが

ないということで対応していくというふうなことであると、この予算というのはある意味では粛々

と執行していかざるを得ないのかなというふうには思いますけれども、大変な事務だと思うのです

が、これからもこれが伸びていくことは想定されるのかなというに思いますので、その辺、事業者

の方などともいろいろ協議、あるいは病院など、警察などと連携していただきながら今後も対応し

ていただきたいというふうに思います。 

 これは答弁は結構です。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後３時１３分休憩 

─────── 
午後３時１３分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 民生費に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後３時１４分休憩 

─────── 
午後３時１８分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 これより歳出のうち衛生費、農林水産業費、商工費に対する質疑を許します。 

○委員（岩井康君） 予算書の２２１ページ、資料の４２ページです。 

 救急医療整備事業についてお伺いいたします。 

 この事業内容を見てみますと、市内西側に小児を専門に診察する診療所の開設者に対してとなっ

ているのですが、まず、質問の１つ目は市内西側に限定した理由についてお知らせください。 

○健康づくり支援課長補佐（村田真友美君） 我孫子市内の小児科につきましては、ここのところ

閉院ですとか診療の縮小などが続いておりまして、お子さんの居住しているエリアのほうを考えま

して、そちらと小児科の所在地のほうを照合したときに、まず、西側のほうに小児科のほうを開業
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していただきたいというふうに考えまして、西側を限定したものでございます。 

○委員（岩井康君） そうしますと、西側が例えば開設できた後、状況によっては東側も検討する

ということになるのでしょうか。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 東側の開設については、まだ、検討していない段階で、

今、西側のほうが開設を急いでいるという状況になりますので、開設してみて予約状況と、今の小

児科、市内は午前中に受診しますと会計が昼過ぎになるというような、かなり逼迫している状況に

なりますので、そこの受診者の状況を見ながら検討していきたいというふうに考えています。 

○委員（岩井康君） 我孫子の地形からいって東西に長いですよね。そうですから、例えば小さい

お子さんが発病した場合に東の一番端っこから西へ移動するとなると大変なことになるんじゃない

かなと思って、それでお伺いしているわけなんですけれども。それともう一方では今、柏に委託し

ていますよね。柏と契約をしているといいますか、そういうこともありますので、どういうテンポ

で西側に開設をする、時間的な問題等々についてもお知らせいただきたいと思います。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） まず、１点目としましては、東側につきましては市内で

かなり従事していただいている５０代の先生がいらっしゃいますので、そちらに、まず、あるとい

う点で西側という形にしているのが現状です。私たちが、今、整備をしているのは一次医療の体制

の整備という形になりますので、予防接種や検診、発熱したときの受診という形でかかれる医療機

関を整備するということが目的になっています。 

 今、御質問にありました柏市との契約につきましては、二次医療救急という形の契約になります

ので、救急車で搬送された場合の協定を柏市と結ばせていただいているというふうになります。 

○委員（岩井康君） それと、２つ目なのですが、加算というふうになっていますね。我孫子駅、

天王台駅付近に開業した場合の加算５００万円になっていますけれども、この理由について説明し

てください。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 先ほども御質問の中にもありましたが、小さいお子さん

を抱えて遠くから通うというのは大変ということで、駅近のほうがかかりやすいということの利点

もあるということで、あと、そちらのほうがかかりやすさというところのお母様たちの要望もあり

ますので、そういう点でそちらを重点地区として５００万円の加算をつけさせていただいています。 

○委員（岩井康君） 今の説明に例えば地価の問題でありますとか、そういった問題等もあるのか

なと思うのですが、そのあたりはいかがですか。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 駅近というところでは家賃、もしくは賃料が高くなると

いうことも想定してそのような形にはしております。 

○委員（内田美恵子君） 同じくこの事業についてなのですが、令和６年度にも予算計上されてい

たと思うんですけれども、問合せはあったと聞いているのですが、開業に至らなかった理由を教え
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てください。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 開業に至らなかった点の事業主のほうの聞取りについて

は、希望の広さの診療所が確保できない、もしくは駐車場が確保できない、あとは医療法人なので、

ほかのクリニックを近隣市、隣の市に何個か持っているので、競合するため開設できないというよ

うな回答でありました。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 それで、説明のほうに開業促進と事業継続を支援する補助事業を行うと書かれているのですが、

この事業は新規開業に対しての補助事業で、既に開業している診療所の事業継続のための補助事業

はないと理解してよろしいのでしょうか。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） まず、クリニックの開業につきましては、新規の開業と

いうところがございます。あと、現在、診療している医療法人におかれまして、例えば内科を標榜

している先生が新たに小児科の先生を雇って採用した小児科を標榜した場合は５００万円という形

での要綱を制定しております。 

 こちらは開業しました後、継続的に我孫子市にいていただきたいということで、事業継続のため

に２年目から５年目まで１回につき１００万円を加算する予定になっております。 

○委員（内田美恵子君） 全国的に小児科不足と言われていると思うのですけれども、子育て支援

を標榜しているわけですから、何とかこの事業を進めていただきたいと思いますが、見込みという

か令和７年度に開業できるような見込みはあるのでしょうか、市として。 

○健康づくり支援課長（根本久美子君） 今、調整しているというか、コンタクトを取っている先

生につきましては、我孫子市に以前居住したこともあるという形でＪＡ取手総合医療センターのほ

うで従事していた先生が興味を示していただいて、令和８年４月１日ぐらいであれば開業ができる

のではないかということでお話をいただいていますので、令和８年４月１日開業ですと令和７年度

の予算で執行という形になります。 

 あと、あまり問合せ等も、昨今、少なくなってきていますので、開業するための先生たちという

のは製薬会社さんなどによくアドバイスをもらったりとかしますので、製薬会社さんのほうにも市

のチラシ等をお配りして、開業の相談があった場合は、ぜひ、案内してくださいということでお願

いをしているところです。 

○委員（内田美恵子君） 今のお話を聞いて、ぜひ、何とか開業にこぎ着けていただければいいな

と思います。よろしくお願いします。 

○委員（坂巻宗男君） そうしましたらページが２３７で資料４３の資源化施設の整備事業、これ

については本会議でも御質問しましたし、あと、勉強会なども委員会などで行っているところなの

で、繰り返しにはなるのですけれども、今後の我孫子市の財政的な意味でもかなり大きな意味合い
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を持つ事業なので、何点か質問をと思うのですが、今回の予算は資料で見れば４億１，８４６万

４，０００円ということで、メインはいわゆる旧クリーンセンターの解体という部分になっていき

ます。 

 これをおおむね２年程度かけて解体をして、その後に新しいリサイクルセンターを整備しようと

いうふうな形になるわけなんですけれども、まず、令和７年度、ここにも書かれているのですが、

概略としてどういった事業を行おうとしているのか、お聞かせください。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 令和７年度につきましては、まず、解体工事ということ

で、現在の予定としては年度途中、７月からの工事の開始を実施しております。内容としましては、

旧クリーンセンターの解体工事が足かけ３年で実施する予定ではいるのですけれども、まずはその

解体工事となっております。そして、併せて工事監理業務委託も発注させていただく予定となって

おります。 

 そして、リサイクルセンターの整備運営事業発注支援業務委託料ということで、リサイクルセン

ターを整備するための事業者選定に向けた準備を進めていきたいというふうに考えております。 

○委員（坂巻宗男君） このクリーンセンターの解体事業は、ある意味ではこのスケジュールで進

むのかなと思うのですが、この解体工事、これについては現状どういった形で事業者選定等々行わ

れてこの７月からという形になっているのか、お聞かせください。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 先日、１月３１日に入札の公告をいたしまして、そちら

につきましては、事業者の決定は予定どおりいけば年度末までには決定する予定にはなっておりま

して、その後に工事の議決を得る必要がありますので、事業者が決まった場合は６月議会で本契約

を締結させていただいて事業に着手させていただきたいというふうに考えております。 

○委員（坂巻宗男君） １月３１日に入札があったということなのですが、今の時点で何者かとい

うのは出せますか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 繰り返し申し上げますが、１月３１日付で公告をいたし

まして、開札自体はこれから実施されますので、まだ、事業者は分からない状況となっております。 

○委員（坂巻宗男君） 失礼しました。まだ、これからなんですね。了解です。 

 これも繰り返しなのですが、複数者があるということは我々常に言っていること、一方では今の

この社会状況の中でなかなか応札が現れなくて入札が流れてしまうというか、そういったこともあ

ったりしますので、その辺も注視しなくちゃいけないのかなと思っていますが、しっかりと決まっ

て６月議会で契約案件が議決をされ、７月から予定どおりいくように願っておりますけれども、一

方で事業者選定のための支援業務の委託料というものも２，４００万円ぐらいの予算がある。だけ

れども、これに関しては当然リサイクルセンターというものをどうするかというところが見えてこ

ないと、ここは動けないのかなと思うんですけれども、今後、３月議会が終わった後にも、また、
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所管の委員会などでは勉強会なども開催してというふうな話も聞いております。この選定業務など

については、現在、どういうふうなスケジュール感を持っているのか、お聞かせください。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 発注支援業務につきましては、メインが事業者選定の委

員会を開催いたしまして、その中で仕様書となります要求水準書の作成が令和７年度のメインで継

続費を設定させていただく予定ですので、令和８年度に事業者選定を行う予定でいるのですが、お

っしゃるとおり整備規模の選定が改めて、今年度、概算を出したときに想定以上の金額となりまし

たので、そこの見直しを含めた上で庁内でその財源等の調整を含めて決定させていただきたいので、

そこにつきましては、本来、もともとの予定では４月入札で事務手続を進める予定だったんですけ

れども、年度末までには我々としては方針を固めていきたいと思いますので、少なくとも数か月は

発注が遅れる可能性はあるのですけれども、場合によっては整備規模がかなり変わる場合であれば、

見直しを含めて、さらにもう少しスケジュールが遅れる可能性はございます。 

○委員（坂巻宗男君） 今、年度末とおっしゃったのは、令和６年度末である程度の方針は立てて

事業者の選定などのほうに進んでいきたいと、こういう考え方でよろしいですか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 今議会が終わった後に庁内のほうで方針は決定させてい

ただく予定で考えております。 

○委員（坂巻宗男君） 分かりました。 

 今、方針がなかなか決められないことの一番大きな要因は、結局、算定をもう一度出した結果、

税抜きで８８億円ぐらいですか、ですから税込みにすれば１００億円近い額と言っていいんじゃな

いかと思うんですが、ぐらいのどうも財政規模にこの事業がなってしまいそうだというところなわ

けですね。だから、これは想定よりもかなり上振れしてしまった。 

 これは勉強会でも確認して、なかなかそこはまだ出せないというところではあったし、今もそう

いう答弁かもしれないんですけれども、これをどれぐらいの財政規模ぐらいに絞っていくのか、も

ちろん、財政規模ありきではないとは思うんですよね。リサイクルセンターだから、我孫子市のリ

サイクルセンターとしてどういった機能がふさわしいのかというのも、一方では、当然、重要な議

論になるし、そこでの予算との折り合いということにはなるんだけれども、どうなんですか、その

辺で現時点でリサイクルセンターのありようと概算費用などでお答えできるようなところがあるの

か、お聞かせいただけますでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 詳細につきましては、今議会後に庁内で、まず、財政と

企画部局と協議させていただくんですけれども、基本的には整備費用だけでなくその後の運営も見

据えた期間、トータルの費用比較につきまして、交付税措置、あとは起債の償還、元利償還に対す

る交付税措置であるとか交付金であるとか、トータルの歳入歳出を比較して、短期的には支出が増

えるときは基金で賄えるのかとか、あとは年間にならした額になるときに例えば今よりも支出が年
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間どれぐらい増えるのか、それであれば例えば全体になりますけれども、市の財政の中でやりくり

してできるのか、できないのか、そのあたりの詳細を詰めていきたいというふうに考えております。 

○委員（坂巻宗男君） 今の時点でなかなか出せないという部分もあろうかなと、まさに議会中で

なかなか庁内協議というところも調わないということかなと思うんですけれども、一方では事業の

スケジュールなどを見ますと、リサイクルセンターの整備工事としては令和９年度、令和１０年度、

令和１１年度にかけて行ってというふうにまずスケジュールはあるんですが、ここは基本的にはず

らさない形でいきたいというふうな考え方ですか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 基本的には循環型社会形成推進交付金という環境省の交

付金がございまして、その申請に当たりましては地域計画というものを立てております。その地域

計画の期間中では、今、令和９年度から令和１１年度までを国のほうには申請させていただいてい

るので、なるべくそこは死守していきたいところではあるのですが、当然、先ほどもお話ししたと

おり少し遅れている状況がありますので、そこは柔軟に、場合によっては工期も急がせてしまうと

なかなか厳しい部分もありますし、週休２日制の導入もありますので、そこは余裕を持つことも必

要であるというふうには考えております。 

○委員（坂巻宗男君） なかなか難しい、この今の特に物価高というところが大きく影響している

部分もあるかなと思うんですけれども、これがかなり急激な勢いで伸びているので、今までの数年

前の概算費用と、随分、変わってしまったというふうなことが大きな今の変更要因と言えばいいの

かな、まだ、変更とは言えないけれども、現状につながっているのかなというふうには思っていま

す。 

 そういう中で今後もこの議会後にすぐにまた庁内で協議して、また、恐らくは環境都市常任委員

会などにも案を示していただくということになると思いますので、ぜひ、その辺、適切に庁内で協

議していただいて、我々議会のほうにも速やかにその辺の状況を出していただいて、我孫子市のい

わゆる焼却炉に関しては本当にいい形で工事が進んで、今、稼働もうまくいっているというふうな

形で、ごみの処理が当たり前に行われているということのすばらしさと言えばいいのかな、すごさ

というかな、そういうことは日常的に気づかないけれども、すばらしいことだと思うんですよね。 

 それで、それこそ、今、リチウム電池なんかで火災でほかの地域で起きたりするとごみが出せな

いというところで大変な思いをして、日常的に普通に回っていることがどれだけすごいことかとい

うのを変な意味で認識しちゃったりすることもあるんだけれども、そういう意味で焼却炉に関して

は非常にいい形で我孫子市は事業を進めてきましたから、このリサイクルセンターについても、今、

難しい状況はあるかもしれないんですが、いろいろと庁内で工夫などもしていただいて、できれば

スケジュールどおりに、いいリサイクルセンターができて、我孫子というのはごみ行政というのは

県内あるいは全国にも聞こえたまちであります。環境のまちというところの、もちろん、手賀沼が
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あるというのは一番大きな要因でもあるんだけれども、ごみのリサイクルが昭和５０年代から続け

られてきた先進事例のまちとして、そういう意味での注目度も高いまちでありますから、ぜひ、そ

ういった意味での伝統なんかも引き継ぎながらいい施設ができるようにしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後、部長のほうから御答弁お願いできればと思います。 

○環境経済部長（山本康樹君） 先ほど担当からも説明ありましたけれども、当初、フルスペック

で２年前に粗大ごみから空き瓶、缶、ペットボトル、プラスチックと全て含んだ形でやっていこう

ということは、一応、決定したのですけれども、この２年の物価の高騰はちょっと予想ができなか

ったということもありますし、５０億円が１００億円になったときに、このままで突き進むという

のは私どもとしても難しいのではないかというところで、慎重に判断するという意味も含めて、今

後、協議するという形を取らせいただいています。 

 新しいクリーンセンターのほうも議会でもたくさん意見を頂戴して、皆さんと協議を重ねて、今、

無事に運行できていますので、リサイクルセンターについても議会のほうと協議をしながら、いい

ものをつくっていきたいというふうに思っています。 

○委員（岩井康君） 関連で質問させていただきます。 

 これまでも出たとは思うんですけれども、この説明の中にも土壌汚染に対する対応が書かれてい

るのですけれども、土壌汚染の程度はどの程度なのですか、それを、まず、お知らせください。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 旧クリーンセンターを解体するに際しまして、土壌汚染

対策をする必要があるかどうかということで土壌汚染の状況調査をさせていただきまして、その中

で１０メートルメッシュで区切った中での１か所にヒ素という物質が確認されました。それは、地

中、大体四、五メートルとか、そういった深さの中に１か所だけ確認されたものがありますので、

それを取り除く工事を予定しております。 

○委員（岩井康君） ヒ素というのは、これまでも、たしか報告があったと思うのですけれども、

旧クリーンセンター解体工事及び土壌汚染対策工事費の中に３億８，２４６万１，０００円となっ

ていますが、そのうちの土壌汚染対策工事の費用としてはどのぐらいになるのですか。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後３時４３分休憩 

─────── 
午後３時４３分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 申し訳ないですけれども、今、詳細な資料を用意してな

いのですけれども、金額としては数千万円程度を予定しております。ただ、まだ、設計の金額です
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ので、実際に落札した金額というのは、また、変わってくるものと思われます。 

○委員（岩井康君） 分かりました。 

 では、明らかになったところでお知らせください。よろしくお願いします。 

○委員（内田美恵子君） 私は関連しているのですけれども、別のところから入ります。 

 予算書２３０ページ、説明資料４２ページ、非常勤特別職員人件費、この予算ですけれども、リ

サイクルセンターの整備運営事業者選定委員会の委員報酬ということなのですけれども、令和７年

度中に選定委員会が開催されるめどはあるのでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 先ほどの坂巻委員への答弁をさせていただいたとおり、

今の時点では整備規模を決定して、その上でどのように動くかによって事業のスタートが変わって

しまいますので、それによって、一応、予定としては令和７年度には３回程度を予定しているんで

すけれども、その回数は変わってくるものと思われます。 

○委員（内田美恵子君） 勉強会で私も参加させていただいたんですけれども、概算事業費が１．７

倍から２倍になって、税込みで約９７億円ということで、リサイクルセンターの規模をフルスペッ

クにするか改めて検討するという今も説明があったんですけれども、そうすると、まだ、規模も決

まっていない。規模が決まらないとこの先何も決まらないわけですね。そういう状況の中で、選定

委員会を例えば開いたとすれば何を話し合うのかなと思いますけれども、その辺はいかがでしょう

か。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 整備規模が決まり次第、発注というふうに考えておりま

すので、決まらない中での開催ですと外部の委員さんも呼ぶ予定なんですけれども、専門家の方の

御意見頂く上で何も決まってない中、議論はできないものですので、内容が決定してから発注支援

事業も進めていきたいというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） それで、令和７年度予算に計上したというのは、できるだけ当初のスケ

ジュールどおりに進めたいという気持ちがあって計上されたということでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 当初の予定どおりで進めていきたいというふうに考えて

いたのですけれども、予算の編成のさなか、事業費の概算も出てきた中での再検討というふうな状

況になっております。 

○委員（内田美恵子君） それで、令和６年度末に、一応、方向性が出るということだと思うんで

すけれども、今、検討はもうされているのでしょうか、フルスペックにするのか民間委託を一部す

るのかという方向性はある程度は出ているのでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小嶋敬一君） 担当課としましては、先ほどの話から何回も出ているフ

ルスペックと言っているものというのは不燃も含めた粗大ごみ処理施設、それとプラスチックの中

間処理施設、さらに瓶、缶等の資源価値の向上施設であるとか、そういったものを全て含めたもの
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を考えているのですけれども、最低限、どこまでやればいいかという議論に、また、２年前に戻っ

てしまうところもあるんですが、その辺の費用はもう一度改めて見直さなきゃいけないところがあ

りますので、我々としては最低限老朽化が進んでいる昭和５２年から使っている粗大ごみ処理施設

の更新は大前提なんですけれども、そこにつきましては民間の施設でほかでやっているところがな

いものなので、基本的には自治体が処理しているところが大半なんですけれども、我々のほうでや

りつつ、さらにプラスチックであるとか瓶、缶の処理であるとか、そういったものも含めて、どこ

まで整理ができるかという検討をパターンとして比較をしている表は担当課としては作成しており

まして、今後、議会が終わりましたら庁内のほうでの調整をさせていただきますので、その中で内

容をすり合わせながら市としての方針を決定させていただきたいというふうに考えています。 

○委員（内田美恵子君） 今、こういう状況になっているのは、財源との問題でこういう状況にな

っているんだと思うんですけれども、それでこの間の勉強会の話を聞くと２倍近くになっていると

一部民間委託をせざるを得ない方向性になってくるのかなというふうには思うんですけれども、そ

の辺、先ほどから議論がありましたけれども、規模に伴う財源も、どの程度まで今の状況で捻出で

きるのかというところがいわゆる財政フレームが分からないと事業の構築がしにくいというか、ま

た、これで担当課が計画を立てたとしてもこれは財源的に難しいよということになると、再度見直

すということになっちゃうので、その辺はある程度、財政当局とこのぐらいの財政的なフレームを

確認をしてから方向性を出さないと難しいのかなと思いますけれども、その辺、いかがでしょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 委員、御承知のとおりとても厳しい財政状況ですので、あまり大

手を振って財源を捻出することは難しいと考えています。ですので、担当課とも協議する際にはで

きるだけミニマムなもの、それから担当課の希望するフルスペック、その中間、いろいろなパター

ンを出して我々とすり合わせを行っていく必要があると考えています。 

○委員（内田美恵子君） 先にいろいろなパターンを担当課で、また、つくっていただいて、その

先にこれは財政的にオーケーだよというふうにするのですか。これは繰り返しになっちゃうと時間

の無駄だしというふうにも思うのですが、その辺、いかがでしょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） その時々の中長期的な視点であれですけれども、財政状況が刻々

と変わってまいります。新規事業もその年々で変わってまいりますので、クリーンセンターの分だ

けでこれだけを財源を確保するというふうな断定というのは、我々のほうでは今の段階では難しい

のかなと考えています。 

○委員（内田美恵子君） また、ここに平成３１年の策定の詳細計画、リサイクルセンターのこれ

があって、このときは約５１億円ということだったんですけれども、今回、８８億３，０００万円、

税込みで９７億１，３００万円ということが出ましたよね。 

 それで、この先といっても数年先に工事が始まるという今の予定ではそうなっていますので、そ
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んなに財政状況が好転するとは思えませんけれども、そんな中で、今、考えると、方向性としては

私は本当は財源が潤沢にあればフルスペックでやっていただいたほうがいいのだろうなとは思うん

ですけれども、それは望めないのかなというふうにも思うんですけれども、その辺の市全体として

の合意形成というか、その辺は今の段階でなされていないのですか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 手賀沼課のほうからも答弁をいたしましたけれども、これから協

議をしていく予定です。 

○委員（内田美恵子君） その辺のそごがないように、計画が完全にできてから財政当局と打ち合

わせるということではなくて、経過の過程でぜひ協議をしていただいたほうがまた時間の無駄にな

らないのかなと思いますから、その辺は要望しておきます。 

 それで、その財源内訳を見ると国の交付金が約２８億円、先ほど説明のあった循環型社会形成推

進交付金だと思いますが、これは２８億円、地方債が５４億円、基金が約２億円、そして、一般財

源が約５億２，０００万円というふうになっていたんですけれども、この地方債については平成３１

年の詳細計画では充当率が補助事業分の９０％、単独事業分の７５％というふうになっていました

けれども、今回のこの地方債約５４億円の中では前回の計画と同じ充当率で算出されたものかどう

か、お聞きしたいと思います。 

○資源循環推進室長補佐（小島敬一君） 条件としては前回と同じでございます。 

○委員（内田美恵子君） 前回は地方債で充当した元利償還金は交付対象事業で５０％、交付対象

外事業で３０％が交付税措置されることになっていましたけれども、今回、地方債で充当した元利

償還金も同じ割合で交付税措置があると理解してよろしいのでしょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 委員、御認識のとおりです。 

○委員（内田美恵子君） それで、地方債５４億円で充当した元利償還金のうち交付税措置されな

い金額というのはどのぐらいになるのですか。 

 地方債５４億円で充当した元利償還金のうちで交付税措置されない金額は、どのぐらいか、分か

れば教えてください。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 約２１億円です。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、実際にリサイクルセンターの建設工事費として市が用意し

なければならない金額というのは、基金以外の金額で一般財源約５億２，０００万円と、それから、

その辺の地方債のさっき言った償還分の交付税措置なんかを引くと、この事業に対して実際に市が

用意しなきゃいけない金額は幾らぐらいになるのですか。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後３時５７分休憩 

─────── 
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午後３時５７分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○財政課長（加藤靖男君） 今回の本体工事分につきましては、先ほど、委員もおっしゃいました

いわゆる一般財源基金分、イニシャルの部分での基金の積立て必要額と、あと、そのほか元利償還

金に対して、今、補佐のほうから申し上げました分、それと実際の公債費のうち利息の分も含めて

考えますと、利息についても交付税措置がございますので、将来の借入れ負担分に対する一般財源

の正味負担というのが約５４億円を借りたうち３５億円ほどが一般財源扱いになります。これとあ

とイニシャルの部分で建てるときの基金等のいわゆる一般財源として必要な部分を合算した額に相

当するかと思います。 

○委員（内田美恵子君） その合計額は分かりますか。 

○財政課長（加藤靖男君） 先ほどのイニシャルの部分の基金が約１億円、一般財源が約５億円で

合わせて６億円、それから将来の部分で、今、申し上げました３５億円ほどという形になりますの

で、全て合わせると正味の部分で四十一、二億円かと思います。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、市が用意しなければいけない金額というのは前回の平成３１

年のときからどのぐらい増加しているのですか、ここに財源内訳がありますけれども、増加額は分

からなかったら後で教えていただければ。後で出たら教えてください。 

 それを比較しないと、今、財政的に全体の事業費として比較すると１．７倍から２倍になってい

るよということですけれども、結局、本当に市が実質的にどのぐらい負担が増えるのかというとこ

ろを知りたいので、ぜひ、出していただきたいと思います。 

 それから、先ほど御答弁にあったと思いますけれども、検討するときに、当然、検討してくださ

ると思うんだけれども、一部民間委託にするとなると、これから委託料というのがずっと何十年も

かかってきますよね。だから、その辺をライフサイクルコストというような意味でも比較をしてい

ただかないと、本当の市に対する財政負担がどうなのかというのが見えてきませんので、その辺は

ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、担当課にお聞きしますけれども、一部民間委託となった場合に実際に委託する事業を

確実に受託してくださる事業者がいるかというのがとても不安なんですけれども、その辺はどのよ

うにお考えなのでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小島敬一君） 先ほどから話している一部民間委託ということで、整備

だけを考えますと、当然、民間委託により要は整備をしなくて済むので、一見、支出としては抑え

られるんですけれども、委員、おっしゃるとおり先々２０年、３０年と外部委託しますと、今の情

勢から全く予想がつかない部分がありますので、なるべく市の責任を持って処理できるような体制

は整えたいというふうには考えております。 
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 また、場合によっては民間委託という場合でも市内業者ではなかなか少ない部分がありますので、

市外、場合によっては県外も含めて民間事業者の確保等が必要になると思いますので、そのあたり

の事業の継続性のリスクであるとか、そういったものももろもろ踏まえた上で今後の整備方針、運

営方針を決定していきたいというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） それから、確認なんですけれども、発注方式は変わらないというふうに

考えてよろしいのでしょうか。 

○資源循環推進室長補佐（小島敬一君） 整備運営事業者の発注に当たりということですよね。 

 新クリーンセンターのときと同じように、総合評価型での一般競争入札を予定しております。 

 今年度、ＶＦＭということでバリュー・フォー・マネー、費用対効果のようなものを検証させて

いただいて、ＤＢＯ方式ということでデザイン・ビルド・オペレートという設計、建設、さらに運

営までを含めた発注が、フルスペックの場合では一番、費用対効果が高いという結果が出ましたの

で、その場合はその発注方式でいきたいというふうに考えております。 

○委員（内田美恵子君） このリサイクルセンターの事業なんですが、私たちというか、市民はク

リーンセンターが第１期の事業で第２期がリサイクルセンターという認識をしていたので、今にな

ってリサイクルセンターの計画がこんなに大幅に再検討するという状況になるというふうには予想

していなかったんですね。まだ、建設工事には数年ありますけれども、平成３１年に詳細設計とい

う形で第１期、第２期、一貫した中で事業を進めるという認識であったものとすれば、もちろん急

激に物価高になって倍近くにコストが上がってしまったという状況はあるんですけれども、実際に

数年後には巨大なコストのかかる事業をやるにしては、事業のやり方として、今、こんなごたごた

していていいのかなというのをとても感じます。 

 ですから、この先そういうことのないように先ほどもお願いしましたけれども、財政と、それか

ら原課と原課の人は本当に大変だと思いますよ、せっかく詳細な計画を立てられたのに、また、変

わってしまうということ、また大変だと思いますけれども、その辺、スムーズに進むように庁内で

連携しながら、ぜひ、やっていただきたいなと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（木村得道君） 説明資料はないんですけれども、予算書の２２８、２９、谷津ミュージア

ムの件で確認をさせてください。 

 谷津ミュージアムづくりということで毎年、毎年、予算計上していただいて、主にボランティア

の皆さんに協力をしていただいて、谷津ミュージアムの保全も含めてやっていただいていると思い

ますけれども、今年度、前年度に比べると少し予算計上が少ないかなと思うんですけれども、今の

現状も含めて教えてください。 

○手賀沼課長（嶋田繁君） 谷津ミュージアムにつきましては、主に日々の維持管理作業について
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は谷津ミュージアムの会をはじめとする市民のボランティアの皆さんが非常に精力的にやっていた

だいているという現状がございます。市としては、当然、谷津ミュージアムの会の事務局という立

場もありまして、一緒に各種事業を職員も現地で共に汗をかきながらやっているというところであ

ります。 

 あとは単に保全作業をするだけではなくて、ここがどういう場所でどういう意義があるのかとい

うことの発信であったり、あるいは価値を分かっていただくための観察会であったり、あるいは昔

ながらの農法での田んぼの体験事業であったりとか、そういったことを踏まえて、できる限り多く

の方に谷津のすばらしさとか自然の貴重さというものを知っていただくということを念頭に置いて

やっているということです。 

○委員（木村得道君） どちらかというと決算でも聞いたほうがよかったんですけれども、ただ、

現実に谷津ミュージアムに関わる方、あるいは、今、課長がおっしゃったような目的も含めて、実

はこの谷津ミュージアムは我孫子市にとっても自然の博物館という意味合いもあって、これからの

時代、これからの地域の人、子どもたちにも残すべき一つの財産だというふうに考えていくのであ

れば、この谷津ミュージアムに触れて谷津ミュージアムのことを知っていく人は市民の皆さんで増

えていかなきゃいけないなというふうには思っているんですけれども、具体的に本当にそうなって

いくのかどうかと検証もされながらやっていると思いますけれども、どうなのでしょうか。 

○手賀沼課長（嶋田繁君） 数字的にどのくらい増えているかというのは、なかなか計り難いもの

はございます。ただ、私はこの谷津ミュージアム事業ができる前に手賀沼課にいたときに比べれば

かなり認知は上がってきたものと思いますし、歩いている方も昔はかなり歩きにくい場所だったも

のがかなり歩きやすくなっているという点では、整備が進んできたということで知られるようにな

った。特に地元の近くの小学校の皆さんが先ほど言いました田んぼにも参画してくださったりとか、

あるいは１、２年生のうちから遠足というか、中を歩いて関係団体の皆さんから、直接、観察の指

導を受けたりとか、そういったことを含めますと認知は上がってきている。 

 ただ、一方で課題としましては、谷津ミュージアムの会をはじめとして携わってくださっている

方々が高齢化していると。これはミュージアムの会の会員の皆様からも御指摘をいただいていまし

て、これからどうするのかということについては私どももかなり今後の対策を考えていかなきゃい

けないのだろうと思っています。 

 その中では、今、この２年間ぐらいで私のほうで担当に指示していたのは、一回一回のイベント

を単発でやるのではなくて連携をしたいと。何のためにこのイベントをやっているか、例えば谷津

まつりというイベントがあったり、蛍の観察会があったり、そのほかもありますけれども、それを

単にやっているんじゃなくて、何のためにやっているかといえば谷津ミュージアムの価値とか大切

さを知っていただくためにやっているわけですから、そのあたりを念頭に置きながら、例えばある
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イベントに来たら次はこういうイベントがありますとか、あるいは谷津まつりに来た方にミュージ

アムの会のチラシを配って会員になっていただくとかという本当に微々たる取組なんですけれども、

そういうことをやって、時々、そういうところをきっかけにミュージアムの会の会員に入りますと

言っていただく方もいらっしゃったりするので、そういったことをやっていく必要があるのかなと

思っています。 

○委員（木村得道君） 分かりました。ありがとうございます。 

 あと、これも従前から言われていましたけれども、外来新生物とかの除去なんていうのはエリア

を分けてやっているのか、それとも自然に残しているのか、今はどんな感じになっていましたか。 

○手賀沼課長（嶋田繁君） この地区にもナガエツルノゲイトウ、それからオオバナミズキンバエ

といった特に水生植物が、恐らく農業用水を通じてかと思っていますが、入ってきています。 

 個別には営農田んぼを農家の方々がやっているところに関しては農家さんがやられているんです

が、私どもが管理している田んぼとか、そういったところ、あるいは各団体ではそれぞれに対処を

しています。 

 今、中央学院高校の下にありますいわゆる市民田んぼと言われているところ、私どもが、直接、

管理していますが、そこでは数年前にナガエツルノゲイトウが入ったときに、これはミュージアム

の会だけではなくて、美しい手賀沼にする市民の連合会さんとも協力しまして、入った一角に遮光

シートをかぶせまして、数年間、経過観察をして、何しろ昔ながらのということで農薬を使わない

という田んぼなので、農薬を使わないでどうやって駆除するかということの試験的試みとして遮光

シートを敷いて、つい先月、３年ぶりにそれを剥がしたところ、かなり貼ってあったところはきれ

いになくなっている。ただ、シートの境界というんですか、周りにはまだ残っていて、それがどう

いう由来のものかというのを、また、さらに経過観察で調査をしようということになっています。 

 あとは農薬を使わないながらもバーナーで焼いてみたり、いろいろな試みはしていますが、恐ら

く全面的に撲滅するというか、全面駆除するのは非常に難しい話なので、それをどれだけ影響を抑

えられるかというところが多分ポイントなのだろうというふうには考えています。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 地道にやっていただいていることはよく分かったんですけれども、ただ、実は谷津ミュージアム

構想はできてから、随分、たつじゃないですか、恐らくこれはちゃんともう一度見返さなきゃいけ

ないですけれども、ある意味でとてもすばらしい構想だと思うんですけれども、一方でそういった

意味では谷津ミュージアムの存在そのものがなかなか継承されていかないというか、なかなか広ま

っていかない、地道にやっていったとしても。しかも、住宅街の奥地で車は中に入れないし、全て

の市民の皆さんが利用して、そういったことが谷津ミュージアムのよさを感じ取れるというところ

にはなかなかいってないところもあるので、ある意味でこういったミュージアムがあっても、ある
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いは里山というふうに言われる地形があったとしても、市民の皆さんにはなかなか伝わっていって

ない現実もあったから、従前からこの構想も含めてどういうふうにしていくかということは非常に

重要なんじゃないですかとお話もさせてもらっていたところもあるので。ただ、一方で地道に地域

の皆さんとか、確かに西小学校とか第二小の子どもたちもそうなのかな、いろいろ活用してくれて

いるところもあるので、何かうまい形で特に地域の子どもたちとか住んでいる人たちに、谷津ミュ

ージアムはこういうところにあるんですよということも含めて、できればみんなで守り、まさに守

り人じゃないですけれども、この目標、目的に合わせた取組というのをしていく必要があるかもし

れないし、場合によってはこの構想自体のある意味で見直しも含めて、これからの５年先、１０年

先の時代とか、そういったことも見据えたようなちょっとした工夫とか見直しも含めてこれから検

討していく必要があるかなと思っていて。じゃないと予算はかけましたと、谷津ミュージアムの皆

さんボランティアの人が粛々とやってくれていますと。でも、一方でせっかくそういった谷津ミュ

ージアムがあるのに、あまり皆さん知られてないというのは語弊があるんですけれども、うまくそ

ういった意味では我孫子の魅力の中の一つに入っていけない側面もあるので、今、地道に活動して

くださっていることもＰＲをしていくこともすごく大切だけれども、もう一つは本当にいろいろな

見地からいろいろな人たちが考えてつくってくれた谷津ミュージアム構想というのを少し分かりや

すくというか、そういった意味では将来のことも含めて見直しも含めた対応策が必要かと私は感じ

ているんですけれども、いかがでしょうか。 

○手賀沼課長（嶋田繁君） 谷津ミュージアム構想は二十数年たっています。基本的なところ、理

念とか、それから、なぜここを保全するのかといった部分については非常につくり込みをされてい

て、それを読んで共感して谷津の保全活動に身を投じてくださったという方もかなり多くございま

す。ですので、そこの部分はむしろ変えてはいけないのだろうなと思っています。 

 ただ、当初、つくった後に各種整備はしたところではありますけれども、その後、やってきたこ

と、あそこに書かれてここを目指すと言ってきたことがどれほど実現できたのか、あるいは逆に一

時期はできていたんだけれども、その後の維持がどのくらい続けていられるのか、今後も含めてと

いったことに関しては、先ほど高齢化という問題も含めましてこれは考え直す機会が必要なのだろ

うと。具体的にはまだ見通しとかをつくっていませんが、まずはあの構想に書かれていて、今、現

状、どういうところに来ているのかという検証を少しずつ始めているところではあります。 

 ですので、少しそのあたりをまだ見直してどういうものにしますというところまで来ておりませ

んけれども、今後、１０年、２０年を見据えて、あそこが現実的にどういう場所にできるのかとか、

どういう場所にしたいかということを改めて今の状況で考えていく必要はあるだろうと思っていま

す。 

○委員（木村得道君） 谷津ミュージアムに限らずなんですけれども、我孫子市は歴史的な地形と
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か例えば根戸城址もそうなんだけれども、意外ときっかけがこうで昔はこうで、歴史的な経過とい

うか、こういうふうにやってきましたよというのは意外と残されていない。でも、どこかの段階で

こういった振り返りはすごく大切で、なぜ、谷津ミュージアムがここまでミュージアム構想をつく

って地域の皆さんを巻き込んで保存していこうかという目的とか目標というのがいつか消え去っち

ゃう。だったら、ある程度節目を設けてこういったことをやってきましたよ、こういったことも進

めてきましたよというふうに残していくのはすごく大切で、例えばミュージアムの会の皆さんとか

関係者の人は残しているかもしれません。だけれども、そうじゃなくてそういったことをしっかり

とこれからの世代の人たちにも、地域の人たちにも子どもたちにも伝え残していくというのはすご

く大切だと思うんです。 

 ですので、書籍にしようとかという話じゃなくデータとして残してもいいし、何かのときに展示

してもいいし、そういったものを谷津ミュージアムをこれからやっていくと、関係者も含めていろ

いろ考えていただけるのかなと思ったので、ぜひ、そういった取組も少し考えていっていただきな

がら、今、できるこれからの５年先１０年先のことを考えていただく。そういったことをしっかり

と残していただくということを、ぜひ、やっていただければと思うので。最近、議会でも環境都市

常任委員会もあまり行ったりしたことないので、本来は現場なんかも確認しながらいくことも大切

だと思いますけれども、長靴でないと入れないし、でも、そういった自然に触れていくというのは

必要だと思うので、そういったことも含めて私たちも近くなっていかなきゃいけないしということ

を考えたので、提案をさせてもらいましたけれども。いずれにしてもこれから先のことを考えて、

少しでも谷津ミュージアムがその地域で一つの自然の博物館としてこうやって認知されるように取

組をしていただければと思いますので、要望ですので、答弁は結構です。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後４時２２分休憩 

─────── 
午後４時３６分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

○委員（西垣一郎君） 説明資料の４４ページの企業立地推進事業に関してです。 

 説明資料には市が所有する工業立地の可能性がある土地についてというふうにありますが、まず、

場所の概要について御説明お願いします。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 調査を予定する場所に関しては、現在、旧ふれあい工房

がある土木センターとして使用している青山地区の場所になっております。 

 概要としては約１，４００平米程度の土地がありまして、用途地域としては工業専用地域という

形になっております。ですので、工場系の土地利用が図れるというような形での検討を行っている
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ところになっております。 

○委員（西垣一郎君） 今、土木センターがありますけれども、そこに立地するとなればどいても

らわないとしようがないと思うんですけれども、庁内の全体の検討プロセスというか、検討状況に

ついてお知らせいただければと思います。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 現状では資産管理課であり所管する道路課、我々企業立

地推進課等が集まって、活用できるような場所というようなところを検討を進めているところにな

っております。ただ、土木センターに対しては道路行政を守る上では非常に重要な施設になってお

りますので、適地といったところがないとこちらのほうの事業を進めることは難しいのかなという

ところは思っているところですが、地歴調査に関しては実施を行って、これが無駄になるというよ

うなことではありませんので、地歴調査だけでも行わせていただきたいなというふうに考えている

ところです。 

○委員（西垣一郎君） 私の記憶も乏しいんですけれども、ふれあい工房の前というのはどういっ

た土地の使われ方というのはされていたのでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） ふれあい工房のほうは平成１０年度に建設をされまして、

その前に関しては時期、期間どれぐらい空いていたのか不明なんですが、し尿処理施設として活用

されていたというようなところが我々の調査で分かっているような形となっております。 

○委員（西垣一郎君） そうなりますと、新たに土地を利用するということになると、土壌汚染の

心配がかなりあるというような形ですけれども、それでも、なお、そこの場所が適地だという理由

は何かあったのでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） こちらは調査を行うに当たっては、土壌汚染対策法に基

づき指定調査機関等で行うことを予定しているんですけれども、指定調査機関さんのほうにお話を

聞いたところによりますと、し尿処理施設といったところが化学工場といったクリーニング工場み

たいな薬剤を土中のほうに出すような工場とは違って、土壌汚染のリスクが低いのではないかとい

うようなアドバイスを受けているような段階になっておりますので、そういった意味で最初から土

壌汚染の調査とこの地歴調査というのをセットで実施する方法もあるんですが、地歴のほうを行っ

て、そこまで土壌汚染がないような施設が過去にあったということであれば土壌汚染というのはや

らない可能性もあるぐらいのレベルかなというふうに思っております。 

○委員（西垣一郎君） そういう可能性もあるということで安心をしました。 

 というのも土壌汚染を改良して、なおかつ民間が使うような建物を民間が建てるのか、また、別

なのか、ちょっと分かりませんけれども、かなり予算がかかってしまうようなところで敬遠される

ような場所なのかなとも可能性を考えたんですけれども、民間事業者の方々が使っていただけそう

な引き合いがあるような場所なのか、どうかなのかは確認したいんですけれども、実際に民間のほ
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うから場所を探してほしいというふうに言われて、ある一定程度の土地の広さのところはないかと

いう引き合いとかはあったのでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） こちらは柴崎地区のほうを当課のほうで進めていたとこ

ろなんですけれども、地中の埋設物等の関係で若干遅れというか、事業としてかなり難しくなって

きている状況になっておりまして、その中で市内のほうでやっている事業者さんの中から、何とか

市内で移転したいというような声は複数者からいただいているような状況となっております。 

 また、柴崎地区のほうにて産業用地を整備する際については、５００平米であったりとか１，０００

平米とか、かなり小規模な土地でも活用したいというような事業者さんも中にはいらっしゃいまし

たので、そういった部分も含めて、複数者、こういった土地が提供できれば、なかなか面積的に１

者という形になってしまうかと思うんですが、可能性は十分にあるというふうに考えているところ

です。 

○委員（西垣一郎君） 分かりました。 

 担当課としての意地を感じられますので、粛々と進めてもらって、住工混在を解消したいという

ような企業がありましたら、ぜひ、そういったところに誘導していただければなというふうに思い

ます。 

○委員（内田美恵子君） 同じく企業立地推進事業なんですけれども、まず、地歴調査の目的なん

ですが、調べてみると土地の購入を検討する際のスクリーニング調査など様々な目的があるという

ことなんですが、今回、地歴調査をする主な目的は何でしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） こちらに関しては、まずはフェーズ１と言われるような

調査になりまして、古地図であったり航空写真、その他聞取り調査等を行うような形になっており

ます。この中で先ほど西垣委員のほうにも御説明させていただいたんですけれども、過去に重大な

土壌を汚染するような事象があったかといったところを、まず、調査をするのが目的という形にな

っております。 

○委員（内田美恵子君） 想定スケジュールというのを頂いているんですけれども、想定スケジュ

ールによると令和７年度に土地利用の可能性調査１として「地歴調査を、まず、実施する。それか

ら、地歴に問題がなければ具体的段階の取組として土木センターの移転先を検討し、移転先の適地

がある場合は事業実施段階の取組として土地鑑定や財産区分の変更、売却、その他売却に必要な手

続をする」ということになっていますけれども、この一連の流れからすると今回の市有工業用地活

用事業は、市有工業用地が住工混在問題に悩む市内事業者が活用可能かどうかの調査をして、活用

可能であれば市有地を売却するという事業という理解でよろしいのでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 我々の思いとしては、住工混在の解消というようなとこ

ろをテーマとして入れていきたいのですが、調査に当たっては市内の事業者さんかかわらず、どこ
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の事業者さんでも使えるような土地というところの調査をさせていただきたいと思っております。 

 こちらは売却というようなところなんですけれども、賃貸であったり定期借地、いろいろな方式

があるので、ここら辺はこれから研究、検討していかなければいけないんですが、上物が、今、残

っている状態で、あちらのほうがかなり老朽化をしているような状況になってそのまま使える状況

ではないというようなところは思っているところであります。実際、私も見て雨漏り等もしている

状況になっておりますので、あちらのほうは基本的に解体というようなところになります。 

 解体というふうに考えますと、建物と一体的に売却をしていただいて、上物の解体費等はそちら

のほうの土地の代金から差し引くとか、そうしたほうが一番、有利ではないかなというなところを、

今、担当課で思っていたところになっております。 

○委員（内田美恵子君） この市有工業用地が地歴調査で問題がなくて土木センターの移転先が見

つかった場合、この事業を実施することができるということになるわけですが、その場合の総事業

費の想定額はどのぐらいでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） まず、今回、提出させていただいているこちらのほうの

地歴調査といったところが約１３０万円ぐらい、この後、もし、土壌調査をやるとなると２００万

円ぐらいかかる、こちらも入れさせていただくような形になります。そこから土地の鑑定、こちら

は２者程度、取る予定をしておりまして、こちらのほうも約１３０万円ぐらいになりますので、こ

ちらの準備費用で約５００万円近くかかってしまうのかなというふうに思っております。 

 ここから、現在、路線価ベースになるんですけれども、土地のほうが約１，４００平米で路線価

のほうが３万円、こちらを時価に引き直しますと約５，０００万円ぐらいになりまして、そちらか

ら建物の解体費、実際、構造を見てないので、分からないのですが、こちらのほうも鑑定の中でど

れぐらいの解体費がかかるかといったところも入れ込んでいただきまして、仮にこれが解体費が約

２，０００万円となれば３，０００万円で売却をするような形になります。そこから我々の負担を

引いてくると２，５００万円ぐらいの歳入というのがあるのではないかというところを期待してい

るところになっております。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 今回の事業では、市が造成したりだとかインフラの整備をするというようなことはない事業とい

うことで事業費はあまりかからないのかなと思っていたんですが、それでも多少は事業費がかかる

ということで、まさに柴崎地区の産業用地のようにならないように、ぜひ、これは慎重に検討して

いただきたいと思います。それは要望です。 

 それで、順序が逆になったんですけれども、同じ説明資料の４４ページ、企業立地というところ

の予算書２５６ページ、柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会委員報酬というのが９，０００円

ついているんですけれども、柴崎地区の産業用地整備事業については開発事業者の撤退を受けて、
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当初、予定していた事業は中止になったと思いますが、これは何の目的で事業者選考委員会が開か

れるのか、その辺を教えてください。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 柴崎地区の整備に関しては、大日本土木・マーケットト

ラスト共同企業体のほうと事業を進めていたところですけれども、昨年８月２０日に常任委員会に

報告をさせていただきまして、その後、我々としても何とか続けていくことができないかという形

で要望を出した後に難しいというような意見をいただいて、こちらを了承させていただいて、現在、

協定の終了に向けて協議を進めているような段階になっております。 

 こちらは事業としては地質調査であったり、設計、どういった土地利用計画をするのかといった

ところと測量というようなところが３本大きな柱で共同企業体は進めていたところになるんですけ

れども、測量のほうが、現在、まだ実施中というような形になっておりまして、この全ての成果が

上がってきたところで共同企業体のほうは、協定上、我孫子市のほうにこちらのほうの成果物の引

渡しを条件に負担を求めることができるような形になっております。 

 こちらの内容に関して、今後、我々が事業をこの後も進めていきたいというような意向を持って

おりますので、この有価物、成果品が有価に当たるかどうかといったところを選考委員会のほうに

専門委員さんがいますので、相談をさせていただくとともに、こちらのほうを活用して、今後、ど

ういった形での活用ができるのかといったところも併せて相談をさせていただくために選考委員会

のほうの予算を計上させていただいております。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、柴崎地区の産業用地整備事業という事業そのものは、もう

既に中止になったということではなく、まだ、継続しているという理解でよろしいのでしょうか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 書面上、協定上は現在も生きているような状況になって

いるんですが、共同企業体のほうは事業の中止の申出がされておりますので、実態的としては中止

になっているような状況という形で御理解いただければなと思っております。 

○委員（内田美恵子君） それで、今、お話ありましたけれども、成果物に対して、それが完了し

た段階で市が精査をして、有価物というんですか、それの代金を支払うということになっていると

思うんですけれども、その支払額というのは決定したのかどうか、お聞かせください。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） 現在、正式に共同企業体からこれだけの金額がかかりま

したというところの通知はまだ事業も終わってない段階になっておりますので来ておりませんが、

概算の総額でいきますと約１億５，０００万円ぐらい自分たちの人件費も含めてかかったというよ

うな話がされているような状況になっております。 

 ただ、我々担当としても全ての協議に含めて参加をして、協定の中を超えていろいろな地権者さ

んの周りもやってきた形になりますので、相手方にはこの全ての経費を認めるということはありま

せんよということは、常々、伝達をさせていただいているところになっております。 
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○委員（内田美恵子君） 住工混在のためという名目があったものですから、この産業用地、あそ

こでということだったと思うんですけれども、当初からどうなのかなと疑念はずっと思っていたん

ですけれども、結果として断念することになって、まさにこの厳しい財政状況の中で１億５，０００

万円と言われて、それを丸々支出することはないとは思いますけれども、約１億円以上のお金は支

払わなきゃいけないんだと思うんですね。本当にこれは市の損失ですよね。 

 事業が失敗したという、それは別に市の方たちの原因でというよりもガラが出てきちゃったとい

う想定外のことはあったとはいえ、大変、大きな損失ということで、なぜ、こういうような結果に

なってしまったかというのは、あの土地の選定も含めてしっかりと検証していく必要があると思う

んですが、その辺、いかがでしょうか。 

○企業立地推進課長（鈴木邦治君） 柴崎地区の産業用地を選定するに当たりましては、幾つかの

候補地の中から一番活用が図れそうな地区ということでエリアを選定させていただいて、コンサル

とかの設計も行いながら事業を粛々と進めていた次第なんですが、コンサルを入れて実際の事業計

画を立てる際にも、ある程度というか、可能な限り地歴調査をしたり、地元の方にヒアリングをし

たりして情報は収集したつもりだったんですけれども、想定し得ないガラの混入がボーリング調査

で発覚したということで、この辺は本当に想定し得なかったので、進出したいと思われた事業者の

方ですとか、もちろん、担当としてもすごい悔しい思いというものがあるんですが、先ほど吉岡が

言ったように、少なくとも今後市のほうで成果物となり得るようなものを設計とか測量とかの成果

物を共同企業体から引き受けまして、かなり課題がある土地なんですけれども、当初の計画とは変

わってくる可能性もありますが、そういう状況でもエンドユーザーが見つかるように、市としても、

千葉県とも現在も職員のほうも研修生としてここ数年派遣しておりましてネットワークもできてお

りますし、千葉県さんからも産業用地を整備する際にはインフラ整備費用を２分の１補助していた

だくような認定もいただいているような形で、千葉県とも連携して今までも事業を進めてきました

し、これからもそういう課題がある土地であるわけですけれども、エンドユーザーというか新たな

整備事業者が見つかるように課としても努力していきたいと考えております。 

○委員（内田美恵子君） ずっと言ってきたんですけれども、我孫子市において工業系の適地とい

うのはなかなか見つからないということでこれまでも何度も調査しましたよね。本当にいい土地と

いうのは見つからなかった。そんな中でこの事業がスタートした。そういうことも含めて自治体に

よって立地も地形とかなんかも含めて考えると、どういう産業が適しているかというか、得意な分

野だとかというところはあると思うんですね。 

 それで、どちらかというとこちらの部分は今まで不得意の部分、企業立地とか、企業立地でも工

業系の土地利用というのは不得意な部分だったと思うんですけれども、そういうところを取り組む

というときには本当に慎重にも慎重を期さないと今回のようなことも起こってくる可能性が大きく
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なるんじゃないのかなと思いますので、成果物といったってなかなかそれを活用することは、今後、

難しいと思います。ですから、１億円もこの厳しい財政状況だというときに損失とは言えないかも

しれませんが、あったらほかに本当に有効な事業ができたのだろうなと思うととても残念ですし、

市民の方たちに対してもこれは成果物という形で処理されるんだと思いますけれども、本当に申し

訳ないなという気持ちもありますので、その辺は本当に慎重に、今後、挽回しようと思って変にあ

れされると余計に傷が深くなるかなとも思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これは重々みんなで反省しなきゃいけないことだなと思っていますので、部長、よろしくお願い

します。最後にもう一回、御答弁、お願いします。 

○環境経済部長（山本康樹君） 本当に、この事業が、今、滞ってしまっているということに対し

ては部長としても深く反省しているところです。 

 先ほど内田委員からも工業は適さないという意見もあって、私どもも場所を探すのにもいろいろ

検討を重ねた結果、柴崎地区が適地だということで判断したんですけれども、私も企業立地もいた

ものですから、工業部会の方だったり会議を重ねたりお話しさせてもらったりしているんですけれ

ども、工業を営んでいる人、そういった事業者がないわけではなくて、しっかり我孫子で事業をし

ていただいて、そこに近隣で通っている従事者の方がいて、私も訪問したときにはそういったのも

目にして、こういった事業者、また、従事者の方が我孫子から場所が拡張できないから離れていっ

てしまうというのは非常に残念なことだし、市としては少しでも可能性があるならば努力して場所

を探す必要があるという判断でここまで来ました。 

 事業がうまくいかなかったことは本当に反省すべきですけれども、これからもそういった事業者、

従事者さんのために少しでも可能性があるなら事業を進めていきたいというふうに思っています。 

○委員（坂巻宗男君） 私は農政のほうに質問しようと思うんですが、１点。企業立地の関係で、

今、いろいろ御意見ありました。 

 部長、おっしゃられたように、市内の事業者の方なんかの声も私も直接聞いて、我孫子市内で本

当に工業系の土地を見つける難しさなんかも聞いています。ですから、柴崎などにも期待していた

という声もあるし、そういう中で今回市の中の所有地の中で何かできないかという工夫もあって、

そういった中で市内の事業者の方々の声をしっかり聞いていただいて、少しでもいい形で事業が継

続されるように願っているところです。 

 そういう中で、１点、以前から、今、いろいろお話があった中でもう一点だけ。以前から出てい

るＮＥＣの我孫子事業所がありますね。これが我孫子における最大の工業地域になっているわけで、

ＮＥＣの我孫子事業所が、今、全てしっかりとあそこの中が活用されているかというと、恐らくは

そうではないのだろうというふうな見方がある。 

 以前、我孫子市もＮＥＣとはいろいろと協議をしたんだけれども、その時点では土地の受渡しと
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いうか売却というか、そういったところまではいかなかったというのが数年前にあったんだけれど

も、あれだけの用地があるということの中で、ＮＥＣの我孫子事業所というものとも常に情報交換

とか連携というのはしていく必要があるのだろうなと思うんですよね。 

 だから、その辺も常に庁内、課内では連携を取ってもらって、別に何があるないということじゃ

なくて、ああいった大きな土地をＮＥＣがどういうふうに考えているのかという情報を取るという

ことだけでも大切なことなので、その辺、常に連携を密にしていただきたいと思います。 

 この１点だけ、もう一度、御答弁、いただけますか。 

○企業立地推進課長補佐（吉岡泰生君） ＮＥＣの付近なんですけれども、下ケ戸地区のほうで

我々のほうで簡易的な意向調査を企業のほうにさせていただいた際も含めて、連絡のほうは取り合

わせていただいておりまして、その中で、今回、柴崎地区のほうか残念ながら事業の見通しが立た

なくなったことも含めて報告をさせていただいたり、ふれあい工房のところについても活用の可能

性があって、ここら辺の場所に関しては非常に市内外も含めて来たいというような事業者さんがい

るというような意向は伝えさせていただきました。 

 ただ、ＮＥＣさんのほうに関しては土地の話というよりも、今後もいろいろ我孫子市の発展のた

めに何か役に立てないかというようなところは担当の方もおっしゃっていただきましたので、今後

も定期的に会合を持っていきましょうというようなところで今は終わっているような状況となって

おります。 

○委員（坂巻宗男君） それでも結構だと思うんですよね。今すぐに何ということではなくて、で

も常にあれだけの大きな事業所があるということでは、そういったところと連携を取っていただい

て、今後も引き続き市内、ＮＥＣもそうですし、それ以外の事業所のためにもいろいろと御努力を

いただきたいと思います。これは答弁は結構です。 

 農政のほうでページが２４７、４９などで複数にまたがるというか、まず、地域計画というのを

今年度つくっていて、来年度だとその予算が、当然、減額をされているというふうな形になってき

ているんですけれども、これは地域計画、いわゆる農用地区域などでどのような整備事業を行うか

ということの協議を、今年度、行って、来年度などは残っている部分があるということに対しての

予算になるのか、あるいは今年度まとめたことを形にするというのかな、そういうところの予算に

なるのか、その辺はいかがなのでしょうか。 

○農政課長補佐（斎藤寿義君） 来年度の地域計画の予算につきましては、今年度、地域計画を策

定している箇所がありまして、その箇所も含めて更新をするという内容で予算のほうが減になって

いるような状態です。アンケートを行ったりして、または地域計画を作成していなかった区域に関

しまして意向を確認するなど、そのような形で地域計画を進めていくような内容になっております。 

○委員（坂巻宗男君） 所管などでも話ししていますけれども、我孫子は農地が３割を占めて、今
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本当に逆にお米が注目されているということの中で、いかに営農の状況をつくっていくかというの

は以前からずっと言われていることではありますけれども、非常に重要な大切なことであって、こ

ういった国からの制度なども活用しながら、しっかりとその辺の農地の整備、農業環境がこれから

も継続をされる、そういったところに力を発揮していっていただきたいと思うんですね。 

 国からの農地の今回の地域計画などができるところはいいんですけれども、例えば根戸新田だと

か高野山新田だとか、アンケート、意向調査などやったけれども、そこまでたどり着かないという

ところがありますよね。たどり着かないというかな、地域計画はつくらないよというようなところ

ですよね。でも、そういったところは我孫子において農地として重要じゃないのかと言えばそんな

ことはまるでなくて、我孫子においては極めて重要な手賀沼を囲む農地になっているわけですね。 

 そうすると、この地域計画などが実は我孫子の農政においてはつくれないところこそ、どうやっ

てこの農地を整備していくのか、農業環境というのを守っていくのか、こういったことが非常に重

要になるのだろうと思っています。 

 そういう意味で言うと、２４９ページなどで手賀沼沿いの農地に対する補助事業というものを我

孫子市では行っていて、令和７年度、１，２００万円ぐらいの補助事業をつけていますよね。こう

いった事業というのをこれからもしっかりと継続していくということは、地域整備計画などをつく

れなかった地域の農業をどういうふうにしていくかという意味において非常に私は重要だと思って

いるんですね。そういった点で手賀沼の農地の補助事業というのを、今後、どういうふうに活用し

ていくか、その辺について農政課の考え方をお聞かせいただけますでしょうか。 

○農政課長補佐（斎藤寿義君） 委員がおっしゃるとおり、手賀沼の根戸新田地区の農地というの

は排水の問題など非常に耕作しづらい部分もありまして、その中で市のほうは単独の補助で手賀沼

沿いの農地活用支援事業補助金というのを交付させていただいているところです。当然、多面的な

機能を有する手賀沼沿いの農地というのは市でも非常に重要だと思っております。 

 そういう中で農業者の後継者が少なくなる中で、しっかり畑、田んぼが維持できるようにこの支

援策を予算のほうの問題も非常にあるんですけれども、担当課としましてはそういう耕作の悪い状

況を、皆さん、一生懸命に頑張っていただいているので、できるだけこの補助金をしっかり死守で

きればなというふうに担当課のほうは思っております。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、死守していただきたいと思います。 

 というのは、今もお話あったけれども、環境として必ずしも耕地整備などがしっかりされたわけ

ではないから本当に悪いような状況のところもあるのは、重々、私なども承知しています。 

 だけれども、そういう中で今も菜の花のイベントなどが根戸新田などで２か所行われて、多くの

市民の方々を楽しませてくれたりする。本当にそこは多面的な機能を持っているわけですよね。そ

ういったところで農家の方だけじゃなくて、市民の方などいわゆる消費者のサイドと言っていいの
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かもしれないけれども、そういった方々も一緒になって農地を守っていこうと、そういったところ

の補助という意味合いもあるのだろうというふうに思っているんですね。 

 ですから、これは我孫子市において、我孫子の農業において実は特色のある補助金、農業政策で

あって、額としてこれから増やせるかというのはともかくとしても、こういったものというのをむ

しろ、例えばメニューなどを常に見直しなんかをしながら、もっとこういった形のメニューがあっ

たほうが補助が生きるんじゃないかとか、農地が生かせるんじゃないかというようなことなどは、

ふんだんにいろいろ検討していっていただきたいというふうに思うんですよね。 

 これは、以前、所管でもお話ししましたけれども、ＮＰＯ法人の手賀沼トラストなどではこの辺

の補助なども活用をさせてもらって、農家の方から今まで借りていたトラクターがもう壊れてしま

って、どうも補修も利かないとなったときに、自前で４００万円以上の金額を出してトラクターな

どを更新しているんですよね。そういった市民活動、ＮＰＯ法人なども、今、ある。そういう農業

の農地を多面的な形で守っていこう、活用していこうというふうな方々の活動などもこういったと

ころで支えられたりしている部分もあるわけなので、そういう意味でも我孫子の手賀沼沿いの農地

というものを守るためのしっかりとした補助事業というふうなことになるし、これは執行率かなり

高いなというふうに私なんかは決算などでも見ているので、金額はなかなか難しいかもしれないん

だけれども、繰り返しなんですが、いろいろメニューなど本当にもうちょっとこういったものがあ

ったほうが活用できるんじゃないかとか、それは農家の方とか、いろいろな方なんかと常に話して

いただきながら、この１，２００万円というお金が本当に生きてくるように担当としてお願いした

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○農政課長（大井一郎君） 手賀沼沿いの農地の活用補助につきましては、この補助金制度をつく

るときに、農家さんと話し合ってどういった補助が必要かということで今の補助体系になっている

んですけれども、翌年度の予算要望について秋頃に皆さんにどういった予算要求を行うかというの

を聞いていますので、来年度になってしまいますけれども、そのときに令和８年度予算を要望する

際に何か意見等、こういった補助が欲しいんだということがあれば、そういったものを要望として、

まず、出してもらえるような要望の調査の様式を考えて皆さんの意見を吸い上げたいと思っていま

す。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、お願いしたいと思います、 

 私なんかも一緒にやっているんですけれども、トラクターが故障したとか、今度は乾燥機が故障

したとか、次から次へと出てくるんですよね。それは数百万円単位のお金で、もし、改装というか

新しくしようとしたらというふうなことで、本当にそういう意味でも農家の方々の御苦労なんかを

感じるところもあるんですけれども、そういったところに、ぜひ、寄り添っていただきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 答弁は結構です。 

○委員（芹澤正子君） 予算書２２６ページ、説明資料はありません。 

 野生生物対策事業が１２８万１，０００円、内容が鳥獣対策委託料５０万２，０００円とか特定

外来生物アライグマ防除業務委託料が７３万３，０００円とかあるんですが、毎年、このぐらいの

予算で推移しているか、今後についてもそれで問題点がないかどうか、お尋ねします。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） 予算に関しては、若干、昨年度よりも多くなっております。

それは鳥獣のほうなんですけれども、そちらのほうは人件費の増額が影響して予算額が多くなって

いるということがあります。アライグマのほうに関しては、昨年から今年度にかけて捕獲数が増え

ていることから予算のほうを多くさせていただいております。 

 問題点としては、アライグマに関しては捕獲数が増えてきているというところがありますので、

こちらのほうは集中的に子どもが生まれる時期の前とかに、わなを集中的に貸し出したりとか、そ

ういうようなことで、できるだけ捕獲する、生まれてくる数を減らす方向で検討していきたいなと

思っております。 

○委員（芹澤正子君） アライグマは分かりました。 

 ムクドリの対処の仕方がどんなだか御説明ください。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） ムクドリに関しては、大体、６月頃から駅周辺の街路樹の

ほうにねぐらとして集まってきますので、こちらのほうを市の職員で見回って、ディストレスコー

ルといってムクドリの悲鳴みたいなものの音があるんですけれども、そういうのを流して逃がした

りとか、あと、猛禽類とかを活用させていただいて、それで追い払うというようなことを実施して

おります。 

○委員（芹澤正子君） 猛禽類はハヤブサをどこからか依頼して、連れてきてムクドリを追い払う

わけですか。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） 今、現在は鷹匠さんに鷹を依頼させていただいて、追い払

いというのを行っております。 

○委員（芹澤正子君） それで、その結果はいい結果になって、ムクドリはしばらくというか、来

なくなるわけでしょうか。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） 効果はありまして、鷹で追い払いをした後は、ある一定期

間はいなくなるんですけれども、今度、また、追い払ったものと別の群れがやってくるということ

がありますので、定期的に追い払いというのを実施させていただいております。 

○委員（芹澤正子君） 駅前で木をネットで囲って、ムクドリが止まれないようにしているのを見

かけるのですが、それの人件費が値上がりしたという意味でしょうか。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） ネットのほうは生活衛生課ではなく道路課のほうでネット
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をしていただいておりまして、そちらとは別に先ほど御説明させていただいた鷹匠さんを雇う人件

費というか委託料のほうが少し上がっているということになります。 

○委員（芹澤正子君） 我孫子に来て鷹でムクドリを追い払うというので、１回、幾らぐらいのお

支払いをしているのでしょうか。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） 単価契約ではなく、６月頃から１０月もしくは１１月頃ま

での期間、定期的に来ていただく委託料という形になっていますので、その中で必要なときに連絡

をして来ていただくということで、大体１３回から１５回ぐらいを、毎年、お願いしている形にな

りますが、数に関してはムクドリが来ている期間にもよりますので、年々、ずれはあります。 

○委員（芹澤正子君） それで、５０万２，０００円のうちのムクドリ対策の鷹匠にお支払いする

のはお幾らですか。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） これは見積り合わせとかを行うんですけれども、この予算

額の範囲内で全額、契約した金額を支払うという形になります。 

○委員（芹澤正子君） だから、その金額をお伺いしたいのですが。５０万２，０００円が全部人

件費ではありませんでしょう。 

○生活衛生課長補佐（伊井澤佳孝君） 鷹匠さんの人件費というよりは、鷹を飼育して訓練をして、

そういうようなことを行って、全ての金額が上がっているというようなことで予算のときの委託料

が上がっている形になります。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 ありがとうございます。 

○委員（木村得道君） 予算書２５６、２５７で観光振興施策の推進事業ということで確認だけさ

せてください。 

 今年、市制５５周年を記念してということで、商業観光課のほうでもいろいろ力を入れて事業を

進めていくかなと思うんですけれども、まず、１つにミニ鉄道のトンネルの壁画の件について、い

つぐらいに実施をしていくのかも含めて教えてください。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） こちらは市制５５周年記念事業として、有名な音楽フェス等

でもライブペイントをやっている方が市内に居住されているということで、その方の御厚意もあっ

て、ほぼ実費相当でそういう事業をやっていただけるような御提案をいただいて予算を要求してい

るものになります。これは予算を御可決いただきましたら、その後に調整を図りますので、まだ、

実施時期については未定となっています。 

○委員（木村得道君） あと例年ではないのが、もう一つ、仮称ですけれども、（仮称）白樺芸術

祭実行委員会というのは負担金を支出するということで、産学官で連携で開催するということです

けれども、どのような内容なのか、今、分かる範囲で結構ですけれども、教えていただければ。 
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○商業観光課長補佐（迫田暢介君） こちらは商業観光まちづくり委員会という、私ども商業観光

課のほうで所管していますまちづくり大綱とその進め方ですとか、持続可能な日本版の観光ガイド

ライン、こういったものを一緒に協議していただく協議会の中で出たお話の中で、同じく市制５５

周年を記念する事業の中で何かイベントをというところでスタートした事業になります。 

 我孫子市は白樺派の文人が多く暮らした土地でありますので、それを生かして過去の白樺派から

現代のアート、それから未来のアートにつなげていけるようなイベントをしたいというところで、

ちょうど、先週、実行委員会が立ち上がりまして、今のイメージですと１１月、１２月頃にイベン

トが実施できればと考えております。 

○委員（木村得道君） 分かりました。 

 来年度、５５周年ということで、それ以外でも商業観光課さんだけじゃなくていろいろなイベン

トとか平和祈念事業もそうですけれども、進めていくと思います。特にこの手賀沼を中心としてと

なっていくのか、分かりませんけれども、そういったところも含めていくとしっかりと市民の皆さ

んにもちゃんとお伝えをして、そういったイベントを市民の皆さんと一緒にお祝いをしていくじゃ

ないですけれども、明るい話題というのが非常にこれからすごく大切になってくるので。いろいろ

なことがあります、多分１年間いろいろなことがあるけれども、市民の皆さんが喜んで、あるいは

市民の皆さんが楽しんで関わってもらえるようなイベントにしていく必要はすごく大切かなと思う

ので、特に今年度、そういった意味では商業観光課としてそういった５５周年の節目も含めて、こ

ういったところに力を入れていきたいというようなことがもしあれば教えていただければと思いま

す。 

○商業観光課長（秋田芳博君） ５５周年という年に今年は当たりますので、令和６年度予算です

けれども、先月２月には塙さんをお招きしてお笑いライブということでやりました。今回、予算で

御議決いただければ、今、出たトンネルのアートであったり、白樺芸術祭であったり、毎年恒例で

ある手賀沼花火大会のほうも５５周年記念事業という形で開催したいと思います。 

 また、一番最後には１２月には中央学院大学さんの学生提案であったスカイランタンのほうも、

そこのほうでも我々も絡みながら、コロナ禍でかなり屋外イベントというものが少なくなってきて、

ここ２年で大分イベントも開催されていますので、にぎわいをつくるという意味でも、盛り上げる

という意味も踏まえて、そういうところには我々も積極的に絡んで、我孫子が盛り上がればいいな

ということで令和７年度は取り組んでいきたいと考えております。 

○委員（木村得道君） 手法はお任せしますけれども、５５周年記念の一つのイベントの流れじゃ

ないですけれども、そういったことが当初から分かっていて、今月はこれがある。来月はこれがあ

るというのをホームページでもいいですし、広報でもいいんですけれども、とにかくそういった切

れ目のない話題提供というのを、ぜひ、心がけていただきたいかなと思っていて、そういった意味
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では、これからこの先々も例えばインフォメーションセンターもこれからも含めていくと、そうい

ったイベント事とか、そういった周辺のいろいろな出来事を市民の皆さんが知っていくことで、い

ろいろと、また、にぎわいの創出のお役に立つこともあると思うので、ぜひ、そういったＰＲ活動

じゃないですけれども、そういったものも検討していただければと思うんですけれども、最後にそ

こだけ１点お願いします。 

○商業観光課長（秋田芳博君） ＰＲ活動、広報活動も踏まえて、インフォメーションセンターの

指定管理者とも協力しながら、イベントであったり我々のほうの事業であったり、そういったもの

を情報発信できるものは積極的に発信をしていきたいと思っております。 

○委員（内田美恵子君） 関連で質問させていただきます。 

 白樺芸術祭ということなんですけれども、今、御説明のあったように市制５５周年を記念して産

学官連携で開催する実行委員会の負担金ということですけれども、そもそも、この事業の発生源と

いうか、どこからこの事業が出てきたのか、お聞かせください。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 先ほども御答弁させていただきましたが、商業観光まちづく

り委員会という組織がありまして、その中でいろいろ市の大綱とかを見ていただく中で市制が今年

５５周年であると、そこを記念したイベントを何か行う必要があるだろうというところの中でお話

が出ました。 

○委員（内田美恵子君） とてもいい事業というか、我孫子にふさわしい事業だなと思っているん

ですけれども、そもそも、この開催の趣旨というか、事業の趣旨とか目的、その辺を教えてくださ

い。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 我孫子が住み続けたいまち、それから、移住したいまちにな

っていくように、皆様のシビックプライドを高めるためにも、かつて白樺派の文人が多く暮らした

この我孫子を誇りを持っていただくために、過去の我孫子を紹介しつつ、現代のアートを呼んだり、

次世代のアーティストを呼んだり、こういったイベントをやっていくというような趣旨になります。 

○委員（内田美恵子君） 我孫子の貴重な資源の一つは、まさに白樺派ということだと思うんです

けれども、それを生かして白樺派の精神みたいなものも反映して、この事業をやっていただければ

本当にすばらしいなと思うんですけれども、昨日ですか、実行委員会が立ち上がったと先ほどおっ

しゃっていましたけれども、この構成メンバーというのはどういう方が入っているのでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） まずはこの事業のきっかけとなった商業観光まちづくり委員

会の委員のメンバーの方、それから産官学というとおり委員の中に市内事業者さんがいらっしゃい

ます。それから市内の中央学院大学のほうも入っていただいて、あと、我々市のほうも入って組織

されております。 

○委員（内田美恵子君） 私、この事業は教育委員会の生涯学習のほうでも担当しているのかなと、
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最初、思ったんですけれども、商業観光ということなんですが、庁内で白樺に関しての専門的な知

識を生涯学習のところの担当者はいっぱい持っていますので、ぜひ、その辺は連携していただいて、

単なるお祭りではなくて、白樺派という精神が反映できるようなイベントというか企画にしていた

だきたいなと思いますが、ぜひ、その辺を心していただければなと思いますが、実行委員会にはお

入りになってはいないのでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 実行委員会の中には市として商業観光課長が入っております

が、商業観光まちづくり委員会の中には生涯学習部の職員も入っております。 

 それから、そもそも、この負担金を来年度予算要望させていただいている一部が生涯学習部のほ

うで検討していた本城直季さんの写真展、商業観光課で考えていたこのイベントと合わせることで、

よりいいイベントにしていこうということで負担金を増額して要求させていただいているようなと

ころになります。 

○委員（内田美恵子君） 今、お話のあった本城直季さんの写真家の方の写真展、これは１５０万

円計上されていますけれども、いわゆる白樺芸術祭という事業自体の総予算額というのはどのぐら

いなんですか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） これは市の負担金だけではなくて、県の補助金や、それから

企業からの協賛金、こういうものも含めて実施していくものですし、また、実行委員会が立ち上が

ったばかりですので、まだ、どこまでのイベントかというところはそこまで練り込めてはいないん

ですが、実行委員の中の企業が過去にイベントを手賀沼公園で行った経緯がありまして、そのとき

の状況等も鑑みまして、大体７００万円から８００万円ぐらいの予算規模で実施できるのではない

かというのが今の見立てになります。 

○委員（内田美恵子君） 分かりました。 

 今回、産学官の連携で事業を実施するということ、本当に我孫子らしい市民との協働を踏まえて

実行委員会体制でやるというのはとてもすばらしいなと思うんですが、以前、実行委員会形式で市

民の方を交えてやったときにいろいろ不祥事も発生していますので、事業費の取扱いとか、そのと

きも、もう、今後そういうことのないようにということでいろいろな決まりもできたと思いますが、

その辺、ぜひ、御注意いただければなと思いますが、いかがでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 我々商業観光課のほうは、この事業のほかにも手賀沼花火大

会の実行委員会ですとかカッパまつりの実行委員会ですとか、多くの実行委員会に携わらせていた

だいておりますので、お金の取扱いですとか会則、こういったものには注意しながら実施していき

たいと思います。 

○委員（内田美恵子君） 最後にしますけれども、以前、私は白樺サミットというものを開催した

らどうかという提案をしたことがあったんですけれども、先ほども言いましたけれども、貴重な我
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孫子市にとって財産だと思いますので、いわゆる我孫子市の文化芸術の力で活性化して、北の鎌倉

ということを、ぜひ、全国に発信していただきたいと思いますが、これは単発で終わらせるのはも

ったいないと私は思っていますので、ぜひ、継続してこの事業を開催していただきたいと思います

が、その辺はいかがでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 商業観光まちづくり委員の方々からも、当初、このイベント

をやらないかと、やる必要があるだろうというお話をいただいている頃から単発のイベントでは意

味がないと、花火大会のようにこのイベントが定着していって、我孫子市にはこのイベントがある

と思っていただけるようなイベントにしていけるようにしていこうというお話がありますので、継

続的な運営ができるように、また、自走できるようなイベントになっていけるように進めていけれ

ばと思っています。 

○委員（芹澤正子君） 予算書２３４ページ、じん芥処理放射能対策費１億５，２０５万９，０００

円、その中身が剪定枝木の収集運搬業務委託料や剪定枝木の処理業務委託料などがあるんですけれ

ども、ごみを出すほうにしたら、いつまで放射能対策費として、こんな大きい金額を計上するのか、

不思議に思ったものですから御説明をお願いします。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） こちらの経費につきましては、今、委員がおっしゃったとお

り、剪定枝木を焼却することによる焼却灰に含まれる放射性セシウム１３７の影響に対する対策と

して行っている事業でございまして、費用としましては、２週間に一度、剪定枝木集積所に出るも

のを集める経費、これが３，６８１万５，０００円、集積所から集めたものと、あと、市内各所か

ら持ち込まれた枝木を処理する経費として小さくするということですね、３，５７７万２，０００

円で、今回、廃棄物処分委託料につきましては、クリーンセンターでこの剪定枝木を燃やすことを

想定してクリーンセンターを建てていない関係から、およそ１，２００トンあるんですけれども、

こういったものを市外の施設で焼却して、その焼却灰を資源化するところまでの経費となっており

まして、委員、御指摘のとおりこの処分委託料が昨今の燃料費の高騰等で高くなったという傾向が

ございます。 

 この対策については、現在、令和５年度のスタートのタイミングで落ち葉、雑草を可燃ごみでで

きなかった状況からようやく脱して、ここで丸２年をたとうとしているところですので、今後、剪

定枝木をどうしていくかというのは室の中でも課題として捉えているところであります。 

○委員（芹澤正子君） 御説明、ありがとうございました。 

 同じ２３４ページで同じような中身ですけれども、じん芥処理施設維持管理費が４億３，４２８

万９，０００円、施設運営業務委託料として４億２，５４６万４，０００円とあるんですが、これ

も御説明をお願いします。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） こちらは２０年間の運営業務委託契約をしております焼却施
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設のあびこ環境テクノロジー株式会社との間で、年間の施設運営については固定で定額をお支払い

する部分とごみの焼却量に合わせて変動する額をお支払いする部分とに分かれておりまして、いず

れも基準となる平成３１年から令和２年のときの諸物価を基準に、前年度の物価がどれぐらいであ

ったかを基に、毎年度、変動するものでして、これも昨今の物価の高騰を踏まえて昨年度よりも高

い額で見込んでおるものです。 

○委員（芹澤正子君） ２０年間の契約で、しかも、物価が上がればこれも上がるというのは、値

下げの交渉なんかはとても無理なのでしょうか。 

○資源循環推進室長（野村勝彦君） ここ一、二年が高騰してしまったので、こんな感じなんです

けれども、当然、基準年に対して物価が下がるようなことがあれば自動的に下がる契約内容となっ

ていまして、じかに利く部分と何％までだったら要は増額に利かせないよという契約内容になって

いますので、そこをしっかり市としては言いなりではなくて、市としてそのときの結んだ契約内容

と合致して適正な額をお支払いするつもりで、安くなったときはしっかりやっていきたいと思いま

す。 

○委員（内田美恵子君） 説明資料の４４ページ、農産物直売所アンテナショップ跡地活用分の

１４２万２，０００円についてお尋ねします。 

 この予算の中には選考委員会の委員報酬２名分として９，０００円が含まれていますけれども、

選考委員会のメンバー構成を教えてください。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） この選考委員のメンバーなんですけれども、学識経験者、そ

れから関係行政機関の方、それから、市の副市長と市の職員で構成されています。 

○委員（内田美恵子君） この報酬が生じているのは、学識経験者２名ということでよろしいので

すか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） おっしゃるとおりです。 

○委員（内田美恵子君） それで、この提案募集期間が２月２１日までに終了して２件の提案があ

ったと、３月２４日に選考委員会が開催され、事業者プロポーザルが行われて活用事業者が決定さ

れるということを聞いています。決定からその後の契約までのプロセスをお聞かせください。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 本会議で坂巻委員からも御質問がありまして、答弁させてい

ただきましたが、３月２４日の選考委員会で点数で活用事業者が決定された場合ですけれども、そ

の後、提案のあった事業の内容について、後の開発や建築の手続のときに必要となる関係機関です

とか関係部局への相談を、まず、行っていただきます。その相談を基に計画がある程度まとまった

ら、景観アドバイザー相談を行っていただいて、アドバイザー相談の意見を基に計画の見直しを必

要に応じてかけていただく。それで出来上がったものを住民へ説明していただいて、そこであった

意見をさらに反映して計画を練り込んでいただいて、そこで初めて我々観光部局と協議に入ってい
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くという形になります。 

 その協議の中では、住民説明のときにあった御意見、それからそれを踏まえてどのようなことを

変更を行ったかというような説明結果報告書も書類として提出していただく必要がありますので、

それらを基に我々観光部局のほうで協議済証が発行できるかを判断していって、協議済証を発行す

ると。この協議済証が発行されたら通常の開発ですとか建築行為の手続に入っていきますので、そ

の手続が調って初めて契約という形になります。 

○委員（内田美恵子君） それで、今、御説明の中の景観アドバイザーの意見を聞くということな

んですが、これは具体的に言うと、どういう部分に対して景観アドバイザーは関与していただける

のでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） この跡地の募集に当たって、誘導方針の改定等を行っていく

中で主に周辺住民の方々から御不安の声が聞こえまして、協議基準の改定の際等に施設の規模や形

態、意匠、そういったものについては、よくよく配慮することというような形で改定を行いました

ので、事業者のほうで計画している内容について外観ですとか色合い、そういったところを景観ア

ドバイザーに相談をして意見をいただくというような形になります。 

○委員（内田美恵子君） それで、その先に住民説明会を事業者が開催するということになってい

るんですけれども、そのときの対象となる参加者というか、住民はどういう範囲の住民が対象とな

るのでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） こちらは協議要領の中にも書かせていただいているのですが、

説明を行う周辺住民というのは、開発や建築行為を行う敷地の境界からおおむね５０メートル範囲

の方々としています。 

○委員（内田美恵子君） そうすると、地権者だけではないということでよろしいんですよね。 

 それで、今、想定する住民説明会の実施時期というのは、どのぐらいの時期になるのでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 景観アドバイザーの相談、それから、関係部局へ相談してか

ら景観アドバイザーに相談して、その意見を集約して計画をどう見直すかというところもあります

ので、それによって前後はあると思うんですけれども、恐らく活用事業者が決定された後、数か月

はかかるのかなと思います。 

○委員（内田美恵子君） 数か月というと、今、３月ですから春の遅い頃、夏前ということですか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 今の段階では、私も正確な時期が申し上げられなくて申し訳

ないんですけれども、ただ、活用事業者が決定した場合には、まず、広く市のホームページ等で事

業者の内容、概要と事業者名のほう、それから、点数は公表させていただこうと思っています。 

○委員（内田美恵子君） 以前から議会でもお話が出ていますけれども、この事業は本当に注目を

集めている事業ですからしっかり丁寧に進めていただきたいと思いますけれども、住民説明会で、



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

141 

多分、いろいろな意見が出ると思うんですけれども、そういう意見については市としても事業者か

ら説明を受けて、その後のこの事業に反映していくというお気持ちはあるのでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） あくまでも計画の見直し等は事業者に行っていただくもので

すので、私どもがどこまでというところはありますけれども、ただ、市としては市有地を貸付けを

してあそこの地区に交流人口の拡大を図りたい、事業者としては継続的にあそこが集客が見込めて

経済的なものが得られるというところで進めていくのが当然ですので、見直しは必要に応じて図ら

れるのかなとは考えております。 

○委員（内田美恵子君） まさに市が考えているようなにぎわいづくりとか、市の歳入に寄与する

ような事業になればというふうなことが実現するためにも、地域住民の協力とか市民が快くその事

業者を受け入れるような体制ができないとこの先うまくいかないのかなと思いますので、住民説明

会で出たいろいろな御意見に対して、丁寧に、事業者が対応することになると思うんですけれども、

その辺のコーディネートみたいな住民と、それから事業者の間に立って、市もこの事業がうまくい

くようにと願うのであれば、対立構造にならないようにしていただければなと思うんですけれども、

その辺、いかがでしょうか。 

○商業観光課長補佐（迫田暢介君） 委員の御意見のありました協議していく中で、協議済証がし

っかりと発行できるように協議を行っていきたいと思います。 

○委員（内田美恵子君） まさにまちづくりですから、住民のいわゆる協力だとか同意までいかな

くても、快く思っていただけるようなことがないと、この先、本当にうまくいかなくなるんじゃな

いかなと思いますし、それ以上に住民との間に分断が生まれてしまうようになるとまちづくりとし

ては失敗になってしまいますので、住民の意向とか気持ちも十分把握した上で、市は仲介者という

かその間に立って対応していただかないと本当にこの事業は心配だなと思いますので、その辺は

重々肝に銘じていただきたいと思います。 

○商業観光課長（秋田芳博君） 今、補佐のほうから説明がありましたけれども、事業者から住民

説明したものの結果報告書というのは市に提出を求めていく形で考えていますので、その意見に対

する事業者の考え方も聞きながら、その計画と照らし合わせながら、あそこの我孫子新田地区が目

的に沿ったようになるように、我々のほうもやっていきたいというふうに考えています。 

○委員長（甲斐俊光君） 暫時休憩いたします。 

午後５時４８分休憩 

─────── 
午後５時４８分開議 

○委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 ほかにありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 衛生費、農林水産業費及び商工費に対する質疑を打ち切ります。 

 本日の審査はここまでとし、明日は午前１０時より会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後５時４９分散会 


